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平成２４年度厚生労働科学研究費労働安全衛生総合研究事業 

「諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効果と 

わが国への適応可能性に関する調査研究」 

総括研究報告書 

 

諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効果と 

わが国への適応可能性に関する調査研究 

 

主任研究者 三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 

 

＊以下、昨年度の報告書に加筆修正を加えた部分に下線を付す。 

 

研究要旨 

本研究の統一課題は、①諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効果を解明し、

②わが国への適応可能性を探ることにある。昨年度と本年度の調査研究は、①を目的と

している。 

得られた結論を整理すると、以下の通り。 

＜求められる実体的理念＞ 

 ・１次予防施策から３次予防施策の全てにわたり、①個別性、②（連携的）専門性、

③多面性、④柔軟性、⑤継続性、⑥人間性（心理的特性の考慮）、⑦客観性の７要素が求

められる。 

＜各論＞ 

 １）メンタルヘルスの定義 

 ・「精神疾患や障害の存否にとらわれず、物理的・心理的負荷等により、労働や日常生

活上の制約を招く問題への対応を、個人と組織の両面から図ろうとする作用」のこと。 

 ・研究代表者の私見は、「社会・経済構造、自然環境や生活スタイル等の大きな変化の

中で、個人と組織の成長と適応を実践、支援する作用」のこと。「『ヤドカリの引越』の

実践と支援」と喩えることもできる。 

 ２）１次予防施策のあり方 

 ・現行の労働安全衛生法第２８条の２を準用する第８８条に規定されるメリットを産

業精神保健対策にも発展的に拡充するような施策により、実質的に性能要件化（：一律

的な規準への適合性審査ではなく、現場で実効性のあがる方策の許容と国の法政策への

積極的な吸収）を図る方途が望まれる。 

 ・要件となる性能の指標としては、現段階では、デンマークなどが採用している、休

業率、作業関連疾患罹患率（筋骨格障害（musculoskeletal disorder）や心臓血管系疾患

（cardiovascular disease）など器質性疾患の罹患率を含む）、自発的離職率、職場の問
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題（：労働環境に関する問題）とこれらの指標との因果関係、職務満足感、業務パフォ

ーマンス、守秘条件下での意見聴取の結果などが参考になるが、メンタルヘルス問題の

多因子性、多様性、多層性などを考慮し、梶木報告書が示した中間指標を重視する必要

がある。 

 ・また、欧米の法制が採るリスク管理手法や、障害者差別禁止の手法の採用を促すこ

とで、民事上の手続的債務の履行を誘うことも可能。 

 ３）メンタルヘルスは科学たり得るか 

 ・自然科学的な認識体系に基づくデータのみで論じることは困難だが、それ故に適切

な措置を講じないことの言い訳にはならない、とするイギリスの研究者グループの示唆

が妥当であろう。至局、自然科学的な解明が進むまでの間、公衆衛生疫学的な傾向分析

に拠らざるを得ない。 

 ４）各国の法制度が対策の射程に捉えているメンタルヘルス問題とは 

 ・各国の法制度の射程はさまざまだが、日本の法制度でメンタルヘルス対策を強化す

る際には、主として心理社会的・物理的リスク要因により長期（概ね２週間以上）にわ

たり労働能力に制限を受ける（ことが専門家や諸事情から客観的に裏付けられる）者の

発生を防止することを射程に捉えるべきではないかと解される。ただし、フランスやア

メリカの法制のように、生じる被害（損害）の観点を離れ、不当な差別等による人格的

利益の侵害を防止する観点も求められる。 

 ５）職域メンタルヘルス対策に相応しい法制度 

 ・諸外国のメンタルヘルス関連法制度の趣旨・性格は、障害者差別禁止アプローチを

主軸とするアメリカ型とリスク管理アプローチを主軸とするヨーロッパ型に分かれる

が、その効用をみる限り、現段階で、職域メンタルヘルス対策にとってどのような法制

度が最も適当とは言い切れない。図１で示すように、労働安全衛生、経営、人事労務管

理、医療、福祉に関わる法制度の全てに対応が求められていると言わざるを得ない。た

だ、職域で可能な対策に限定すれば、イースト・アングリア大学ノーリッチ・ビジネス・

スクール行動科学教室教授 Kevin Daniels 氏や、日本の関連判例も示唆するように、結

果として、①training（教育訓練）、②motivation（動機付け）、③selection（採用・配置

等における人選、適材適所）、④job design（職務の設計と割当）の適正化を「促す」よ

うな法政策の構築が望ましいとはいえよう。 

 ・また、予防効果が直ちに確認できるか否かにかかわらず、基本的人権の保護の観点

から、ハラスメント防止や雇用平等の充実化を図る必要はある。アメリカの ADAの枠組

みも、労働力の積極活用の趣旨を基底に置きつつ、相当範囲の差別を対象とし、実効的

な救済を図ろうと努めていることがうかがわれる。 

 ６）強制的方策と誘導的方策のいずれが適当か 

 ・科学的知見が不足しているほか、精神障害を含めたメンタルヘルス不調の特質を踏

まえると、直ちに一律的な強制的方策（ヨコの方策）を採ることには困難が伴うが、全
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てを当事者の任意に委ねる誘導的方策（タテの方策）が適当とも言い切れない。タテの

対策を講じる中で、①嫌悪感に基づく差別的取扱いの禁止、②各労働時間単位の間の休

息時間の確保、③急激かつ大幅に労働条件が変化した場合の支援体制の構築など、一般

性のある条件が判明すれば、一律的な義務規定の設定が求められる。また、タテの対策

を促進するためにも、ヨコの権威や信用力が求められる。たとえば精神科医などの精神

問題の専門家も、個々人の個性・背景・脈絡を組織に説くべき存在として機能し得るが、

一般的な権威や信用力を失えば、その役割すら果たし得なくなる危険性もある。 

 ７）心理学的アプローチの正当性・妥当性 

 ・メンタルヘルス対策では、人間や組織の心理（学）的特性を考慮せざるを得ないが、

的確で客観的な現状認識が対策の出発点になること、よって、少なくとも事業主、管理

職層、産業（精神）保健の専門家等は、上掲した当該事業組織における休業率等のデー

タや関連情報を的確に把握することが適切な対策の前提条件になることは、国内外の個

別組織における個別的対策の転帰からも明らかと考えられる。 

 ・ただし、１次予防面では、グッドポイント・アセスメントとリスク・アセスメント

の併用、中間指標の開発を含め、問題の心理的特性を捉えた介入と効果について、引き

続き調査研究を進める必要がある。 

 ８）就労経験を持たないか、特別な配慮を受けずに就労した経験を持たない、真正精

神障害者対策と、過重なストレス要因へのばく露により不調に陥った仮性精神障害者・

不調者対策の関係 

 ・イギリス、アメリカの例からは、両者を連続的に捉える必要性がうかがわれる。特

に精神的な問題への対策では、真正精神障害者の就労環境の改善は、仮性精神障害者・

不調者のみならず健常者の就労環境の改善にも貢献し得るし、逆もまた然りと解される

ことが理由の１つである。ただし、真性障害者への対策では、回復の可能性や回復のゴ

ール設定をはじめ、多くの点で対応に違いが生じ得る。 

 ・そこで、イギリスの Jobcentre Plusや Remploy社、ソーシャル・ファームのほか、

日本の先駆的企業などが果たしている役割を参考に、産業と福祉の窓口兼バッファーと

なる組織の創設について検討する必要が生じる。その際、客観的な労働能力の審査を前

提に、障害レベルを重度と中・軽度等に区分したうえで、発症の経緯、症状経過、本人

のパーソナリティや志向性、従前の労働能力等に応じ、個別的、専門的、多面的、継続

的、人間的、客観的支援を行う必要がある。支援の内容は、社会保障給付の受給支援か

ら、適当な医療機関や医師の選択、日常生活上のケア、生活上の悩みの解消、就労能力

の回復と育成、就労支援、雇用継続支援にまで及ぶものでなければならない。その際、

窓口となり、連携の核となる人物の存在と、彼らを孤立化に追い込まないためのプラッ

トフォームの存在、使用者や使用者団体との有機的連携が重要な意味を持つ。公的機関

が主導する場合、民間のＮＰＯなどの資源との連携も必要だが、コントロール・タワー

として、情報を一元的に管理する必要があり、そのために障害となる医療個人情報の取
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扱い規制などは、合理的な範囲で排除される必要がある。 

 ９）発症・増悪事由の業務上外による対策の区別の可否と是非 

 ・この課題は、産業保健を含めた保健の発想と法の発想の相違を浮き彫りにする。 

・結論的に、発症・増悪事由による対応の区分は、当事者や関係者の納得性を高める

効果は見込めるものの、実施してもしなくても良いと考える。ただし、実施する以上は、

早期の適正な業務上外認定が求められ、実施しないならば、ヨーロッパのように私傷病

罹患者に対する手厚い雇用・賃金保障をなすべきと考える。また、実施する場合、労働

基準監督署のような官公署とは別に、症例の業務上外について気軽に判断を求められる

第三者機関を設ける必要があると考える。 

１０）メンタルヘルス情報の保護のあり方 

・労働能力・適性に関する情報は使用者による取得を含めた取扱いが可能だが、疾患

名など、ダイレクトに医療個人情報に相当する情報については、それを許すべきではな

い、というのが本調査の帰結だが、症例対応の窓口やコントロール・タワーとなるべき

機関や人物には、適正範囲で情報の取扱いが認められなければならない。また、実効的

なメンタルヘルス対策に際して、人事労務部門や直属の上司等の関与が求められる場合

も多いことは、日本のメンタルヘルス指針でも明らかにされている。よって、情報の取

扱いにも手続的理性が求められる。 

・先ず、採用前のストレス脆弱性等の調査は原則として行われるべきではないが（平

成５年５月１０日付け事務連絡「採用選考時の健康診断について」、平成１３年４月２４

日付け厚生労働省職業安定局雇用開発課長補佐から都道府県労働局職業安定主務課長宛

事務連絡を参照）、労働能力・適性に関わる調査は可能である。一応の判断規準は、アメ

リカの EEOCガイドライン等を参考に設定されるべきであろう。 

・次に、採用後の雇用過程におけるメンタルヘルス情報の取扱いについては、これま

でに労働省ないし厚生労働省から発出ないし公表されてきた数多の指針や文書（以下、

「指針等」という）が、法的観点でも参考にされるべきである。指針等の主旨は、要約、

①本人同意の獲得、②産業医等による一元的な情報管理、③衛生委員会等での審議に基

づく各事業所での情報取扱規程の整備、④産業医等以外に情報を流通させる場合の加工

（主に、実施されるべき就業上の措置を想定）の４点に集約されるが、①本人同意の獲

得が困難な場合については、直接的には触れられていない。となると、そうした場合に

は、情報取扱いの客観的な必要性が認められることを前提に、②③④を徹底すれば、原

則として手続的理性が果たされたことになるであろう。 

ただし、（α）使用者が業務上の過重負荷を創出ないし放置し、労働者がそれにばく露

したため、心身の不調を生じても当然といえる場合、（β）定期健診、欠勤・休職時の診

断書の提出、その他自発的な申告等により、既に法人に必要な情報が提供されている場

合、（γ）「密接な接触関係」にある上司等が、本人の不調を知っているか、当然に知る

べき場合（特に、（α）の前提がある場合に妥当し易い）、（δ）労働者側が情報提供を躊
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躇しても当然といえる条件を使用者側が創出していた場合には、たとえ個々の場面で情

報提供を拒否されても、使用者側が免責されることにはならない。 

・また、現行の刑法第１３４条や個人情報保護法などの規律を整理し、所要の要件を

規定したうえで、「症例対応の窓口やコントロールタワーとなるべき機関や人物」につい

て明文の適用除外規定を設ける必要がある。また、現段階で、メンタルヘルス情報の取

扱いについて、最も詳細な指針を示した公文書は、平成１８年３月中央労働災害防止協

会（厚生労働省委託）「『職場におけるメンタルヘルス対策のあり方検討委員会』報告書」

であるが、労働者の同意の獲得が困難な場合の規律についても、一定の指針を示す必要

がある。 

１１）法政策は１次予防・２次予防・３次予防のいずれに注力すべきか 

・３次予防が喫緊の課題であり、かつその履践が１次・２次予防にも繋がることは認

められるが、３次予防と１次予防は「車の両輪」と考えるのが妥当と解される。 

・他方、３次予防面での所得・生活保障と就労支援機能の充実化も喫緊の課題である。

特に、症例対応のコントロール・タワーとなるべき多機能をもった機関の設定と、当該

機関による産業と福祉の連携は、多くの労働者の生活と福祉に貢献すると思われる。 

１２）作業関連ストレス対策と経営・人事労務管理問題の切り分けの可否と是非 

・これまで、日本の労働裁判例は、著名な電通事件最高裁判決を転換点として、「過度

な心理的負荷」を積極的に認定するようになったことで、実質的に彼らの人事労務管理

のありように介入するかのような判断を示すようになって来ている。 

・アメリカでは、労災補償に関係して、純然たる人事事項に介入するような判例傾向

に歯止めをかけるような立法もなされたが、日本では未だそうした動きは見られない。 

・結論的には、やはり、メンタルヘルス対策の効果指標を中間指標も重視しつつ開発

し、性能要件的な規定（前述した第８８条の発展的拡大等がそれに当たる）の下で各組

織独自の取り組みを支援する体制を整え、結果的に上掲のような作用が誘われる方向性

が望ましいと解される。 

 

分担研究者 

 ①井村 真己 

沖縄国際大学法学部・教授 

 ②林 弘子 

 福岡大学法学部・教授 

③水島 郁子 

大阪大学大学院高等司法研究科・教授 

 ④笠木 映里 

 九州大学法学部・准教授 

 ⑤長谷川 珠子 

 福島大学行政政策学類・准教授 

 ⑥本庄 淳志 

 静岡大学人文社会科学部・准教授 

 ⑦白波瀬 丈一郎 

 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教

室・専任講師 

 ⑧梶木 繁之 

産業医科大学産業生態科学研究所・産業

保健経営学講座・講師 

 ⑨團 泰雄 
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 近畿大学経営学部・教授 

 

研究協力者 

 ①鈴木 俊晴 

早稲田大学大学院法学研究科・博士後期

課程、大東文化大学環境創造学部・非常勤

講師 

 ②荻野 達史 

 静岡大学人文社会科学部・教授 

 

Ａ．研究目的 

 統一研究課題に記されている通り、①諸

外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・

効果を解明し、②わが国への適応可能性を

探ることにあるが、昨年度と本年度の調査

研究は、①を目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

法制度調査については、初年度の第１回

班会議（平成２３年４月２３日）でのブレ

インストーミングを踏まえて研究代表者が

作成、呈示したフォーマット（平成２３年

度法制度調査班「調査報告書の基本的な構

成」）に即し、原則として第一次資料のレビ

ューに基づいて必要事項を調査する方途を

採用した。初年度の調査対象国には、公権

力を用いた公的な作業関連ストレス対策を

先駆的に実施しているイギリス、デンマー

クのほか、EU を代表する大国であるドイ

ツ、フランス、この問題への対応を主に一

定の障害者を対象とする差別禁止アプロー

チにより図ってきたアメリカの５カ国を選

定した。ただし、各国の法事情に即し、研

究目的に資する限りで、フォーマットの項

目を変更するよう要請した。 

本年度は、初年度の調査結果を踏まえ、

平成２４年５月１４日付けで、研究代表者

が前記フォーマットに修正を加えた以下の

新規フォーマット（平成２４年度法制度調

査班「調査報告書の基本的な構成」）を、法

制度調査班を構成する分担研究者及び研究

協力者に呈示した。また、調査対象国に、

イギリスやデンマークと同様に１次予防面

で公的な作業関連ストレス対策を実施しつ

つ、３次予防面で充実した復職支援及び所

得・雇用保障制度を持つオランダを加えた

ほか、アメリカについて、障害者差別禁止

法以外の関連法制度を調査対象に加えた。 

 

○平成２４年度法制度調査班「調査報告書

の基本的な構成」 

 

１ 公法 

 

１.１ 法令、行政規則（ガイドラインな

ど）、計画など 

 ・行政規則等については、法令との関係

を明記する。 

 

１.２ 法の管轄機関・執行権限者 

 ・法や行政規則等の運用に関わる行政官

の権限・役割を描出する。 

 ・行政官以外の者が執行権限を持つ場

合、その権限・役割等 

例）ドイツの技術監督官（労災防止規

程の合法性監督を行う）など 

 

１.３ ストレスマネジメントの具体的な

方策（仕組み・流れ） 

 ・１次予防面 

 ・２次予防面 

 ・３次予防面 
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 ・その他 

 

留意点 

 ア 法令上求められるストレス調査、ス

トレスマネジメント、違法性の判断規準や

方法などを捕捉する。 

 イ ストレス対策を直接的に規定して

いない場合にも、それと同様の効果を持つ

か、それに大きく寄与する規制は積極的に

捕捉する（例えば、アメリカの障害を持つ

アメリカ人法など）。ただし、それが１次

～３次予防の各側面にどのように寄与す

るのか、を可能な限り関連づけて論じる必

要がある。 

 ウ 事業（運営）、企業風土の特質に応

じた実効的なメンタルヘルス対策（ＭＨ対

策）を促進する規制があれば、積極的に捕

捉する。 

 エ ２次予防関係では、不調の把握と講

じるべき対策の選択を促す規制のありよ

うについて、可能な限り具体的に描出す

る。 

 オ 例えば日本では、産業精神保健に限

らず、安全衛生管理全般について、事業者

に比較的広い裁量を付与する代わりに、何

か災害が生じれば重い責任を負わせる、と

いう基本方針が採られてきた。他方、イギ

リスなどでは、一次予防を罰則付きで義務

づける予防規制中心の対応が図られてき

た。 

このように、事業者に予防策を義務づけ

たり、促すにしても、どの段階で、どの程

度の強制性をもって図るべきかが問われ

るので、この点に関する調査対象国の事情

を可能な限り捕捉する。 

カ 精神保健福祉法など、職域に影響す

る関連法についても積極的に捕捉すると

共に、役割分担についても調査する。 

キ 国により強く意識されている典型

的なストレス要因が異なるので、その背景

まで調査のうえ言及する必要がある。 

 

１.４ 専門家や専門機関の活用によるス

トレスマネジメント 

 ・産業保健専門職（産業医・衛生管理者、

産業保健職、心理職など）、従業員のかか

りつけ医など専門家の育成、関与のありよ

うなどを積極的に捕捉する。 

 ・外部専門機関等による事業所への産業

精神保健サービスを予定する法令がある

場合、その定めや解釈などを捕捉する。 

 ・具体的な運用実態も可能な限り調査す

る。 

 

１.５ 雇用にかかる精神障害者差別禁止

法 

 ・こうした法制については１.３でも触れ

るが、そこでは簡潔にとどめ、独立項目を

つくり、ここで詳細を論じる。 

・その内容、射程、法的効果、実効性な

どを調査し、それが産業精神保健（予防）

に、どのレベルでどのように寄与するかに

ついて論じる。 

・法律ではなく行政規則レベル等に定め

がある場合、それも捕捉する。ただし、そ

の法的性格、違反の効果などを明らかにす

る必要がある。 

 ・他の障害類型（身体、知的）との法令

上の取扱いの異同を可能な限り明らかに

する。 

 ・公法である場合、私法上の効果を明ら

かにする。私法である場合、２で独立項目
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を立て、そこで論じる。 

 

１.６ メンタルヘルス情報の取扱いに関

する法規制 

 ・メンタルヘルス情報の流通は、多分に

１次予防の問題とリンクしているので、そ

の取扱い規制のありようについて積極的

に調査する。 

 ・情報取扱い規制が厳しい国において

は、情報の流通が阻害されながら、どのよ

うにＭＨ対策が図られているのか、を調査

する。 

 

１.７ 法政策の背景 

・法制定の背景、行政規則や計画等の策

定の背景。特に科学的、疫学的根拠となる

報告書、論文などがあれば、積極的にピッ

クアップし、概要を明記する。 

 

１.８ 確認できる効果 

 ・数値データ、データ以外の専門家によ

る評価等。 

 ・休業率、作業関連疾患罹患率（筋骨格

障害（musculoskeletal disorder）や心臓

血管系疾患（cardiovascular disease）な

ど器質性疾患の罹患率を含む）、自発的離

職率、職場の問題（：労働環境に関する問

題）とこれらの指標との因果関係、職務満

足感、業務パフォーマンス、守秘条件下で

の意見聴取の結果などが基本となるが、こ

れらに囚われるわけではない。また、比較

的短期に成果が出やすい指標と出にくい

指標があると思われるので、どの指標がい

ずれに属するかを整理したうえで、その双

方についてデータを得られれば理想的だ

が、いずれかについてのデータでもやむを

得ない。 

 ・公的支出のほか、民間支出、司法判断

等を経た損害賠償支出なども捕捉する。 

 

１.９ 関係判例 

 ・公法上のストレスマネジメントに関連

する判例などは、各項目ごとの整理に埋め

込むことを原則とするが、その分量や質に

応じ、独立した項目を作るのも可。 

 

２ 私法 

 

２.１ 根拠法 

 

２.２ 関係する判例 

 

２.３ 確認できる効果 

 ・数値データ、データ以外の専門家によ

る評価等。 

 ・公的支出のほか、民間支出、司法判断

等を経た損害賠償支出なども捕捉する。 

 

留意点 

 ・私法に関する調査では、賠償・補償法

理がメインの対象となる。それは、そうし

た法理が、予防法（日常的な行為規範）と

して機能している国（典型例は日本）があ

ることによる。 

 

 

全体を通じた留意点 

・３障害（精神、身体、知的）の間、と

りわけ精神障害と他の障害の法的取扱い

の異同がなるべく明らかになるようにす

る。 

 ・内因性・器質性の（本人要因が強い）
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障害対策と、反応性（：外的な環境因子と

個体側の性格因などにより生じる）の障害

対策を区分できる場合、その点も明らかに

なるようにする必要がある。 

 ・ハラスメントについては、法的規制を

敷いているところでは、「労働者人格の保

護」、「雇用差別の禁止」、「労働安全衛生」

のいずれか又は複数の趣旨でアプローチ

されているので、１.３や１.５などの一環

として論じるか、別に項目立てして論じ

る。 

 ・各産業や企業ごとの自主的な規制（協

約、経営規則など）もできる限り捕捉する

（そのため、経営者団体などを調査対象に

加えることが望ましい）と共に、その法的

性格、違反の効果について言及する必要が

ある。 

 

 

 他方、関連領域の専門家による調査につ

いては、初年度の平成２３年９月時点で研

究代表者より以下の課題が示され、概ねそ

れに沿った調査研究が実施された。 

 

○平成２３年度における関連領域の専門家

の調査課題 

 

（１）精神医学（白波瀬） 

ア 精神疾患・精神障害とその他の疾患

との違い 

 ・症状経過の不安定性？再発再燃可能性

の高さ？ 

 ・結局、違いは相対的なものでしかな

い？ 

 

イ 現在、日本の職域で多くみられる精

神疾患及び精神的な不調（以下、「疾患等」

という）の類型、様相 

 

ウ それらの疾患等の病態および発症

要因についての科学的な解明の度合い、今

後の解明の可能性 

 

エ 精神医学的観点から、職域内外でど

のような措置（介入）が講じられれば、そ

れらの疾患等の発症の予防に貢献すると

考えられるか 

・また、既に発症した疾患等について、

職域内外でどのような介入があれば、予後

の改善が図られる可能性が高いといえる

か。 

 

オ 臨床精神医学と産業精神保健の異

同について 

 ・よく産業の現場で問題になる臨床医と

産業医の診断ないし判断（の裏側にある常

識や発想）の違いのみならず、より根本的

な両者の学問的な出自や教育課程の違い

などに言及する。 

 

 ・以上のような点について、現段階で判

明している限りの知見を整理して頂く。ま

た、適宜、白波瀬先生ご自身の私見（推論）

もご提示頂く。 

 

 

（２）産業医学（梶木） 

ア 従来の日本のメンタルヘルスに関

わる安全衛生法上の規制の効果、有効性、

問題点など 

 

イ 従来の日本のメンタルヘルスに関
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する行政規則やガイダンス（メンタルヘル

ス指針、職場復帰手引きなど）の効果、有

効性、問題点など 

 

ウ 従来の日本の公的なメンタルヘル

ス支援体制（産業保健推進センター（労働

者健康福祉機構）のメンタルヘルス対策推

進事業や中災防の事業など）の効果、有効

性、問題点など 

 

エ 従来の日本の民間のメンタルヘル

ス支援事業（ＥＡＰなど）の効果、有効性、

問題点など 

 

オ 産業医学的観点からみて、既存の職

域における自主的な（組織的、個人的）介

入は奏功しているといえるか。奏功してい

る例があるとすれば、どのような形態・性

質のもので、その本質はどのようなものと

考えられるか 

 

（３）経営学（團） 

ア 現在の人事労務（学問・実務）から

メンタルヘルス問題はどう捉えられてい

るか 

 ・手間とコストのかかる厄介な流行病？

単なる経営上のリスク？ 

 ・精神的に弱い人間が罹患する特殊な病

の問題？あるいは、個々の企業では対応で

きない社会経済構造や文明論に関わる壮

大な問題？ 

・組織の活性化のヒントを得られる処方

箋？ 

 ・捉え方に企業規模、業種等の属性によ

る違いはあるか？ 

 

イ 現在の人事労務が講じているメン

タルヘルス問題への対応（法）の実情 

 ・この点については、大まかな情報は厚

生労働省や独立行政法人日本労働研究・研

修機構の調査などでも出されているが、要

は相談窓口の設置、ＥＡＰへの委託、外部

講師を呼んでのメンタルヘルス教育の実

施など、やや形式的な対応が多く、その詳

細も明らかではない。 

・最近の人事労務情報誌では、メンタル

ヘルス対策に比較的熱心な（／かに思われ

る）企業の取り組み例などが紹介されるこ

とがあるが、実態が客観的かつ率直に示さ

れているとは限らず、仮にそうであって

も、そうした取り組みが、異なる規模や業

種、性格（体質・気質）の組織にどの程度

一般化しているのか、判然としない。 

 ・よって、できる限り実態に踏み込んだ

レビューが求められる。 

 ・特に、精神健康データが向上したとこ

ろが、具体的にどのような施策を実施して

いたか、データを押し上げた本質的なポイ

ントは何だった（と考えられる）か、その

他、組織による個別の症例への対応の実

状、嘱託精神科医の任用の有無、ＥＡＰ選

定の手続や基準、サービスの効果なども確

認したい。 

 

ウ 企業風土とメンタルヘルス問題の

関係 

 ・実証的な調査研究が非常に困難な課題

と思われるが、亡島悟教授による研究な

ど、主に産業保健領域で、質問紙などを活

用した複数の調査研究があるので、文献レ

ビューによる整理が求められる。その他、

この両者の関係を（間接的に）推定させる
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ような調査研究があれば、その示唆を整理

して頂きたい。 

 

エ 現にメンタルヘルス対策に取り組

んでいる組織（経営者）をそうした取り組

みに駆り立てた動機・契機 

 ・組織内での不調者の発生や多発？ 

 ・実際の裁判経験または他の組織の裁判

例に関する情報？ 

 ・労働組合からの要求？ 

 

オ 事業者や人事労務管理者は、本音で

は、どうすればメンタルヘルス問題が抑制

されると考えている（と推察される）か 

 

 ・いずれにせよ、通り一遍ではなく、人

事実務の実態を「えぐる」ような示唆を頂

きたい。従って、情報の客観性、信頼性が

担保される限り、研究論文的な資料のみで

なく、適宜、ルポルタージュ的なものも積

極的に調査対象に含めて頂きたい。 

 

 そこで本年度は、年度当初に研究代表者

より以下の（追加的）調査課題が示された。

また、本年度より研究班に参画する荻野達

史教授に対し、社会学的観点での調査課題

が示された。 

 

○平成２４年度における関連領域の専門家

の（追加的）調査課題 

 

（１）精神医学（白波瀬） 

・平成２３年度は、「鍛え育てる」作用に

よる適応支援を焦点とした論述となった

が、本年度は、「休職」や「薬物療法」、「支

持的療法」など、「鍛え育てる」とはいっ

けん真逆のベクトルを持つと思われる作

用の効用について考察する。 

 

（２）産業医学（梶木） 

 ・平成２５年度の企業調査、労働者健康

福祉機構の助力を受けて行うメンタルヘ

ルス対策推進促進員による訪問支援の効

果測定の準備作業として、法政策が労働者

のメンタルヘルスに与える影響の機序に

ついて、産業医のグループワークから、複

数のパスウェイを描出する。その過程で、

良好なメンタルヘルスの実現に至る有効

な中間指標を同定する。 

 ・公的なメンタルヘルス対策とＥＡＰな

どの民間の取り組みの効果に関する文献

を探索し、仮に見つかれば、その信頼性の

評価を含めたレビューを行う。 

 

（３）経営学（團） 

 ・平成２３年度の分担報告書のうち、未

了部分を完成させると共に、エビデンスや

裏付けが明確でない論述について、可能な

限り補充する。 

 ・新たな論点として、新たな企業内分業

が労働者のメンタルヘルスに与える影響

や、２３年度の報告書でメンタルヘルスと

の関連性が指摘された、企業間移動を可能

にする Employability等を加える。 

 

（４）社会学（荻野） 

 ・年度途中に研究協力者として研究班に

ご参画頂いた荻野教授には（＊平成２４年

度は分担研究者としてご参画頂く予定）、

１９５０年代以後の産業精神保健の歴史

について、学問と政策を中心に、系譜を明

らかにして頂く。 
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Ｃ．結果 

１．法制度の調査結果（経過報告） 

（１）イギリス 

ア 背景 

＜労働安全衛生法上の施策＞ 

 ・１９９０年代以降、就労能力喪失者向

けの就労不能給付（incapacity benefit（現

在の雇用・支援給付（employment and 

support allowance）））の受給者数が増加傾

向を示しており、その原因の１つに職域で

のメンタルヘルス問題があると指摘されて

いた。また、福祉から就労へ（welfare to 

workfare）の国家的な政策方針の転換があ

った。 

 ・２０００年代に入り、以下のような官

民の調査報告に基づいて、メンタルヘルス

問題は、労働者の生産非効率、休業、離職

などを招く等の認識が高まっていた。他方、

国際競争など、組織をとりまく経済・経営

環境が変化する中で、こうした問題への実

効的対応の必要性認識が高まっていた。 

 ①イングランドの生産年齢人口の約６分

の１が、精神的不調（mental ill-health）

に関連する兆候（不眠、疲労、易疲労感、

強い不安感など）を経験していた（２００

１年の国立統計局の統計）。また、７名に１

人の労働者が、その仕事が「かなり」また

は「過剰に」ストレスフルであると述べて

いた（２００７年公表のHSEの統計）。 

 ②イギリス全土の労働人口の２０％が、

抑うつ状態や不安に苛まれているとのデー

タがある（イギリス実地医家の統計）。 

 ③ストレスに起因する休職は、他の作業

関連疾患より長期に及ぶ傾向があり、１年

間にストレス、抑うつ状態や不安により、

約１１００万労働日が失われている（２０

０５年から２００６年の労働力統計）。作業

に関連する精神的不調（不安、抑うつ状態、

ストレス状態と定義されるもの）により、

毎年１０５０万日の逸失労働日数がもたら

され（２００７年の HSE の統計）、作業に

関連する傷病による逸失労働日数の約３分

の１を占めるに至っている（２００９年公

表の HSEの報告書）。 

 ④キャロル・ブラック卿がイギリスの労

働年齢層の健康について実施した最近の調

査に基づく試算によれば、不調及びそれに

関連する疾病休業や失業を通じ、１０００

億ポンド（約１２兆５０００億円）を超え

る損失が発生しているとされているが、こ

のうち約３分の１（３０～４０億ポンド（約

３兆７５００億円～約５兆円））が、精神的

な不調による労働生産の喪失や健康保険現

物給付（National Health Service (NHS)）

の拠出による可能性がある（ただし、現在

就労してはいるが、精神的な不調により、

その者の潜在能力からすると労働生産性が

低下している場合の付加的ないし顕在化し

ない費用は計上されていない）（２００９年

に公開された雇用年金省と保健省の共同文

書「メンタルヘルスの改善へ向けた歩み」

（Working Our Way to Better Mental 

Health））。 

 ⑤作業関連ストレス要因の約７０％が、

ヒューマンエラー（人的過失）により生じ

た労働災害の潜在的な遠因となっている

（２００３年の海外勤務者対象の HSE の
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調査）。 

 ⑥アブセンティズム（absenteeism：※

常習的な遅刻や欠勤による生産性の低下）

により雇用者が負担する費用は８４億ポン

ド（※日本円で約１兆８０億円）、プレゼン

ティズム（presenteeism：※疾病障害り患

者の（無理な）出勤による生産性の低下））

により雇用者が負担する費用は１５４億ポ

ンド（※日本円で約１兆８４８０億円）に

のぼる（２００７年に公開されたセンズベ

リー・メンタルヘルス・センターの調査報

告）。 

 ・HSEが公表した自己申告による労災・

作業関連疾患統計を２００３／０４年と２

００９／２０１０年のもので比較すると、

作業関連ストレスにかかる推計逸失労働日

数は、職種別に多寡や増減の傾向に相違が

ある。管理監督者の逸失労働日数は０３／

０４年統計では多かったが、減少傾向にあ

る。特筆すべきは技術士補その他技術者で、

もともと逸失労働日数が多かったが、近年

に至ってもむしろ増加傾向にある。専門職

も高水準で推移している。その他、個人的

なサービスの提供、とりわけ介護的業務の

逸失労働日数が大幅に増加している。 

 ・主に産業保健、公衆衛生疫学領域の権

威ある学識者からも、作業関連ストレスが

もたらす個別の組織等における経済・経営

上の損失、多額の国家的損失について、関

連するデータや推計が挙げられ、公衆衛生

的観点や組織論的観点（≠自然科学的観点）

から、対策の重要性、必要性が説かれてい

た。 

 ・労働安全衛生法政策において、世界を

リードしてきた国家としての自負のほか、

おそらくは政策を推進する国家公務員を

「女王陛下の官吏（Her Majesty’s Civil 

Service）」として、また、政策の理念や枠

組みづくりに貢献する学識経験者について、

その学識の故に一定の権威を認めて尊重す

る気風があるものと察せられる。最近では、

メンタルヘルス対策を含め、作業関連疾患

対策全般について、雇用と健康の関係強化

に着眼して論じたキャロル・ブラック卿の

報告書が、関連施策の展開に大きく貢献し

ていることがうかがわれる。 

 また、HSEという労働衛生専門機関があ

り、HSWA（労働安全衛生法）の執行機関

として、種々の調査研究、政策立案上の基

本方針の決定、個別具体的な政策の立案か

ら運用までを一元的にカバーして来ていた

ことも、作業関連ストレス対策を労働衛生

法政策の一環として実施する決定に大きく

貢献したと解される。 

 もっとも、筆者の現地調査では、複数の

識者から、実際には、行政の権威を無条件

に信頼する国民はむしろ少なく、行政によ

る法政策についても、最低基準としての不

作為の義務づけは一定程度容認するが、作

為の義務づけは歓迎できない、との考えを

持つ者が少なくない、との見解を得た。そ

の前提に立てば、MS が国レベルで充分に

普及ないし機能しないとしても、頷ける面

もある。 

 

＜障害者差別禁止法上の施策＞ 

 ・イギリスの障害者差別禁止法は、いわ

ば前史に当たる①１９４４年障害者（雇用）

法時代、②１９９５年 DDA 時代、③２０

０３年改正法時代、④２０１０年平等法時

代の４つの時代区分に分けられる。他方、

規制内容は、（ア）福祉・保護的観点からの
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障害者の雇用保障措置、（イ）直接差別、（ウ）

障害に「関連する」理由による差別、（エ）

調整義務の不履行による差別（：一種のポ

ジティブ・アクション・アプローチ）、（オ）

間接差別、（カ）ハラスメント、（キ）報復

的取扱いの７種類に大別される。差別禁止

の対象事項は、採用時には、（a）採用者決

定のための措置、（b）採用上の雇用条件、

（c）採用拒否、採用後には、（d）雇用条件、

（e）昇進や配転、教育訓練、その他の利益

等を受けるための機会へのアクセスの許否、

（f）解雇、（g）その他の不利益に及ぶ（②

③④時代を通じて共通）。 

 ・①時代は、労働不能を本人責任に帰せ

しめる発想が強く、障害者雇用についても、

割当雇用制度を含めた（ア）による時代だ

ったが、先天的障害、労災等本人に帰責事

由のない障害への対応の必要性についての

認識の高まりもあり、アメリカの ADAを参

考に DDAが制定された経緯がある。 

 ・②時代には、「精神的または身体的な障

害を持ち」、「その障害が日常的な活動をす

る能力に実質的かつ長期にわたる悪影響を

及ぼす」こととなる者を対象として（＊こ

の点では③④時代も同じ）、（ウ）（エ）（キ）

の規制が設けられていた。 

 ・（ウ）は、障害によるタイピング不能な

どを理由（障害関連事由）とし、正当化で

きない差別を規制するものだが、②③時代

には、使用者の障害認識の有無は問われず、

事実上、（オ）の規制に近い性格を持ってい

た。２００８年貴族院判決（ London 

Borough of Lewisham v. 

Malcolm[2008]IRLR 700 HL）のように、

DDA の証明ルールを直接差別的なものに

修正したり、２００１年控訴院判決（Jones 

v. Post Office[2001]IRLR 384 CA）のよう

に使用者側の正当性の抗弁を緩やかに解釈

するなどして、間接差別的運用の抑制を図

る動きもあったが、政府は、その後、障害

者を含めた一般的な間接差別規制を置くＥ

Ｕ指令の影響も受け、間接差別規制への置

き換えを内容とする法改正を主導した。 

・（エ）は、種々の契約や労働条件などの

取り決め、建物の物理的特徴などが障害者

に不利益な影響を与える場合、使用者に、

その場面のあらゆる状況を踏まえ、当該不

利益を防止するための合理的措置（施設の

改造、業務軽減、勤務時間の変更、リハビ

リテーション、職能評価、訓練の提供、備

品・設備の整備等）を実施する義務を課し、

その不履行を禁止される差別とみなすもの

である。合理性の判断は、措置の効果、実

施可能性、使用者の経済的負担等を事案ご

とに検討してなされる。アメリカの ADA

のように、使用者に過度な負担（undue 

hardship）がかかる場合の免責規定は存し

ないが、事実上、この要件にその要素が含

まれていた。ただし、たとえ経済的コスト

がかかる場合にも、費用対効果が高ければ、

講じるべき合理的調整措置と評価され得る。

（オ）との関係では、それが対集団的性格

を持つのに対し、（エ）は対個別的性格を持

つ点で異なる。また、その対個別的性格か

ら、この義務の不履行による差別の申立人

は、当該障害者本人に限られる。 

・②時代の DDA が（エ）や（ウ）を規

制の中心に据えていた背景には、性、人種

等の属性以上に、「障害という属性自体が不

利な立場を内包している」との認識があっ

たと察せられる。おそらくはそのこととも

関連して、後掲する雇用年金省傘下の
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Jobcentre Plusは、「仕事へのアクセス支援」

の枠組を通じ、雇用者による調整措置に資

金援助等を実施してきた。なお、調整義務

の不履行は、（ウ）を推定させる場合もあっ

た。 

・（キ）は、ある者が、障害者が、障害者

差別禁止法に基づく訴訟手続を開始したり、

同手続に関連して証拠や情報を提供したり、

同法に関連する行為を行ったこと等（＊④

時代には、以上を併せて「保護される行為」

と呼ぶようになった）や、当該行為を行う

可能性があると信じたこと等を理由に、同

人を不利益に取り扱った（か、取り扱おう

とした（＊この部分は④時代に削除された））

場合に成立する。 

・③時代には、新たに（カ）の規制の他、

（イ）の定義規定が加わった。また、この

時代から（④時代も併せ）、直接差別やハラ

スメントに限り、近親者が障害者である等、

障害を有すると認識されたことを理由とし

て差別される者も保護対象とされるように

なった。 

・（カ）は、(a)障害者の尊厳を侵害するか、

(b)脅迫的、敵対的、品位を傷つける、屈辱

的、侮辱的のいずれかに該当する条件をも

たらすような目的又は効果を持つ、本人に

とって不快な行為を指すと定義されていた。

ただし、関連するあらゆる事情に照らし、

当該行為がそうした効果を持つと合理的に

解される場合、との限定も付されていた。 

・（イ）は、障害関連事由を含めた職務上

の能力等の条件が共通する前提で、正当な

理由がないのに、障害を理由に差別するこ

とを禁止するものである。職務上の能力の

共通性は、他の属性にかかる差別では求め

られない。コンピュータ技術者の募集に際

して、視聴覚障害であるというだけの理由

で採用候補者から除外するような行為がそ

れに該当する。特段の配慮を必要としない

障害者に有効な規制といえる。 

 

＜障害者福祉・雇用促進法上の施策＞ 

 ・イギリスの社会保障制度は、租税負担

による公的扶助を中心とし、無差別平等主

義的な社会保険制度によって補完される北

欧型（対義語は社会保険中心の大陸型）に

属する。同国の障害者福祉・雇用促進法上

の諸制度や諸施策も、基本的にはその前提

に基づいて設計されているが、政府の財政

難を背景にした福祉制度改革の影響を受け、

「福祉から就労へ（welfare to workfare）」

の方向性を強めている。すなわち、一方で

は、所得保障制度の統合再編と給付対象者

の絞り込みを図りつつ、他方では、ワーク・

チョイスを中核とする職業リハビリテーシ

ョン、職業訓練、職業紹介等の就労志向で

の制度の再設計と充実化を図っている。肯

定的に評価すれば、単なる経費削減ではな

く、いわば、人材活用への投資的側面を持

つ「選択と集中」とも言えよう。 

 

 

イ 特徴 

＜労働安全衛生法上の施策＞ 

 ・イギリスの作業関連ストレス対策は、

主に、MS（Management Standards：ス

トレス管理基準）と呼ばれるガイダンスを

用いて、公権力の介入をもって図られてき

た。 

 これは、職場の安全衛生および厚生水準

の確保を罰則付きで義務づけるイギリス労

働安全衛生法典（HSWA）の一般的義務条
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項と、その具体化の役割と同時に、ECの８

９年「安全衛生の改善に関する基本指令（枠

組み指令）（89/391/EEC）」の国内法化の役

割を持つ、労働安全衛生管理規則に基づき

設計されたものである。 

 ・開発作業は１９８０年代後半から開始

された。後掲図１に示すように、業務上の

ストレスの健康影響等に関するTom Cox教

授への調査研究の委託から始まり、業務上

のストレスの健康影響に関する文献レビュ

ーを含めた継続的な委託研究、後に MS の

評価ツールで採用された、集中的に対策を

講じるべき６つの心理社会的ストレス要因

（群）の同定、リスク・アセスメント手法

の効用に関するエビデンスの整理、ストレ

ス要因と不調状態の因果関係や相関関係に

関するエビデンスや好事例の収集と検証、

２４のパイロット組織によるシステムの検

証、学識者によるワークショップでの MS

草案のピア・レビュー等、学術（特に生理

学、組織の健康の観点を含めた公衆衛生疫

学・心理社会学）、政策的手続双方の観点で、

応分の実績を経て起案された経緯がある。

もっとも、自然科学的観点では、評価ツー

ルに採用された６つの心理社会的ストレス

要因と具体的な健康影響間の因果関係を検

証した文献の多くに方法論的問題があると

指摘されていた中、公衆衛生疫学や心理社

会学の観点を重視して立案及び実施に踏み

切った面も否定できない。 

 ・MSの法的な位置づけは、以下の通り。 

先ず、HSWAが上位の根拠法として存在

し、その第２条第１項に「罰則の裏付けを

伴う」職域の安全衛生および厚生水準確保

を定めた一般的義務条項が置かれている。 

 その下に法律並の法的規範性（強制力）

を持つ複数の規則（日本でいう安全衛生規

則などの政省令）があり、これらがその具

体化を図っているが、その制定改廃につい

ては、国務長官に大きな権限が与えられて

おり、安全衛生における、現場対応的柔軟

性、機動性、専門性の確保の要請を踏まえ

た選択と解される。MS との関係では、職

場のリスク調査を義務づけた９９年安全衛

生管理規則第３条が、その直接的な根拠規

定と解されている。 

 それより下位に、日本では大臣告示、局

長通達などの行政規則（解釈例規）に当た

る実施準則があり、これは、MS よりは一

段上位の格付けに当たるものの、性格的に

はガイダンスにとどまる。よって、名宛人

は、その遵守を直接的に義務づけられるわ

けではなく、別の手段で同じ目的を達する

ことも許されるが、その遵守により上位に

ある法規則の合法性が推認される点でも

MS と類似する。HSWA やその下位にある

安全衛生規則を含め、労働安全衛生に関す

る幅広い法規則の目的を達するために設け

られるもので、制定改廃については、HSE

（安全衛生庁）専門的行政機関に大きな権

限が委ねられ、その専門性、網羅性、機動

性が担保されているが、監督官による合法

性監督に際しても違法性の判断規準として

参照されるなどの意味で間接的、実質的な

法的拘束力を持ち得ることなどから、制定

改廃については、国務長官その他の行政機

関との間での協議など、やや厳しい手続的

規制が設けられている。MS をこれに格上

げすべき、との主張もあるが、今のところ

実現していない。 

 そして、位置づけ的にはこれらのルール

の更に下位にあるのがMSであり、これは、



17 

 

基本的な根拠を（遠縁の）法令に置きつつ

も、リスク調査と管理の手法をベースとし

つつ、実効的なストレス対策のためにある

べき条件を掲げ、それと実際の職場との相

違を確認させたうえで、理想的方向へ誘導

しようとするガイダンスである。よって、

実施準則と同様に、この手段を講じないこ

とがただちに法違反を導くわけではなく、

他の方法による法目的の実現ももちろん可

能である。逆に、このシステムの活用はお

おむね法遵守の推定を導くと考えられてお

り、外部の EAP（Employee Assistance 

Program）などが、このアプローチに「貢

献するもの」と記載する報告書もある 。そ

の制定改廃は HSE の専権事項とされてお

り、そのことによって、専門性、網羅性、

機動性の確保が図られているといえる。 

実際に、HSE は、MSA の開始以後、イ

ギリス国内での災害発生件数や作業関連ス

トレスの低減を図るため、数多くの国家レ

ベルでの介入計画を策定して来た。これら

の計画は、データ上、災害発生件数や作業

関連ストレスが最も多い産業分野を対象と

して来た。そして、Webでの公表を基本と

したガイダンス、教育研修機会、国による

無料の電話相談によるサポート、HSEの擁

する専門家への労使双方のアクセスや、組

織の取り組みの進捗状況を監視する監督プ

ログラムの提供に至るまで、数多くのソフ

トな（：誘導的な）関連施策を実施して来

た 。 

 結論的に、MS にとって、上位にある法

規則は、実質的に著しくパフォーマンスの

悪い雇用者に対する公権力行使や予算の割

当を裏付ける形式的意味しか持たないとも

いえ、現に、これまでのところ、MS に関

する罰則の適用例は４件にとどまる（いず

れもリスクアセスメント自体の実施を怠っ

たことによるもの）。もっとも、目標設定、

手続、体制整備などの規定という点では、

応分の意義が認められよう。 

 ・MS の仕組みは、基本的に既存のリス

ク管理手法を応用するものだが、評価ツー

ルとして、①職務上の要求、②裁量、③支

援を要素とする「職務の内容」と、④職務

上の人間関係、⑤役割、⑥変化を要素とす

る「職務の背景」を対象かつ指標とするス

トレス評価モデルを採用している。この仕

組み（MS）は、その根拠となる法規定との

関係からも、本来的に一次予防的な性格を

有しており、「～せねばならない」、「～して

はならない」といった要件や禁止事項を定

めて強制する方式ではなく、個々の要素に

ついて理想的な条件を掲げ、それと実際の

職場との乖離を自発的にチェックさせ、あ

るべき方向に誘導する方式を採っている。 

 

＜障害者差別禁止法上の施策＞ 

 ・先述した通り、イギリスの障害者差別

禁止法は、いわば前史に当たる①１９４４

年障害者（雇用）法時代、②１９９５年 DDA

時代、③２００３年改正法時代、④２０１

０年平等法時代の４つの時代区分に分けら

れる。他方、規制内容は、（ア）福祉・保護

的観点からの障害者の雇用保障措置、（イ）

直接差別、（ウ）障害に「関連する」理由に

よる差別、（エ）調整義務の不履行による差

別、（オ）間接差別、（カ）ハラスメント、

（キ）報復的取扱いの７種類に大別される。 

 現行の④時代には、新たに（オ）の規制

が加わり、（イ）（カ）が（＊（イ）につい

ては正当化事由も含めて）再定義され、（ウ）
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については、「障害に関連する理由に基づく

差別」が、「障害に起因する差別」に代えら

れ、使用者の認識が要件化されると共に、

正当化立証（：一応立証された差別が正当

な目的を達成するための適正な手段である

ことの証明）の余地が具体化され、事実上

拡大された。また、（エ）については、調整

義務が生じるケースとして、補助的支援

（provision of an auxiliary）がない場合に

障害者が不利な立場に置かれるケースが明

記された。 

・（オ）は、ある（いっけん）中立的な基

準等（基準又は慣行）の実際の適用が、保

護されるべき特徴を持つ集団に対して差別

的効果をもたらし、かつその基準等の適用

主体がそれを正当化できない場合や、適用

される見込みに基づき人の行動が抑制され

るような場合に成立する。たとえば、採用

の際に筆記試験方式を採ることが、視聴覚

障害者等に差別的効果を有するような場合

が該当するが、直接差別の場合と同様に、

比較の前提として、保護の対象となる集団

とならない集団の間に実質的な同質性が求

められる。本質的には、非障害者基準中心

に形成された社会のありよう自体に警鐘を

ならす「障害の社会モデル」的発想をとる

ものである。 

 ・（イ）については、③時代の直接差別規

定を引き継ぎつつ、附則９で以下の正当化

事由が明記された。 (a)職業上の要件

（occupational requrements）に該当し、

(b)その適用が適法な目的達成のため均衡が

とれており、(c)その適用者がその要件を充

たすか、充たすと合理的に判断される場合。

また、障害者を非障害者より有利に取り扱

うことが許容される旨も明記された。 

 ・（カ）については、(a)ある者が障害に関

連する対象者にとって不快な（unwanted）

行為を行い、(b)当該行為が、(i)対象者の尊

厳を侵害するか、(ii)脅迫的な、敵意のある、

品位を傷つける、屈辱的な、または不快な

環境を生じさせる目的若しくは効果を発生

させる場合と再定義された。その具体的な

判断規準は、(a)ハラスメントを主張する者

の認識、(b)当該事案におけるその他の状況、

(c)当該行為がそのような効果を有すると合

理的に解し得るか否か、を考慮して判断さ

れる旨の規定も設けられた。 

 ・他方、平等法における履行確保につい

て整理すれば、以下の通り。 

 平等法の履行確保において、刑事制裁は

予定されておらず、行政機関によるあっせ

ん・仲裁や、より積極的な事業主等への調

査、質問、勧告などの他、司法による（主

に）民事上の救済が予定されている。もっ

とも、行政機関によるあっせん・仲裁は、

結局、当事者間の和解や協定の締結などに

よる民事上の解決を図るものなので、行政

の積極的介入をベースとして、民事的解決

を志向する法と考えて良いであろう。 

 問題解決にあたる主な行政機関には、①

助言斡旋仲裁局と②平等人権委員会があり、

①は準司法的性格が強い。労・使・中立の

三者構成の理事会が運営し、その救済手続

は、(A)（あっせん前置の考え方に基づきと

られる）労働審判所からの移送、(B)当事者

による直接の申立のいずれかにより開始さ

れるが、(A)によるものが(B)によるものの

約２０倍にのぼる。労働審判所からの移送

を受けた事件があっせん等を通じて合意に

達すれば、作成された和解協定は、労働審

判所の認証と記録を通じて事件の解決をみ



19 

 

る。②は①より行政的性格が強い。平等法

等の遵守状況に関する事業主等への調査、

質問、勧告等の権限ほか、平等法の内容を

具体化する行為準則の制定権限等を持つ。 

 民事法的解決を担保する他の手段として、

平等法上、契約法的規定（＊契約等の内容

をコントロールする規定）も置かれている。 

 すなわち、同法第１４２条第１項は、そ

れに反する取扱いを構成したり、促進する

ような契約条項には法的拘束力がないと定

め、同条第２項・第３項は、雇用関連サー

ビスや集団保険に関する協定などの契約に

類する協定について、同様の定めを置いて

いる。また、同法第１４４条第１項は、平

等法上の差別禁止規定を排除又は制限する

契約条項について、それにより利益を受け

る者にとって法的拘束力を持たない旨を規

定し、同法第１４３条第１項は、群裁判所

（county court）等が、利害関係者の申立

により、そうした契約等の削除や修正を命

じ得る旨規定している。 

 ・さらに、同法には、その履行確保を側

面支援する規定も置かれている。 

 たとえば、法第１１１条第１項は、２０

０３年改正 DDA第１６C条とほぼ同様に、

平等法に反する行為を行うようある者に指

示したり、違反行為者を支援するよう指示

すること（違反行為を導いたり、説得する

行為も含む）を禁止している。また、法第

７７条は、ある者の賃金格差が保護される

特性に関連して生じているか（＊≒主に直

接差別を構成するか）を判断するために行

われる「賃金に関する開示（relevent pay 

disclosure）」を禁じる契約条項を、その部

分について無効とし、かつ、かかる開示に

基づく不利益取扱いを禁じている（但し、

労働者が害意をもって誤った証拠や情報を

提供したり、不当な差別の申立を行うなど、

不誠実な行為をなした場合、報復的取扱い

は成立しない）。 

 

＜障害者福祉・雇用促進法上の施策＞ 

・施策運用の中心的役割を担っているの

は、日本ではハロー・ワーク・社会保険事

務所等の役割を兼ね備えた、雇用年金省傘

下の Jobcentre Plus である。この機関は、

障害者の就労支援のための専門家（基本的

に全て国家公務員）を配置し、レンプロイ

社やソーシャル・ファーム等の保護雇用機

関のほか、職業リハビリテーション等を行

う地方公共団体などの公的機関、民間団体、

専門家等とのネットワークを持ちつつ、障

害の性質や程度に応じ、就労・復職・雇用

継続等にわたる積極的かつ多面的で綿密な

支援策を講じている。日本で言えば、独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

傘下の都道府県障害者職業支援センターや、

主に自治体やＮＰＯなどが運営する障害者

就業・生活支援センターとしての機能も兼

ね備えている。 

 ・イギリスでは、１９４４年障害者（雇

用）法に基づき１９４５年に雇用年金省が

設立した Remploy社と、いわゆる社会的企

業（social enterprise）の一形態であり、直

接的な根拠法を持たないソーシャル・ファ

ーム（＊但し、２０１２年に成立した公共

部門（公益）法（Public Sector（Social value） 

Act：国の行政及び地方自治体が、公益の実

現（：経済的、社会的、環境的な厚生水準

の向上）を図るために締結する公共契約に

関する法律）によって、実質的に（少なく

とも財政支援の）裏付けを得ることとなっ
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た）に代表される保護雇用制度が、産業と

福祉のインターミディエイターないしバッ

ファーとして、少なからぬ役割を果たして

いる。 

・うち前者は、主に重度障害者を対象と

し、その予算のほぼ全額が政府からの出資

や補助で賄われているが、後者は、２５％

以上の一般労働市場への参加が困難な対象

者の雇用により、税制上の優遇を受けたり、

公的機関からの事業の発注による支援等を

受けるものの、基本的には自律的に事業が

営まれる。ケータリング、リサイクリング、

園芸等の比較的創造的な業務が上位を占め、

障害者の一般就労への橋渡しも積極的にな

され、１９９７年の５社が２０１０年には

約１８０社にまで増加している。 

・Remploy社でも、一般企業が雇用する

障害者への援助付き雇用の実施等、障害者

の一般企業への橋渡しは積極的に展開され、

２００９年には、３障害の合計で約６５０

０の仕事を見出したという。 

・現在、日本の産業と福祉は、①人と情

報の交流機会の乏しさ、②症例が福祉制度

や同施設の支援を受けることとなった場合

の一般就労機会の乏しさ、③症例が福祉的

給付を受給することとなった場合の固着性

等の意味で、相当程度乖離している状況と

解されるため、参照価値は高い。 

 ・職業訓練制度にも、workfareへの傾倒

が顕れている。イギリスでの職業訓練は、

「国及び産業全体にわたり、継続的で共同

的かつ調和のとれた『成長』を目指す」政

府の基本方針に従って、ビジネス・イノベ

ーション・技能省（ Department for 

Business, Innovation and Skills（BIS））

により、技能訓練基金庁や民間企業などへ

の委託を通じて実施されている。当該訓練

では、一般的に個別ニーズに応じたプログ

ラムにより就業・復職・職務定着が図られ

ているが、障害者に対しては、年齢、失業

期間等で参加条件が緩和されているほか、

障害者特性を知る専門スタッフによる訓練

が実施されている。 

 ・また、職業紹介でも、Jobcentre Plus

が、豊富な雇用、就労支援関係情報を背景

に、雇用への仲立ちや働きかけなどのあっ

せんから、障害者が働き易い職場環境整備

にまで介入している点に特徴がある。その

際、地方自治体や民間非営利団体等が実施

す る 援 助 付 き 雇 用 （ Supported 

Employment）との連携を図っている点も

特筆される。 

 

 

ウ 効果 

＜労働安全衛生法上の施策＞ 

 ・結論的に、現段階では可視的な成果が

ナショナル・レベルで充分に認められる状

況にはない。たしかに、２００４年のMSA

導入以後、ストレス関連の症例の推定発生

件数が７％減少したとするデータは出てい

るが、説得的な値とは言えない。本文で示

した２００９年の心理社会学的労働環境に

関する調査報告（Psychosocial Working 

Conditions in Britain in 2009 HSE 2009）

の結論も、以下の通り、はかばかしいもの

ではなかった。HSEの委託によるデルファ

イ調査（専門家への聞き取り調査）でも、

「理論的には機能しているが、実務的には

そうとも言い切れない」との結果が導かれ

ている。 
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 「２００４年から２００９年にかけて行

われた調査の結果からは、たしかに条件の

変化及び上司のサポートの指標では大幅

な向上傾向がみられるものの、この期間を

通じて心理社会的労働条件が一般的に有

意に変化したとまではいえない。２００７

年の報告では、全人口平均レベルでの改善

傾向が顕れているといえるかもしれない

が、２００８年と２００９年の調査結果で

は、そうした傾向は継続していない。仕事

がかなりまたは過度にストレスになって

いると答える被用者の数の減少傾向はも

はやみられず、職場で積極的なストレス対

策がなされていると認識したり、ラインの

管理職とのストレス問題についての話し

合いがあると報告する被用者の数にほと

んど変化がみられない」。 

・とはいえ、その効果を否定する材料に

も乏しい。例えば、労災・作業関連疾患統

計上、自己申告上のストレス、抑うつ状態、

不安を原因とする推計逸失労働日数は、全

産業で２３％減少しているが、これにMSA

が貢献した可能性は否定できないし、個別

の組織での MS の活用が多額のパフォーマ

ンスをもたらしたことを示すデータも複数

出されている。また、心理社会学的労働環

境に関する調査報告からは、一般的に、未

だ雇用者側でできる努力が多々あることも

うかがわれる。 

＜障害者差別禁止法上の施策＞ 

・障害者差別禁止法は、①障害者の雇用

差別状態の是正、②就業上の福利、③雇用

率の向上、等を目的としているが、報告者

が確認できた統計は、③に関するものに限

られ、かつデータ上、殆ど変化はみられな

い。しかし、アメリカの ADAについては、

雇用率の改善には必ずしも貢献しなかった

ものの、特に賃金、職責、昇格、合理的配

慮等の面での差別状態の解消には一定程度

貢献したことをうかがわせるデータが存す

るので、ADAに倣ったイギリス障害者差別

禁止法でも、ほぼ同様の効果を生じている

ものと察せられる。 

 

＜障害者福祉・雇用促進法上の施策＞ 

 ・調査が至らなかった。 

 

 

エ 図られている対応 

＜労働安全衛生法上の施策＞ 

・ノッティンガム大学の研究グループな

どの MS 推進派は、従来の MSへの有力な

批判（①基準の不明確性、②評価ツールの

心理測定的特性の未開発、③リスク評価ツ

ールと基準の関係の不明確さ、④基準値に

かかる科学的根拠の脆弱性、⑤介入の現実

を想定した指針整備やその前提となる調査

の不充分さなど）を要改善点として積極的

に 受 け 止 め つ つ 、 従 来 の

Job-Demand-Control-Support モデル（職

務上の要求・裁量・支援をストレス評価の

主な尺度とするモデル）をベースとしたリ

スク管理モデルから、より積極的かつ包括

的な職場環境改善へと視点をシフトさせて

いっていることがうかがわれる。 

・すなわち、従前のモデルでは、組織に

ある問題点を一つ一つ調査して欠点として

捉え、あるべき条件へ向けて個別的に改善

を図っていくアプローチを予定していたが、

今後は、当該組織の歴史や脈絡を重視しつ

つ、個々の組織にある良い点、優れた点に

目を向けて伸ばしていく中で、問題点の解
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消も図っていくアプローチにシフトさせよ

うということと解される。 

・ただし、①そうした発想や方策で、知

略を駆使して確信犯的に職場環境を悪化さ

せている人物やグループに対応できるか、

特に経営者自身の個性や考え方の偏りに根

ざす問題や、当該組織の歴史や脈絡に根ざ

すいわゆる組織文化的な問題に対応できる

か、また、②そうした経営コンサルティン

グ的側面を持つ作用に公的支援を行ったり

公権力を介入させることに正当性は認めら

れるか、等が改めて問われよう。 

 ・もっとも、イギリスの労働安全衛生行

政が、従前の作業関連ストレス対策に関す

る調査研究や実際の取り組みを経たうえで、

「良い経営こそが、作業関連ストレス要因

を管理する鍵である（‘Good management 

is the key to managing the causes of 

work-related stress’）」と宣言しているこ

とは軽視できない。また、イギリスの産業

精神保健法政策は、彼国固有の文脈のうえ

に成り立っていることにも留意する必要が

ある。 

・いずれにせよ、イギリスの産業精神保

健法政策が頓挫したと結論づけるのはまだ

早い。個別の組織レベルでの成果は多数報

告されているのに、ナショナル・レベルで

の成果が充分に認められていないというこ

とは、”one size cannot fit all”の原則が妥

当する可能性がある。つまり、国がモデル

を示す意義は大きいが、個人にしろ組織に

しろ、その脈絡を充分に踏まえない対策は

奏功し難いことを示唆している可能性は否

定できない。 

特に、メンタルヘルス問題の心理的特性

を踏まえた介入方法の改良により成果の改

善が図られる可能性は高い。 

 

＜障害者差別禁止法上の施策＞ 

 ・不明 

 

＜障害者福祉・雇用促進法上の施策＞ 

 ・前述した通り、政府の財政難を背景に

した福祉制度改革の影響を受け、「福祉から

就労へ（welfare to workfare）」の方向性を

強めている。すなわち、一方では、所得保

障制度の統合再編と給付対象者の絞り込み

を図りつつ、他方では、ワーク・チョイス

を中核とする職業リハビリテーション、職

業訓練、職業紹介等の就労志向での制度の

再設計と充実化を図っている。 

 

 

（２）デンマーク 

ア 背景 

 ・以下のような事情を背景に、政府が、

1990年代後半からさまざまな行動計画（特

に「クリーンな労働環境への行動計画

（Action Program for the clean working 

environment 2005）」）や戦略を積極的に設

定してきていた流れがあった。 

 ①労働政策および社会保障政策において

先進的な取り組みを行ってきているにもか

かわらず、労働災害や職業性疾病が減少し

ていないとの（政府の）認識があったこと、 

 ②１９８０年時点で、国民１０万人当た

りの自殺者数が３５人と、国際的にも有数

の自殺率の高さが社会問題となっていたこ

と、 

③国際競争条件下で、人的資源にさほど

恵まれていないことからその積極活用を図

らねばならないとの（政府の）認識があっ
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たこと、 

④特に COPSOQ（コペンハーゲン心理社

会 調 査 ： Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire （COPSOQ））の開発の背

景となった事情として、労働における心理

社会的なストレス要因が、筋骨格障害

（musculoskeletal disorder）、心臓血管系

疾患（cardiovascular disease）、精神病、

ストレス、燃え尽き症候群（burnout）、生

活の質（quality of life）の低下、病気休暇

（sick leave）、労働移動（labor turnover）、

モチベーションと生産性の低下といったさ

まざまな問題を引き起こす要因となってお

り、労働者のみならず、企業および社会全

体にとっても重大な問題となっているとの

（政府や研究者などの）認識があったこと。 

・２０１０年４月に国立労働環境研究セ

ンター（内の研究グループ）より公表され

た「メンタルヘルス、疾病休業および職場

復帰に関する調査報告および勧告（Mental 

health, sick-ness absence and return to 

work）」によれば、彼国では、メンタルヘ

ルス不調による欠勤日数の増加、障害年金

受給者数の増加などが生じており（＊同不

調者の割合も、他のヨーロッパ諸国に比べ

て１２～２７％高いと指摘されていた）、そ

れらのコストはトータルで５５億デンマー

ク・クローネ（１クローネ＝１６円として、

約８８０億円）に達している。そのうち約

９割は、病気休暇、早期退職、職務遂行能

力の低下が占めており、医療コストは約１

割に過ぎない。 

 ・なお、現地調査の結果、デンマークに

おける自殺者数の多さと下掲のメンタルヘ

ルス対策に直接的な関係はないとのことで

あった。下掲の通り、既存の労働環境法上

のリスクマネジメントの仕組みにメンタル

ヘルス対策を位置づける対策が採られたの

は、あくまで上掲のような背景を踏まえ、

かかる施策の前提となった「クリーンな労

働環境への行動計画」などにおいて、公労

使がそれに「合意」したからであり、必ず

しも科学的に根拠づけられたものではない、

ということであった。 

 ・「クリーンな労働環境への行動計画」に

基づき採られた主な（法）政策には、以下

のようなものがある。 

①１９９７年：全企業における書面での

リスクアセスメントの義務づけ、５名以上

の被用者を雇用する企業への安全衛生委員

会設置の義務づけ（＊１０名未満の被用者

を雇用する企業につき、後に廃止）、労働安

全衛生コンサルタントへの教育訓練等によ

る質的保証制度の導入、労働環境監督署の

編成、国立安全衛生機構（後の国立労働環

境研究センター）の設立等。 

②２０００～２００１年：企業に経済的

インセンティブを与えるための包括的パッ

ケージの構築（一般安全衛生税制の導入（＊

２００２年に廃止）、特に良好な労働環境を

形成した企業に対する認証及び補助金給付

制度の導入（＊補助金制度は２００２年に

廃止）、特に多忙な産業部門における労働環

境監督のための手数料徴収制度の導入等

（＊２００２年に廃止））、心理社会的労働

環境を含めた主要領域での法違反に対する

過料決定権限の労働環境監督署への付与、

サービス提供事業者や建造物所有者の責任

強化、労働安全衛生コンサルタントの業務

範囲の拡大等。 

③２００２年：ハラスメントに関する協

約モデルの作成、ハラスメント事例の監視
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及び処理の権限を当事者に付与する協約交

渉の承認、私宅での非営利的労働に対する

監督権限の制限等。 

④２００４年：優先的監督先決定のため

の全企業調査の実施、支援を要する企業に

対する労働安全衛生コンサルタントによる

強制コンサルティング制度の導入と同コン

サルタントの雇用担当大臣による認可制度

の創設、後掲するスマイリーマーク制度の

導入（＊ただし、当初は３種類）、労働環境

監督署による助言への強制力の付与、企業

によるリスクアセスメントの対象への疾病

休業の追加等。 

 ・デンマーク政府は、２００５年１２月

に、「将来の労働環境に関する報告書

（ Report in Future Working 

Environment 2010）」を発表し、同年から

２０１０年までの５年間の労働環境改善の

ための優先的取組課題として、①（伝統的

な）労働災害、②心理社会的労働環境、③

騒音、④筋骨格系障害の４つを設定した。

このうち、心理社会的労働環境の改善につ

いては、病気休暇の１０％削減が数値目標

として設定された。 

 同報告書の基礎となった労働環境評議会

による「2010年度までのデンマークにおけ

る全体的労働環境対策の優先順位に関する

新国家行動計画に関する報告書（Oplæg til 

ny national handlingsplan og 

prioriteringer for den samlede 

arbejdsmiljøindsats i Danmark frem til 

udgangen af 2010）」では、当該優先順位の

設定に際して、グローバリゼーションと国

際的競争の拡大、サービス産業の成長、急

速な技術発展、高齢化、移民人口の増加な

ど、現在のデンマーク労働市場における発

展傾向と既知の労働環境にかかる問題の継

続性、伝統的な生産に関連する職種の減少、

座業の増加、身体的負担のある職種の増加、

職場の人員構成の変化、技術発展により発

生している新しいリスク要因の可能性等の

労働環境の発展傾向を考慮すべき、とされ

ていた。 

 

イ 特徴 

 ・労働環境法（特に第１５条 a）に基づ

き、ＰＤＣＡサイクルを構築し、リスク評

価と改善を実施することを使用者に義務づ

ける、一次予防策中心の方策が採られてい

る。同条は、使用者は、事業における労働

の性質、手段、プロセス、規模に留意しつ

つ、事業場における労働安全衛生の状態に

ついて書面でリスク評価を行い、被用者が

アクセスできる場所に掲示しなければなら

ない旨を定めている。 

・その実施状況につき、労働環境監督署

による臨検と認証により担保（根拠法の履

行確保）を図る仕組みとなっている。 

・労働環境法の執行に関する最高責任者

は 、 雇 用 担 当 大 臣 （ Minister of 

Employment）であり、労働安全衛生にか

かる行政上の権限を持つ。労働環境監督署

は、中央組織と地方の監督官から構成され、

同大臣の援助の下で、実際の査察等の業務

を担当する。その主な権限及び役割は、①

労使や後述する労働環境評議会等に対する

労働安全衛生問題に関するガイダンスの提

供、②雇用担当大臣の名義による規則の策

定、③労働プロセス、作業場、技術装置、

物質・材料等にかかる法規則に基づくライ

センスの発行のための審査、法規則の遵守

の確保などである（法第７２条第１項）。中
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でも最も重要なのが④だが、（２０１１年３

月の与野党間合意を受け、）同年６月の法改

正により規定された法第７２条 a により、

リスクベースによる２段階の査察制度

（risk-based inspections in two tiers）が

導入され、労働環境におけるリスクが最も

高い企業への査察の確保が目指されている。

また、デンマークでは、労働環境法上、同

大臣の諮問機関として、公労使の代表から

構成される労働環境評議会（Working 

Environment Council）が設置され、法政

策形成に大きな影響を及ぼしている。また、

企業外部の専門家である民間の労働安全衛

生コンサルタント制度が法定されており、

労働環境上のリスク分析を行い、職場の具

体的デザインを提案する役割を担っている。

労働環境法違反の是正に際して、同コンサ

ルタントからの支援が義務づけられる場合

もある（第１２、１３条）。 

・労働環境法上の特定の義務違反につい

ては、労働環境監督署に過料決定の権限が

与えられている。また、そのような権限を

背景に、労働環境監督署が、企業に対して

拘束力のある助言を与えることが可能とさ

れている。 

・２００４年の法改正を契機に、４種類

のスマイリーマークシステムが導入され、

企業の労働環境状態が評価、区分され、Ｗ

ＥＢサイトで公開されることとなった。 

・労働環境に関する法政策の構築と運用

の双方にわたり、政府とソーシャル・パー

トナーの協働関係が構築されており、両者

の距離の近さがうかがわれる。 

例えば、労働環境法第７２条 b１項にお

いて、労働協約に労働環境法に規定する法

的義務と類似の義務が含まれる場合、労働

環境監督署による行政的監督を受けず、協

約当事者の自治に委ねられ得る旨規定され

ている。したがって、産業別の協約も重要

な意味を持つ。 

 ・セクハラを含めたいじめにつき、協約

当事者にモデルを示しつつ、彼らに規制と

監督処理の権限を委任する制度がある。 

・労働環境法に基づく一次予防に重点を

置いたリスク管理手法は、メンタルヘルス

のみならず、彼国の労働安全衛生対策全般

で採用されている。ただし、作業関連スト

レスによる疾病休業者の増加傾向を背景に、

心理社会的労働環境整備が重視されるよう

になって来た経過がある。 

・２００１年の行政命令９６号が、使用

者にメンタルヘルスを考慮した職場の設計

を義務づけている。２００４年の行政命令

５５９号は、ECの８９年「安全衛生の改善

に 関 す る 基 本 指 令 （ 枠 組 み 指 令 ）

（89/391/EEC）」を受け、労働環境改善の

ための予防原則を明記している。 

・労働環境法第１５条 a およびその関連

行政命令を踏まえて、２００２年に、職場

におけるリスク評価を行うため、労働環境

監督署により、直接的には法的拘束力を持

たない「職場リスク評価の準備および評価

に関するガイドライン」が作成・公表され

ている 。 

・リスク評価の結果は、従業員のアクセ

ス可能な場所に掲示して公表することが義

務づけられている。 

・リスク評価は、３年ごとに実施され、

改訂されることが義務づけられている。 

・企業自身での自主的な取り組みを主眼

として、行政機関によるガイダンスツール

や調査票の提供、また外部のコンサルタン
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トの利用を容易にするような施策が展開さ

れている。 

 ・リスク評価は、 

①（事業場外での就労を含めた）労働条

件の把握および対応関係の作成、②問題の

同定と評価（＊問題の本質や重大性、範囲

等の同定、問題の本質への対策、再発防止、

可能な限り安全でストレスが少なく、多く

の被用者を保護する措置の特定など）、③疾

病休業（者）への関与（＊組織の労働環境

上の問題と疾病休業の関係の評価と、特定

された問題への実効的対策等）、④優先順位

の設定と行動計画の策定（＊安全衛生上の

喫緊の脅威に対し、それを除去するか受け

入れ可能なレベルに低減するためのアクシ

ョンプランの策定と実行）、⑤フォローアッ

プ（＊アクションプランのフォローアップ

と改訂） 

を循環させる形で行われる。 

主なリスク要因は、労働量、速度、感情

負担、夜勤・交替制勤務、暴力・脅威、い

じめ・ハラスメントと解されており、各要

因ごとに対応するガイダンスツールが作成

されている。 

②では、労働環境に関する問題と労働者

の病気休暇等との関連性も評価対象とされ

ている。 

・以上のプロセスには、管理者、被用者、

（労働環境法上設置が義務づけられた）安

全衛生委員会か被用者の代表の関与が求め

られている。ただし、③に限り、疾病罹患

の原因が複雑多様であり、またバイアスが

かかることを防ぐため、疾病罹患者本人は

関与すべきでないとされている。 

・労働環境監督署は、以上のプロセスが

適切に実施されているか否かを評価する。

査察は、おおむね３年に１度のペースで実

施され、臨検が原則ながら、実際には、資

料の準備や繁忙期を考慮し、大まかな訪問

時期は２～６か月前に使用者側に通知され

ている。査察に際しては、主に、①使用者

から提供されるデータ、②労働状況の観察、

③質問状への回答内容、が検査の対象とな

る。①については、当該データの内容と労

働環境の実情の齟齬の有無が確認され、②

については、人・物の配置、被用者の労働

の状態（＊同じ部門の労働者間で繁閑の差

が拡大していないか等）などが確認され、

③については、主に後掲する COSPAQ簡易

版が質問状として用いられる。査察の目的

は、心理社会的なものを含めたリスク要因

の排除や低減にあり、重なる部分はあるも

のの、必要以上にビジネスに介入しないよ

う配慮されているが、特に前述した与野党

間合意の後、査察官の業務が増加している

という。 

・心理社会面での職場のリスク評価のた

め、心理社会学的知見を積極的に活用し、

独自の調査票（コペンハーゲン心理社会調

査 ： Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire （COPSOQ））の開発が行

われて来た。主導的役割を担ったのは、国

立労働環境研究センター（調査票開発当時

の名称は、国立労働衛生機構）であり、労

働衛生サービスや労働環境監督署、労働衛

生（予防医学）を専門とする診療所などか

ら労働環境の専門家を招聘して開発された

経緯がある。 

・COSPAQの目的は、①職域における心

理社会的リスク要因の評価のための有効か

つ妥当な手法の確立、②国内外にわたる比

較を可能とすること、③介入の評価の改善、
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④サーベイランス（継続的な監視）とベン

チマーキング（最良な例と自らの取り組み

との差を比較検討し、継続的に改善してい

くこと）の促進、⑤難解な概念や理論を利

用者にとって分かり易くすることであり、

開発に際しての基本原則は、①理論をベー

スとしつつも、特定の理論に囚われないこ

と、②様々な次元の分析レベル（組織、部

門、職種、人と労働の界面、個人など）を

内包すること、③分析レベルに職責、組織

労働、就業上の内部的人間関係、協働、リ

ーダーシップに関連する要素を含めること、

④分析対象に、潜在的な作業関連ストレス

要因のほか、（社会的）支援、フィードバッ

ク、コミットメント、良好な健康状態など

の資源を含めること、⑤包括性を担保する

こと、⑥産業のほか、保健福祉部門、コミ

ュニケーション部門などの業種にも適用可

能な一般性を担保すること、⑦特に中間版

（原則として労働環境の専門家向け）と簡

易版（職場での簡易調査向け）の構成をユ

ーザーにとって使い易いものとすること、

とされていた。 

・COSPAQは、調査・分析結果のフィー

ドバックや、心理測定的な面での分析機能

を強化するため、COSPAQⅡへ発展を遂げ

ている（２００４～２００５年には、

COSPAQⅡを活用し、８０００人を対象と

した心理社会的労働環境の全国調査が実施

され、３５１７人から得られた回答を基に、

様々な研究が展開されている）。なお、

COSPAQⅡを活用した被用者の心理社会的

労働環境と病気休暇取得の関連性に関する

Regulies らの２０１０年の調査研究から、

デンマークでは、感情的要求（ high 

emotional demands）と職務上の役割葛藤

（high role conflicts） が病気休暇取得の重

要なリスク要因となっている可能性が指摘

されている。これは、COSPAQ IIによる心

理社会的労働環境の調査が、個別被用者の

健康状態把握のためにも利用できる可能性

を示唆するものである。 

COSPAQ や開発されたガイダンスツー

ルは、デンマークのみならず世界中で活用

されるに至っている。 

 ・心理社会的労働環境に労働環境局を介

入させる政策の背景として、１９９５年に

ソーシャル・パートナー、雇用担当大臣、

労働環境監督署の代表により構成された委

員会が、詳細な調査のうえで雇用担当大臣

に対して行った勧告が重要な意味を持って

いる。これによれば、心理社会的労働環境

のリスク要因は、企業の経営上の決定に関

連する要因（賃金、昇進、雇用の不安定性、

職場におけるいじめ、ハラスメントなど）

と被用者の労働状況に直接間接に関連する

要因（反復労働、暴力のリスク、単独労働、

シフト労働、バーンアウト）に分類され、

前者は被用者や安全衛生の専門家と協力し

つつ企業が自身で解決すべき要因だが、後

者は労働環境監督署が介入すべき要因であ

るとされていた。 

 ・２次・３次予防のうち３次予防につい

ては、疾病手当法（Sickness Benefit Act：

Lov om sygedagpenge）に基づく復職に関

するフォローアップ規定があるが、実際の

運用は、労使間の協議を通じて段階的かつ

柔軟になされるよう、また、職場における

疾病予防（１次・２次予防）にも繋がるよ

う設計されている。 

 ・疾病手当法は、①疾病休業者への所得

保障と共に、②疾病休業者の早期復職支援、
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③疾病予防のための地方自治体（コムーネ）

と企業等の協働の支援などを目的としてい

る（第１条）。その特徴は、(1)使用者→自治

体への給付の主体が移動し、かつ連続した

所得保障、(2)労使間協議、特に疾病休業者

本人との話し合いを基礎とした職場復帰支

援、(3)自治体の積極的関与、(4)計画的、個

別的、継続的で、関係者が連携してなされ

るフォローアップの４点に集約される。 

 ・疾病手当法に基づく給付（①）は、「被

用者が疾病により労務を提供できない場合」

に支給されるものと規定されている。その

判断は、被用者の罹患している疾病の性質

や程度と、それが就業に与える影響の両面

を勘案して行われる。最初の３０日間は使

用者、その経過後は地方自治体に休業手当

の支給が義務づけられている（第６条第１

項）。わが国の打切補償に該当する仕組みは

設けられておらず、その補償は、職場復帰

の可能性がある限り、継続される（復職の

可能性がなくなって、補償が打ち切られる

場合には、失業保険をはじめとする社会保

障制度が適用される）。たとえ休業する場合

でも、具体的な疾患名等は、医療情報法上、

一定要件を充たす場合でなければ、問うこ

と自体ができないと解されている。支給に

際して当該疾病発症の業務上外は問われな

いが、実際に休業者が発生すれば、使用者

に上述のような負担が生じること、そもそ

も１次予防のための措置（＊これは２次予

防以下にも該当し得る）が法的に強制され

ていること、労使共に、労働環境上の問題

（特に暴力、脅迫、ストレスなどの問題）

について、上司－部下間、同僚間などでオ

ープンな協議を積極的に行い、風通しの良

い職場環境を形成すべきとする点で概ね意

見の一致をみていること、近年では、特に

管理職のメンタルヘルス・マネジメント能

力が重視され、その養成のための研修等の

受講が昇進の条件とされるようになって来

ていること等から、結果的に１次～３次の

全段階にわたる予防措置が要請される状況

となっている。 

 ・疾病手当法に基づく早期復職支援（②）

は、以下のように規定（設計）されている。

すなわち、被用者の休業開始後４週間以内

に原則として対面での面談の実施がなされ

（第７条 a第１項、第２項）、休業初日から

８週間以内の復職が見込まれない場合、被

用者から使用者に対し、随時、雇用維持計

画（retention plan）を要求でき（使用者側

もその作成を拒否することができる）（第７

条 b第１項、第２項）、次に述べる自治体に

よるフォローアップが実施される場合には、

それを提出することを求められる（同条第

３項）。地方自治体の関与後も、使用者によ

る早期復職支援自体は当然に継続すること

が予定されており、同法は、疾病休業期間

が３か月を超える場合には、当該被用者の

職場復帰に向けた調整（アセスメント）と

フォローアップを義務づけている。 

 ・疾病予防のための地方自治体（コムー

ネ）と企業等の協働の支援（③）は、まさ

に地方自治体が主体となって、疾病休業者

の利害関係者（使用者、医師、失業局、労

働組合、リハビリ施設、病院・診療所）と

連携し、そのフォローアップを図ることが

国法上義務づけられる、デンマーク独特の

法制度である。疾病手当法は、８週間を超

える疾病休業者に対し、地方自治体が、症

例の利害関係者と協力して、当該症例に応

じた個別的かつ柔軟性を持つ行動計画を策
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定し、同人に継続的に関与することを義務

づけている（第８条第１項、第２項）。実際

の運用に際しては、特に使用者とかかりつ

け医の協力関係の構築が重視される（第９

条）。自治体は、医療機関等に対し、適正な

手続を経て、当該症例に関する医療個人情

報の照会を行うことができる（第１０条第

１項）。また、自治体は、症例に適用可能な

疾病手当制度について説明する義務を負う

が、それに伴い、疾病休業者側でも自身の

症状等について質問への回答を求められる

（第１１条第１項、第２項）。自治体による

フォローアップでは、疾病休業者を、カテ

ゴリー１（早期復職が可能な症例）、カテゴ

リー２（長期疾病のリスクまたは就労に伴

うリスクを伴う症例）、カテゴリー３（疾病

が長期化している症例の３種類に分類し、

異なった対応を行う（第１２条）。中でも重

視されているのはカテゴリー２で、最初の

フォローアップは他と同様に休業開始から

８週間経過後に行われるが、その後は、他

では３か月ごととなるのに対し、４週間ご

とに行われる（第１３条第２項、第３項）。

フォローアップを通じて、労務への復帰が

不可能と判断される場合もあるが、自治体

によりあらゆる手段が尽くされた後でなけ

れば正当化されない（第１５条第５項）。自

治体は、症例の復職に際して、使用者と定

期的なコンタクトをとりつつ同人に積極的

な働きかけを行い、協働して支援に当たら

ねばならない（第１７条第１項）。復職の成

功のためには段階的な復職を行うべきだが、

その決定に際しては、自治体、使用者、症

例本人間の合意が求められる（第１７条第

２項、第３項）。 

 フォローアップも、所得保障と同様に、

復職の可能性がある限り、無制限に継続さ

れる。 

 ・わが国同様、デンマークでも、作業関

連ストレスによる精神障害への労災認定は

なされているが、他の対象に比べて認定率

が低いうえ（Klide:ASK(2012)Arsrapport 

2011 によれば、申請件数のうち１０％未

満）、以上に述べて来た事情、すなわち疾病

手当法による私傷病罹患者への手当が比較

的手厚いこと、一次予防への取り組みが法

的に義務づけられていること、労使間で職

場環境改善に向けた自発的な取り組みがな

される例が多いこと等から、あまりその必

要性が認識されていない状況にあるという。 

 ・被用者の医療情報の取扱いについては、

１９９６年に、「労働市場における医療情報

等の利用に関する法律（Act on the Use of 

Health Information in the Labour 

Market: Lov om brug af 

helbredsoplysninger m.v. på 

arbejdsmarkedet）」と題する法律が制定さ

れている。同法は、医療情報の不適正な取

扱いにより、被用者の雇用上の能力発揮の

機会が制限されないようにすることを主な

目的とし（第１条第１項）、使用者が被用者

の医療情報の提供を求め得るのは、被用者

が所定業務を遂行する能力に重大な影響を

及ぼすような疾病に罹患しているか、また

は現にそうした症状を呈しているかを確認

する目的を持つ場合に限られる旨定めてい

る（第２条第１項）。 

 また、2009年に雇用担当大臣名で公表さ

れた「使用者による被用者の疾病に関連す

る情報の依頼に関するガイダンス

（ Vejledning om arbejdsgivers 

indhentelse af oplysninger i forbindelse 
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med lønmodtagerens sygdom）」にも、使

用者が被用者に疾病に関して質問できるの

は、当該疾病が被用者の労務の提供に重大

な影響を与える場合に限られ、たとえ被用

者からの自発的申告があった場合にも、そ

の病状について尋ね得るのは、その疾病が

労務提供に重要な影響を与えることが明ら

かな場合など、例外的なケースに限られる

旨、定められている。したがって、メンタ

ルヘルス不調者についても、被用者の治療

状況などに直接アクセスすることは許され

ず、確認し得るのは、その疾患が労務に与

える影響（＊疾病にかかる就業上の措置に

かかる事柄等）等の事項に限られる。 

 ただし、上述した通り、疾病手当法上、

疾病休業者対象の行動計画の運用に際して、

自治体は、医療機関等に対し、適正な手続

を経て、当該症例に関する医療個人情報の

照会を行うことができる（第１０条第１項）

ほか、症例に適用可能な疾病手当制度につ

いて説明する際、疾病休業者側も自身の症

状等について質問への回答を求められる

（第１１条第１項、第２項）。 

 また、２００９年のガイダンスでは、使

用者が労働協約等でその権利を放棄しない

限り、同人は、経営権（managimental right）

に基づき、上述の制約のもとで、就業上の

配慮等のための面談を被用者に求めること

ができる。 

 ・上掲の「クリーンな労働環境への行動

計画」に基づく労働環境改善のための経済

的インセンティブ施策の一環として、一般

安全衛生税や労災補償の拠出金に応じた税

の制度を有していた時期があったが、その

後廃止された。また、特に良好な労働環境

にあるとの認証を受けた企業に対して、安

全衛生費用の補助を行う制度があったが、

これも廃止された経緯がある。 

 

ウ 効果 

 ・労働環境一般については良好さを維持

している企業が多く、その意味で、デンマ

ーク方式は有効に機能していることがうか

がわれる。 

・他方、これはあくまで労働環境全体に

ついての評価であって、メンタルヘルス不

調に起因する疾病休業を取得する被用者数

について目立った減少が見られるわけでは

ない。具体的には、上司や同僚からの援助

は、以前より期待可能な状況になっている

が、感情的な要求の増大、意義ある労働と

感じる労働者数の減少などがみられる。ま

た 2010 年のデンマーク労働健康調査にお

いても未だに多くの被用者が心理社会的労

働環境上の問題を抱えていることが明らか

となっている。 

 ・Pejtersen らが２００９年に公表した、

上掲の COSPAQⅡを活用した全国調査結

果と１９９７年に実施された心理社会的労

働環境調査結果の比較からは、デンマーク

の被用者の心理社会的労働環境は、全体と

して悪化していることが明らかとなってい

る。特に、仕事上の葛藤などを背景とする、

中傷・陰口などの攻撃的なふるまいが増加

している。 

 

エ 図られている対応 

 ・最近のデンマーク政府および専門家の

取り組みは、上掲したリスクベースによる

２段階の査察制度により、より労働環境上

のリスクが高い企業に対する労働環境監督

署の査察（権限）を強化すると共に、疾病
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休業を取得した被用者の職場復帰も重視す

るようになって来ている。 

 ・とりわけメンタルヘルス不調者の職場

復帰の促進に焦点が置かれるようになり、

前述した通り、２０１０年４月には、国立

労働環境研究センター（内の研究グループ）

より「メンタルヘルス、疾病休業および職

場復帰に関する調査報告および勧告

（Mental health, sick-ness absence and 

return to work）」が公表されている。 

 ここでは、雇用者と医療者の双方による

復職介入により、メンタルヘルス不調者の

疾病休業を減らすことができるが、被用者

の機能レベルを考慮し、適当な場合には、

職務内容の変更が求められること、治療に

際しても、医療と心理の双方による協働的

治療やエビデンスに基づくガイドラインの

適用が求められること等が示唆されている。 

 その他、以下の９つの勧告も記載されて

いる。①メンタルヘルス問題の早期発見及

び治療機会の保障、②個人の機能レベルと

労働能力への影響に関する資料の提供、③

機能レベルが低下している被用者の職務内

容の変更、④利害関係者全てによる職場復

帰へ向けた協働、⑤被用者の休復職にかか

るカウンセリングによる職場内の協働の推

進、⑥社会的包摂の発想に基づく職場復帰

の促進、⑦休復職に関する企業方針の策定

と実践、⑧風通しの良い職場風土の形成、

⑨職場における健康の保持増進対策の実施

とストレス要因の低減。 

 

 

（３）オランダ 

ア 背景 

・一言で言って、他の先進諸国と同様に、

welfareからworkfareへと政策の重点が移

行して来た経緯がある。 

・１９２９年の傷病手当法（Ziektewet）

制定以来、疾病休職者に対して、労使の一

律的な保険料負担に基づく保険給付等によ

る長期にわたる手厚い保護が図られてきて

いたが、①疾病予防、②早期復職の両観点

でのインセンティブを欠く等の問題認識か

ら、以下の通り、１９９０年代から２００

０年代にかけて、使用者による負担の強化

を主軸に、workfareを重視する現行制度に

転換された。使用者による負担は、民事上

の義務とされているので、公法的規制から

私法的規制への軸足の変化と説明すること

もできる。ただし、民事上の規制でカバー

できない部分のセーフティーネットや、一

次予防対策については、なお公法的規制の

所掌領域となっている。 

 ・１９９４年：「疾病による休職の抑制に

関する法律（Wet TZ）」制定 

 使用者に対し、「民事上」、疾病休職開始

後２～６週間にわたる賃金継続支給を義務

化 

 ・１９９６年：同法改正 

 賃金継続支給期間を一律５２週間（１年

間）・所定賃金額の７０％に延長 

 ・２００４年：同法改正 

 賃金継続支給期間を一律１０４週（２年

間）・所定賃金額の７０％に延長 

 ・２００６年：「就労能力による所得保障

法 （ Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen：WIA）」に基づく障害保

険制度が導入された 

 ・以上の経過を経て、現行法上、上記１

０４週（２年間）の賃金継続支給期間を途

過すると、一定要件を充たす者については、
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一定期間、障害保険制度が適用される仕組

みになっている。 

 

イ 特徴 

（ア）１次予防関係 

・オランダにも、他の EU諸国と同様に、

労働環境法（Arbowet）に基づく一次予防

面での規制がある。具体的には、①使用者

へのいじめ等の精神面を含めた一般的な安

全衛生対策（労働環境法第１条）とその実

現のためのリスク管理の義務づけ（同施行

規則（Arbobesluit）第２章第４款２．１５

条以下）、②安全衛生に関する労使協議と労

使協働による取組の促進、③労働安全衛生

専門家協会（Arbodienst）にアドバイスを

求めること、等が規定されている。うち②

③については、事業所委員会が一定程度代

替できる仕組みとなっている。外部労働者、

不法就労者等も適用範囲に含まれ、企業規

模等による例外も認められていないが、お

おむね２５名未満の事業所については、リ

スク・アセスメントにかかる責任や安全管

理責任者の設置義務を軽減する規定（第１

２条、第１３条）がある。 

 ・安全衛生及び労働時間規制の履行確保

については、労働監督官（arbeidsinspectie）

が管掌する。 

 

（イ）２次予防関係 

 ・不明 

 

（ウ）３次予防関係 

＜公法的規制＞ 

 ・オランダには、日本のような包括的な

労災保険制度はなく、民法典（Burgerlijk 

Wetboek Boek）による所得保障等の期間

（２年間）を途過した疾病罹患者には、発

症・増悪事由（以下「発症事由等」という）

の業務上外を問わずに「就労能力による所

得保障法」に基づく障害保険制度（WIA）

が適用される。他方、療養等に要する費用

には、一般的な国民健康保険が適用される。 

 ・WIAは、２００６年に疾病労働者の職

場復帰を主目的として導入され、使用者の

保険料負担により、疾病の発症事由等を問

わず、労働者の就労能力に応じて所得保障

を図る制度である。 

 障害により稼得能力（verdienvermogen）

が３５％以上低下した者に対して、以下の

区分に応じて適用される。 

 ①重度障害者（稼得能力が８０％以上低

下し、回復の見込が立たない者）：従前の賃

金の７５％相当額が年金支給開始年齢まで

支給される。 

 ②軽度障害者（稼得能力が３５～７９％

低下したか、８０％以上低下しても回復の

見込がある者）：就労履歴に応じ、３～３８

か月間の給付（＊最初の２か月間：従前賃

金の７５％相当、それ以後：７０％相当。

就労履歴との関係では、疾病発症前の３６

週間のうち２６週以上賃金を得ていれば３

か月。加えて就労１年につき１か月の割合

で受給期間が決まる）が行われる。 

 

＜私法的規制＞ 

 ・オランダの民法典第７巻第１０章（労

働契約）は、疾病に罹患した労働者に対し、

①疾病休職期間中の最長２年間の解雇制限

と所定賃金の７０％の賃金保障、②労使双

方を対象とする職場復帰へのインセンティ

ブについて規定している。 

 ・オランダの法制は、そもそも期間の定
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めのない労働契約の解消に際して、①労働

保険実施機関（UWV）（：行政機関であり、

日本のハローワーク等に相当）の許可、②

裁判所での解消の認容、のいずれかを要件

としている。実体面では、日本の労働契約

法第１６条と同様、解雇一般について合理

性を求めると共に、一定の解雇禁止事由を

列挙している。例えば民法典は、産前産後

や兵役期間中にある者、従業員代表を務め

る者等の解雇を禁止しているほか、第６７

０条第１項が、発症事由等の業務上外を問

わず、原則として疾病休職中の労働者の解

雇を禁止しているが、(a)不就労期間が２年

継続した場合、(b)所轄の労働保険実施機関

（UWV）が使用者からの解雇許可の申請を

受理した後に労働者が就労不能状態となっ

た場合、を例外としているほか、明文規定

はないが、疾病の程度が重く、職場復帰の

見込が全く立たない場合にも、解雇が許容

される。 

 また、同法第６７０(b)条でも、試用期間

中、即時解雇（ただし司法での手続が要件）

（以上第１項）、事業所閉鎖（＊「見込」で

は許されない）（第２項）、労働者が復職に

向けた協力義務に違反した場合（第３項）

につき、休職期間が２年を経過しない場合

でも解雇が許容され得る旨定められている。

このうち第３項にいう労働者の協力の内容

とは、(a)使用者・使用者が指名する専門家

による合理的な指示事項を遵守し、当該労

働者の本来の労働または代替的な労働（第

６５８(a)条第４項）を可能にするための措

置への協力、(b)使用者が提供する代替的な

労働に従事すること、(c)WIA第７１(a)条第

２項が定める復職プランの作成、評価、調

整作業への協力、の３つを指す。 

 ・他方、疾病休職者への最長２年間・所

定賃金の７０％の賃金継続支払義務は、民

法典第６２９条第１項に以下のように規定

されている。 

すなわち、「疾病および妊娠または出産に

より労務の提供ができない労働者は、・・・

１０４週にわたり、少なくとも従前の賃金

の７０％に相当する額の賃金を継続して受

ける権利を有し、そのうち最初の５２週間

については、少なくとも当該労働者に適用

される法定最低賃金額以上の賃金の支払い

を受ける権利を有する」、と。本条は、家事

使用人を断続的に使用する場合を除き、パ

ートタイム労働者などでも適用される。よ

って、低賃金者にも、少なくとも最初の１

年間は最低賃金額が保障される（＊実務上

は、最初の１年間：所定賃金の１００％、

２年目：同７０％の保障を行う企業が多い）。

また、使用者に義務違反がある場合には、

最長１年間内の延長措置が義務づけられ得

る。ただし、（実務上は殆ど実施されていな

いが、）最初の２日間は待機期間として無給

とし得るほか（同条第９項）、休職を利用し

て中間収入が発生している場合には、その

金額が控除される（同条第５項）。また、２

００９年の法改正により、賃金日額に上限

（１８７．７７ユーロ）が設けられている。

さらに、有期労働契約者については、日本

の労働基準法第１９条に関する行政解釈と

同様に、期間満了により労働契約も終了す

るため、当該期間内の継続支給をもって足

り、その後は WIA による同額の傷病手当

（ZW）が支給されることとなる。 

なお、疾病休職者が休復職を繰り返すよ

うな場合、就労による休職の中断が４週間

に充たなければクーリングされず、前後の
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休職期間が通算される（民法典第６２９条

第１０項）。 

また、同条第３項には、以下のような第

１項の適用除外事由が定められている。 

(a)労働者の故意による疾病の場合や、労

働者の採用時の虚偽情報の提供により、使

用者が労務管理上適切な対応ができなかっ

た場合 

(b)労働者が故意に治癒や回復を妨げた場

合、その期間 

(c)使用者・使用者が指名する第三者のも

とでの第６５８(a)条第４項所定のリハビリ

勤務を、労働者が正当な理由なく受け入れ

ない場合、その期間 

(d)使用者・使用者が指名する専門家が勧

める合理的な注意事項に正当な理由なく従

わない場合や、第６５８(a)条第４項所定の

リハビリ勤務を可能にするための措置を、

労働者が正当な理由なく受け入れない場合、

その期間 

(e)第６５８条第３項所定の復職プランの

作成、評価、調整について、労働者が正当

な理由なく協力しない場合、その期間 

・民法典第６２９条所定の賃金継続支払

義務は、民事上の義務であり、その履行確

保は民事裁判により実現される。ただし、

事案として医療マターにわたるため、労働

保険実施機関（UWV）が指名する専門家の

意見書を添付しなければ、請求が却下され

る旨規定されている（民法典第６２９(a)条

第１項）。例外は、労務提供に支障を来すこ

とが（非専門家にも）明白な場合、専門家

の意見書の呈示を求めることが妥当でない

場合である（第２項）。なお、意見を発する

専門家には、「中立の立場で最善の知識を用

いて審査」する義務が課され（民法典第６

２９条第３項）、当該専門家が医師である場

合、対象者本人の主治医から審査上必要な

情報を入手する権利が保障されている。主

治医側は、労働者の私生活領域が不当に侵

害されない範囲内で、依頼された情報の提

供義務を負う（同条第４項）。 

・オランダ民法典では、使用者に対して、

一般的に労働者の健康情報請求権を認めて

はいないが、「労働者が、使用者の書面によ

る合理的な指示に従わない場合」、その期間

は賃金継続支給を停止できる旨が定められ

ている（第６２９条第６項）。 

 ・オランダでも、就業から離れる期間が

長くなるほど、労働者の職場復帰が困難に

なるとの認識から、特に２００２年ゲート

キ ー パ ー 法 （ Wet Verbetering 

Poortwachter）の制定以後、労働者の職務

内 容 の 変 更 を 含 め た 職 場 復 帰

（re-integratie）が重視されている。 

 オランダ民法典にも、第６５８(a)条から

第６６０(a)条にかけて、リハビリ勤務にか

かる労使双方の義務について、詳細な規定

がある。 

 先ず、第６５８(a)条第１項は、使用者に

対し、疾病による労働不能者について、事

業への再統合（inshakeling）の促進を一般

的義務としたうえ、第６２９条に基づく賃

金継続支払期間、労働者障害保険法（WAO）

第７１(a)条第３項、WIA第２５条第３項に

定める療養期間に、本来の労働（：従前の

労務）か合理的な代替労働が不可能と判明

した場合、他の使用者の下での合理的な代

替労働への従事を促進する義務を定めてい

る。ここで「合理的な代替労働」は、「労働

者の体力と能力を考慮して期待されるあら

ゆる労働」が含まれるが、身体的、精神的
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または社会的理由で強制できない場合は除

外される（民法典第６５８(a)条第４項）。い

ずれにせよ、労働者の職場復帰の可能性の

模索が求められるため、講じるべき措置に

は、責任軽減措置はもとより、パートタイ

ム（deeltijd）労働への配置も含まれる。特

徴的なのは、他の使用者の下での代替労働

までが選択肢に含まれる点で、それが「合

理的な代替労働」と評価される限り、労働

者にも応諾義務が課され、応じなければ、

使用者の賃金継続支払義務が免責され、解

雇事由ともなり得る。 

 リハビリ勤務については、その他以下の

ような規定がある。 

 A 使用者の義務関係 

 a)民法典第６５８(a)条第２項は、使用者

に対し、リハビリ勤務に必要な基準を策定

する義務 を課している。 

b)同第６５８(a)条第３項は、使用者に対

し、労働者の協力を得て、復職プラン（WAO

第７１(a)条第２項または WIA 第２５条第

２項に規定されているもの）を策定すると

共に、策定されたプランについて、やはり

労働者の協力を得て、評価、再調整する義

務を課している。 

 c)同第６５８(a)条第５項は、リハビリ勤

務 が 専 門 的 受 入 事 業 所 ：

re-integratiebedrijf）の下で行われる場合、

原使用者に対し、労務遂行に必要な情報、

当該労働者の国民サービス番号か社会保

障・租税番号を提供する義務を課している。 

 B 労働者の義務関係 

 民法典第６６０(a)条は、①労働者に対し、

使用者または使用者が指名する専門家によ

る合理的な指示を遵守すると共に、彼らの

講じる措置に協力する義務、②第６５８(a)

条第３項所定の復職プランの作成、評価、

調整に協力する義務、③第６５８(a)条第４

項所定の合理的な代替労働に従事する義務

を課している。 

 これらの義務は、民法典第６７０(b)条（労

働者の協力義務違反による解雇）、第６２９

条第３項（賃金継続支払義務の免責事由）

と平仄を合わせている。 

 以上の規定を踏まえ、一般的なリハビリ

勤務の流れは、以下のようになると解され

ている。 

 

 ①休職開始後６週間以内（原因調査） 

 産業医（bedrijfsarts）が、疾病とそれ

に伴う休職の原因調査を行い、完全復職の

可能性と時期、リハビリ勤務による復職可

能性を検討する。その際、主治医やセラピ

ストに意見を求めるが、病名、受診情報は

使用者には提供しない。産業医が他のセラ

ピストへの受診を求める場合もあるが、労

働者に応諾義務はない。 

 ②同８週以内（復職プランの作成） 

 上記原因調査を踏まえ、産業医が当該労

働者について、労務への従事が一時的に困

難と評価した場合、使用者が復職プランを

作成する（例外：短期間での復職が見込ま

れる場合、復職の見込が全く立たない場

合）。 

 必要記載事項は、（α）労働者に従事さ

せられる作業と不可能な作業、（β）職場

復帰の具体的な目標値、（γ）目標に向け

て労使がなすべき事項、（δ）必要な調整

（他の職務への配転等の就業上の配慮、治

療内容、職業訓練・再教育等、（ε）リハ

ビリ勤務の実施主体（本来の使用者か第三

者か）、（ζ）活動の具体的な計画、（Ζ）
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労使間の面談時期（半年に１回以上）であ

る。 

 ③４２週目 

 使用者が、労働保険実施機関（UWV）

に対して疾病労働者の状況を報告する。 

 ④４４週目（UWVによる評価） 

 労働保険実施機関が使用者による従前

の措置と経過を評価し、２年目に向けて同

人が講ずべき措置について指導する。ま

た、４６～５２週目にかけて、労使間で初

年度の措置と経過をチェックし、次年度に

向けた計画を策定する。 

 ⑤９１週目（WIA の申請） 

 適切な措置を講じてなお、この段階で復

職見込が立たない場合、労働者が労働保険

実施機関（UWV）に対して障害保険（WIA）

を申請する。UWVは、使用者の講じた措

置を評価し、協力義務違反を認めれば、１

年間にわたり、同人に賃金継続支払義務が

課され、労働者側に協力義務違反を認めれ

ば、WIAの給付が減額又は不支給となる。 

 

 以上のプロセスの中で、労使は、最低６

週間ごとに復職プランの実施状況について

協議せねばならず、また、労使でケースマ

ネージャー（casemanager）を指名し、同

人にそのモニタリングをさせ、適宜助言を

受けることが法的に義務づけられている。 

 その他、上記プロセスに関して特筆すべ

き事項は、以下の通り。 

 a)使用者は、復職プランとその効果に関

する個人ファイルを作成・保管する義務を

負う。このファイルは、使用者の講じた措

置に関する UWVによる評価に供される。 

 b)使用者は、２年にわたる休職期間満了

時に、リハビリ勤務に関する最終報告書の

作成を義務づけられ、これにはリハビリ勤

務の実施に関するあらゆる情報（①後遺症

関連情報、②労働者の職務上の地位、③産

業医による原因調査の結果や修正の経緯、

④復職プランの内容と修正の経緯、⑤復職

プラン実施後１年目及び最終時点での評価、

⑥ア記載の個人ファイル、⑦労働者の医療

（主治医+産業医）受診明細、⑧産業医の最

新所見など）を含むべきものとされている。 

 c)復職プランの内容について、労使間で

調整ができない場合（＊典型的には、労働

能力の存否、リハビリ勤務の効果、配置予

定の職務内容等について意見が対立するこ

とが多い）、労使双方が、労働保険実施機関

（ UWV ） に 対 し て 専 門 的 意 見

（Deskundigenoordeel）を求めることがで

きる。この意見に法的拘束力はないが、後

の司法審査で参考にされることが多い。 

 ・第三者のもとでのリハビリ勤務（二次

的 リ ハ ビ リ 勤 務 （ Re-integratie 

tweedespoor））は、従前の使用者のもとで

は就労できないことを要件として、労働安

全衛生専門家協会（Arbodienst）または産

業医の書面による判断に基づき実施される。

第三者は、民業を営む使用者となる場合と、

リハビリ勤務に特化した専門的受入事業所

（re-integratiebedrijf）となる場合がある

が、いずれの場合にも、本来の使用者－第



37 

 

三者－労働者の三者間で三つ巴の合意が前

提となる。第三者は、疾病休職者への賃金

継続支払義務など、労働契約上の義務の一

部を免責される。 

前述した通り、労働者は、リハビリ勤務

でも合理的な代替業務を課せられる。ここ

での合理性の判断では、労働者の肉体的・

精神的な能力や教育・職務経歴が考慮され、

おおむね以下の準則に従う。 

 ①疾病罹患後半年以内は、労働者の職務

遂行能力、教育訓練、職務経歴、従前の職

務における賃金額を反映した最低限度の職

務に従事する。 

 ②同じく半年以後は、従前の教育訓練水

準に基づく職務か、ある程度軽易な作業に

従事する。２時間以上の職務への従事が期

待される。 

 ③休職期間が長くなるほど、合理的業務

の範囲が拡大する。 

 ④必要に応じ、労働保険実施機関（UWV）

の財政的支援の下で、合理的配慮（特別な

送迎やタクシー利用、施設設備の充実化等）

がなされなければならない。 

 専門的受入事業所を利用した復職支援は、

使用者に充分な知識や能力がない場合など

に有効な方法と解されているが、同事業所

は、第三者となる使用者の紹介や労働者の

再教育など、第三者での代替業務全般にか

かるアドバイザー兼教育訓練機関としての

役割も果たしている。また、実務上、使用

者団体との間で情報共有と専門特化による

役割分担が図られている。 

 

（エ）１次予防から３次予防の全てに

関わる規制 

＜差別禁止法＞ 

 ・オランダでは、「いかなる者も、同一の

条件下では同一に扱われなければならない」

ことを規定する基本法第１条や EU 指令の

要請を受け、個別立法による広範な差別禁

止規制が整備されている。 

 ・民法典第７巻第１０章（労働契約）は、

性別、労働時間や労働契約期間、労働組合

員か否か等の属性に基づく差別を禁止して

いるほか、その他の個別立法により、年齢

差別（WGBh/cz）や障害者差別（WGBl）

が禁止されている。 

 ・差別禁止に関する一般法として一般平

等取扱法（AWGB）があり、雇用関係を含

めた一定の公的生活における、性、民族、

宗教、信条、政治的思想、人種、国籍、性

的志向を理由とした直接差別及び間接差別

が禁止されている。 

 ・一般平等取扱法第１１条以下には、準

司法機関（＊おそらく行政機関）として法

違反の書面審査と認定判断を行う均等処遇

委員会（CGB）についての定めがある。同

委員会は、一般平等取扱法のみならず、差

別取扱禁止を定める個別立法違反も取り扱

い、違反が認められると、是正勧告

（aanbevelingen）を行う。この勧告に法的

拘束力はないが、爾後の司法審査では、約

６５％がその判断を支持していたという。

また、同委員会自体が訴訟の当事者適格を

持つ。 

 

＜損害賠償法＞ 

 ・前述の通り、オランダでは、疾病休職

者には、発症事由等を問わず、一定の支援
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がなされる旨の定めがあるが、発症事由等

が業務上と評価される場合、以下の規定に

基づき、使用者に民事上の損害賠償責任が

課され得る。 

 民法典第６５８条第１項：「使用者は、労

務に従事する労働者に危険が及ばないよう

にするため、作業を行う部屋、作業で使用

する機械及び工具の配置、保全に配慮し、

作業のために適当かつ必要な措置を講じ、

適切な指示を与えなければならない」。 

 同条第２項：ただし、使用者が第１項に

定める義務を履行したこと、または、被害

が主として労働者の故意または重過失によ

って惹起されたことを立証できる場合、損

害賠償責任を免れる。 

 同条第３項：「使用者は、労働者が就業中

に被った被害について、労働者に対して損

害賠償責任を負う。これらはいずれも強行

規定であって、これと異なる労働者に不利

な約定を定めることはできない」。 

 同条第４項：「職務または事業の遂行上、

労働契約を締結していない者に労働をさせ、

その労務の遂行過程で当該労働者が被害を

被った場合には、当該労働者を受け入れた

者は、第１項ないし第３項の規定に準じて

損害賠償責任を負う」。 

 このうち安全衛生に関する一般的義務を

定める第１項は、物的管理の側面ばかりを

強調する表現になっているが、イ（ア）で

示した労働環境法令の定めや２００５年の

最高裁判例等を受け、精神衛生管理にも及

ぶと解されるようになっているという。ま

た、前項で示した差別禁止法違反に際して

も損害賠償責任は発生し得る。 

 

ウ 効果 

 ・不明 

 

エ 図られている対応 

 ・ウで示した通り。 

 

 

（４）ドイツ 

ア 背景 

 ・従前から疾病労働者の労働不能（欠勤）

日数が重要な関心事の１つとなっていたが、

近年は、精神疾患を理由の１つとする欠勤

が増加傾向にあり（地区疾病金庫の統計で

は、９９年以後の約１０年間で約８０％増

加しており、労働不能の事由となった主要

疾病の中で最も高い増加率）、また、他の疾

病より欠勤日数が長い傾向にあり（２０１

０年では平均２３・４日であり、全体平均

の１１・６日を大きく上回る）、精神保健の

必要性認識が高まっている。 

 ・２００８年の技術者疾病金庫が公表し

たレポート（同金庫の被保険者等である１

５～６４歳までの労働能力がある者（約２

４６万人）を対象に、外来診療で ICD-10

第 V章に該当する診断がなされた件数を調

査したもの）では、就業者の５人に１人が、

２００６年中に少なくとも１回、精神障害

の診断を受けたと記載された。 

 ・連邦統計局の患者統計上、男性につい

ては、精神および行動の障害（F00-99）の

うち最も多い診断が精神作用物質使用によ

る障害（F1）であり、中でもアルコール依

存が多いが、女性については、感情障害（F3）、

とくにうつ病が多い。 

 ・地区疾病金庫の統計上、精神疾患の中

では、うつ病エピソード（F32）、重度スト



39 

 

レス反応および適応障害（F43）、身体表現

性障害（F45）、他の神経性障害（F48）が

上位にあがっており、産業分類では第３次

産業に多く、特に看護助手や介護士の罹患

率が高い。 

 ・バーンアウト（労働不能の原因となり

得る精神疾患ではないが、生活管理困難

（Z73）と位置づけられ、医師が精神疾患に

かかる付加情報として診断できるもの）の

診断事例の欠勤日数が２００４年から２０

１０年にかけて約９倍に増加した。 

付加される精神疾患としては、うつ病エ

ピソード（F32）と重度ストレス反応及び

適応障害（F43）が圧倒的に多い。 

 ・メンタルヘルス不調者の増加は、企業

の生産性や競争力の低下を招き、ひいては

国の経済力を弱める可能性が高い。また、

保険制度の仕組み上、医療保険財政、年金

保険財政（特に稼得能力減退年金関係）へ

の負担が現に大きくなっているか、その可

能性が高いとの認識が拡大して来ている。 

 ・労働者と失業者の比較では、労働者の

ほうが明らかに、精神障害を理由とする労

働不能日数が少ない。 

 ・総じて、精神疾患罹患者の増加とそれ

による種々のマイナス効果は認められるも

のの、それが最近の働き方や職場環境の変

化に直接影響を受けていることを示す証拠

は見あたらなかった。むしろ、精神疾患に

詳しい医師やテラピストの増加により精神

疾患診断がされ易くなっていることを指摘

する見解もある。 

 

イ 特徴 

・現段階で、産業精神保健法制度の枠組

みが確立しているとはいえない。 

・精神障害は、彼国の労災保険法（：社

会法典）上、典型的な職業性疾病を定めた

職業性疾病リスト（職業性疾病規則の別表

１）に掲載されておらず、頭部外傷による

外因性精神障害、重大事故（強盗や自殺な

ど）の目撃によるトラウマなど、ごく例外

を除いて業務上疾病とは捉えられていない

（：私傷病と捉えられている）。彼国で、あ

る疾病が職業性疾病リストに掲載されるか、

それと同等の取扱いを受けるための要件は、

①医学的知見に基づくもので、②特別な作

用によりもたらされるものであり、かつ、

③特定のグループに、その活動を通じて、

他の人々よりも非常に高い程度で生じるも

のである必要があり（社会法典第 7 編 9 条

1項）、精神障害は、特に③、次いで②を充

たしにくい、との理解が定着している。 

・労働保護法（Arbeitsschutzgesetz）上、

人間らしい労働の実現を含めた最終目的の

ために求められる労働保護措置や、ＰＤＣ

Ａサイクルの構築によるリスク管理の対象

には、精神疾患にかかるものも含まれ得る

が 、 デ ィ ス プ レ イ 作 業 命 令

（Bildschirmarbeitsverordnung）第３条の

定める VDT 作業に伴う心理的負荷のリス

ク評価義務などの例外を除き、関係法令上

明示されているわけではなく、事業所ごと

の具体化は労使に委ねられている。 

・しかし、疾病労働者には、罹患事由の

業務上外、フルタイム・パートタイムを問

わず、賃金継続支払法に基づき、４週間雇

用継続の前提さえ充たせば、最長６週間の

事業主の負担による有給疾病休暇が保障さ

れているほか、医療保険制度上、医療費の

自己負担分が全体にかなり低額なうえ、２

０１３年１月から外来費用負担はゼロにな
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った（社会法典第５編第６１条以下）、労働

不能期間が６週間を超えた労働者には、社

会法典第５編第４４条に基づき医療保険か

ら傷病手当金が支給される（通常賃金の７

０％（社会法典第５編４７条）、同一の疾病

につき３年間で最長７８週まで（社会法典

第５編４８条））など、療養に専念し易い条

件が整備されている。 

・また、事業主は、障害者の労働参加等

を規定した社会法典第９編において、障害

によって新たな労働不能に陥り、雇用の喪

失に至る事態の予防措置の一環として、疾

病により１年間に６週間以上労働不能とな

った労働者に対し、事業所編入マネージメ

ント（段階的な職場復帰や、労働能力や健

康状態に応じた適職配置などにより、再発

再燃防止や雇用維持を図る措置）の実施を

義務づけられている。このような措置は、

解雇回避努力との関係でも求められる。 

前掲の社会法典第９編は、基本法（ドイ

ツ憲法）が障害を理由とする不利益取扱い

の禁止を規定していること（１９９４年改

正で設けられた第３条第３項第２文）等を

受け、第１部で、障害者（「身体的機能、知

能もしくは精神的な健康状態が、高い蓋然

性で６か月以上、その年齢に典型的にみら

れる状態から逸脱しており、それゆえ社会

生活への参加が妨げられる者」。継続性が求

められる点で、疾病と区別される）及びそ

うなるおそれのある者について、第２部で、

重度障害者および（連邦雇用エージェンシ

ーによる認定により）それと同等に扱われ

る者の参加について定めている。同法の規

制の重点は、障害者へのリハビリテーショ

ン、労働生活参加のための給付、社会生活

参加のための給付等、障害者の参加一般に

ある。障害の軽重の判断は、２０～１００

の点数で算出されることとなっている。 

ドイツ政府は、特に重度障害者の労働生

活への参加に重点的に取り組んで来た経緯

があり、その第９編第８１条第２項第１文

は、重度障害を有する就業者に対する当該

障害を理由とする不利益取扱いを禁止して

いるが（＊別途、２００６年一般平等取扱

法で、禁止対象が全ての障害者に拡大され

ている）、それとは別に、社会法典第９編第

２部（第６８条以下）は、重度障害者等の

雇用について、第７１条以下で使用者に

様々な措置等を求める制度を設けている。

第１は、法定基準を５％として、未達成者

に課金し、徴収した金員（調整金）を彼ら

の雇用支援（雇用上の援助、通勤支援、住

居の改修、職場や教育訓練場の整備など）

のための給付金として活用する割当雇用制

度（第７１条）、第２は、雇用ポストに空席

ができた場合に優先的に雇用の可能性を審

査させる制度（第８１条第１項）、第３は、

一定数以上の者に、事業所内での教育訓練

の提供、事業所外での教育訓練への参加の

ため便宜供与、障害に適合した職場の設置

と維持、技術的援助などの適切な措置を通

じて、雇用の継続を図らしめる制度（いわ

ゆる合理的配慮。但し、使用者に予期し得

ないか、過剰な費用負担が生じる場合には

労働者側の請求は否定される：同条第３項、

第４項）、第４に、行政機関（統合局）によ

る許可及び重度障害者代表の関与なく彼ら

を解雇することを禁じる制度（第８５条）

などである。 

前掲の事業所編入マネージメントに関す

る規定は、国の社会保障費の負担や将来の

労働力の減少などを慮り、２００４年にな
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って同法第８４条第２項に追加された。同

条第１項は、重度障害者等を対象に、雇用

関係を脅かすおそれのある人物・行動や企

業に原因のある問題を除去し、雇用関係を

維持するための支援等を検討すべきことを

使用者に義務づけている。他方、第２項は、

そもそも障害に至らないようにするための

予防措置を規定しており、障害者に限らず、

１年間に６週間を超えて疾病により労働不

能状態に陥っている労働者全てを対象とし

て、彼らが新たな労働不能に陥らず、雇用

関係を維持できるよう、使用者に、管轄利

益代表者や重度障害者代表者との協議のう

えで、必要な予防措置（措置の目的やフロ

ー等）を特定し、実施すべきことを義務づ

けている（適宜、産業医の意見を求めるべ

きこと、地域のサービス機関や統合局の助

言を得たうえで、受給可能な給付や支援を

活用すべきことも定められている）。雇用関

係の維持を目的として、一定の予防的措置

（＊基本的には２次ないし３次予防措置）

を使用者に求める点では第１項と共通する。

本文では、実例として、おそらくは筋骨格

系の疾患により労働不能状態に陥った者に

対して、重度障害者代表者、職員代表者、

人事部職員、産業保健スタッフなどから成

るチームが連携し、事業所編入マネージメ

ントの目的、フロー、健康情報の取扱い等

について伝えた上で本人の健康上の問題や

要望を聴き、産業医の意見も聴いた上で、

賃金低下を伴う配転等事情に応じた対応に

ついて改めて本人同意をとって実施し、職

務に定着できた（再発が防止された）例や、

アルコール依存症により労働に障害を生じ

るようになった者に対して、上司の手配を

端緒として、面談と事業所編入マネージメ

ントの適用を通じて、病識を得させ、同マ

ネージメントの一環としての社内のソーシ

ャルスタッフと外部専門支援機関の支援に

より、従前の就業を継続できた例も挙げら

れている（もっとも、事業所編入マネージ

メントは、あくまで２次予防以下の施策な

ので、別途１次予防策が必要との意見も挙

がっているという）。事業所編入マネージメ

ントは、労務管理の一環として行われるべ

きものなので、それに要する費用も、本来

使用者負担が原則だが、障害者の雇用の促

進や定着にも繋がるため、リハビリテーシ

ョン機関や統合局等による給付や社会保険

料の減額措置が、使用者や就業者本人に対

して行われ得る旨規定されている（社会法

典第９編第３３条、第３４条、第８４条第

３項）。 

・現段階で、こうした法的な保障につい

て、精神障害と他の障害の間に区別はない

が（近年、精神疾患罹患者が対象となるケ

ースが増加傾向にあるという）、これらの保

障を受けるためには、疾病罹患の故の労働

不能である旨の医師の診断書を提出せねば

ならず、単に精神的不調による労働不能と

いうだけでは対象たり得ない。すなわち、

①賃金継続支払の受給に際して、労働者は、

労働不能が４日以上となるときは、使用者

に、次の出勤日までに医師による労働不能

の診断書を提出しなければならない（賃金

継続支払法５条）。②傷病手当金の請求手続

について法律上の規定はないが、実務上、

労働者は、医師による疾病罹患による労働

不能の証明を受け、それを疾病金庫に提出

することが求められる。③事業所編入マネ

ージメントは、労働者から受益の申請をす

るものではなく、労働者の疾病罹患故の労
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働不能による欠勤期間が６週間を超える場

合、事業者側に当然に措置義務が発生する

ものだが、労働者側は、その労働不能を裏

付けるため、医師の診断書の提出を求めら

れることになる）。 

・よって、事業主としては、こうした保

障にかかる拠出や負担を避けるためにも、

疾病労働者の欠勤による経済的負担や労働

意欲の減退などを避け、効率的で生産的な

企業運営を図るためにも、自主的に、ある

いは労使協議（ないし共同決定）を通じ、

「作業関連ストレス対策（≠業務上疾病対

策）」を推進する必要に迫られている状況に

あるといえる。また、国も精神疾患罹患者

に対する医療保険費の増大や年金保険財政

への圧迫等に対応する必要に迫られている。 

・そして、実務上は、精神疾患等に作用

し得る労働上の要因については把握できる

と考えられるようになって来ている。 

・国は、法規制や労働監督により、労働

者の安全衛生全般について責任を果たすが、

各事業所においてなすべき措置の具体化は、

事業主ないし事業所ごとの自治に委ねられ

ている。よって、事業主の危機認識その他

の考え方や従業員代表委員会の積極性など

に負うところが大きい。 

・精神保健問題に関する認識は産業全体

に高まっているが、以上の前提との関係で

も、また、企業カルチャーの維持・尊重が

重要と考える企業側の要求からも、法規制

や労働監督がその問題について直接介入す

る方途はとられていない。 

・ドイツで発刊されている、事業主が法

的な安全衛生責任を果たすための実務書に

は、既に心理社会的調査票が掲載され、活

用が推奨されているが、そこには、伝統的

な労働安全衛生その他の労働基準の枠内に

包括され得るもののほか、企業理念や人事

戦略などに関する人事労務管理的なことが

らも含まれている。また、補償・賠償アプ

ローチになじむマイナス要因の発見に加え、

予防アプローチになじむプラス要因の維持

の推奨の側面も持っている。 

・労働保護法第５条に基づくリスク評価

の仕組みを事業所協定を通じて心理的負荷

の評価まで積極的に拡大し、他社にも影響

を与えた例として、ダイムラー社の例があ

り、労使と専門家が参加する複数の会議体

やチームがリスク評価に関わる仕組みとな

っ て い る 。 ま た 、 Karasek の

Job-Demand-Control モデルをベースとし

て、心理的負荷要素の危険な組み合わせ

（「労働の複雑性」が低く、「集中の必要性」

が高い場合など）などを測定ツールとして

用いているが、国際的にみて先駆的な取り

組みとまでは言い難い。 

・ドイツでもハラスメント等を理由とす

る民事紛争が生じているが、今のところ、

使用者の産業精神保健面での取り組みにさ

ほど大きな影響を与えてはいない。 

・しかし、２０１２年に至り、ドイツ最

大の産業別労働組合である IGメタル（金属

産業労働組合）から、アンチストレス規則

（Anti-Stress-Verordnung、正式名称：職

場における心理的負荷による危険からの保

護のための規則）が提案され、複数の州政

府や州労働相の支持を受けているほか、社

会民主党の指示を受け、制定へ向けた流れ

がつくられつつある。これは、労働保護法

第１８条が定める特定危険領域で同法の具

体化を図る、同法の下位の規則の制定提案

に当たり、同規則案に規定された危険性評
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価の文書による記録、同じく適切な教示、

同じく保護措置（介入）を、故意または過

失によって実施しない場合には、同法所定

の制裁を受ける。 

同規則案は、就労時にばく露する心理的

負荷による危険から就業者を保護する事を

目的とし、使用者に、①心理的負荷にかか

る危険性評価を行い、文書に記録すること、

②当該危険や対応する保護措置（介入）等

について就業者に教示すること、③認識さ

れた危険に応じ、工学、産業医学、衛生学

等の労働科学の知見に基づき、必要な保護

措置（介入）を行うことを義務づける内容

となっている。要するに、イギリスやデン

マークと同様に、リスクアセスメント手法

を心理的負荷に応用しつつ、自国の法制度

用にアレンジしたものといえよう。もっと

も、国によって社会的に認識されるストレ

ス要因には違いがあり、たとえ同じストレ

ス要因を捉えていても、その重要性のレベ

ルなどに違いがある。 

同規則案が捉えるリスク要因は、ア）仕

事の課題、イ）労働体制、ウ）社会的条件、

エ）職場や労働環境の条件、オ）労働時間、

の５種類であり、個々の具体的内容につい

ては、評価・形成の基準として、以下のよ

うに具体化されている。 

ア）仕事の課題 

１）仕事の完全性／過少要求の回避、２）

権限と責任の明確化、３）適宜かつ十分な

情報、４）時間面・内容面での仕事の裁量、

５）質的・量的な過大要求の回避、６）適

切な協力／専門的・社会的コミュニケーシ

ョン、７）見通しの良さと影響可能性、８）

過度な感情的要求の回避、９）身体的変化、

１０）資格の利用・拡充 

イ）労働体制 

１）適切な行動の裁量／短い時間間隔の

工程の回避、２）労働時間と休憩時間の明

白な分別、３）個人に対する労働の要求と

事業上の進行の一致（進行の連関、情報の

流れ、フィードバック）、４）期待される労

務水準とそれが実現されるための組織上、

技術上の条件、５）全労働時間にわたる労

働総量のバランス、６）妨害や中断（技術

上の理由による中断頻繁な製造方法・工程

の変更、下請業者の期限の不遵守、人員不

足）の回避、７）透明性と予見可能性 

ウ）社会的関係 

１）共に作業する者の管理について、上

司に必要とされる資質や能力、２）適切な

管理行為（コミュニケーションや決定過程

への参加機会の提供、支援、十分な情報と

透明性、フィードバック、尊重、人間関係

面での対立の統制）、３）計画・決定過程へ

の組入れ、４）十分な社会的接触、５）事

業所の環境（人的な受容性、従業員間の敬

意をもった交流）、６）労務管理による職業

上の発展可能性 

エ）職場や労働環境の条件 

１）低い音圧レベル、２）衛生的な室内

環境、３）十分な自然光と適切な人工照明、

４）単調で変化のない環境条件の回避、５）

十分な空間的な幅、６）人間工学に基づく

ソフトウェア、７）職業生活を送るうえで

必要な情報や作業上接触する材料の危険性

に関する分かり易い警告 

オ）労働時間の形成 

１）上限を８時間とする日々の規則的な

労働時間、２）１）の労働時間の上限を超

える場合の、負荷に見合った時間調整、３）

負荷に見合った休憩（時間）の確保、４）
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人間工学的なシフトプランの策定、５）週

末の休みの十分な確保、６）フレックス制

による生物学的・社会的シンクロの欠落の

回避 

 本規則案には、連邦労働社会省に、専門

家や労使の代表、労災保険者などから成る

作業時の心理的負荷に関する委員会を設置

し、新たな心理的負荷要因や、効果的な保

護措置（介入）、保護措置の実施方法などに

ついて特定し、規定や計画を策定・公表さ

せる旨の規定も盛り込まれている。 

 上述の通り、本規則案は、一部の州政府

や政党などから支持されているが、使用者

団体は、現行労働保護法でも心理的負荷の

問題はカバーされていること、心理的負荷

は職場だけの問題ではないこと等を理由に、

その制定に一貫して強行に反対している。

しかし、地方選挙での社会民主党や緑の党

の勝利による連邦参議院の勢力図の変化に

より、制定へ向けた動きが加速するとみら

れている。 

 ・ドイツには、前掲の基本法（ドイツ憲

法）第３条第３項第２文（障害者に対する

不利益取扱い禁止規定）等の定めを受け、

やはり前掲の社会法典第９編の不利益取扱

い禁止規定とは別に、単独立法としての障

害者差別禁止立法も存在する（仮に日本で

障害者差別禁止立法が制定されれば、社会

法典第９編所定の割当雇用制度と差別禁止

立法が併存している点で、先駆例というこ

とになる）。基本法第３条第３項第２文が設

けられたのは１９９４年のことだが、むし

ろ EU の雇用平等指令の国内法化の要請を

受け、２００２年に制定された障害者同権

法（Behindertengleichstellungsgesetz）が

それに当たるが、包括的な差別禁止法とし

て、２００６年に制定された一般平等取扱

法（Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz）

も、労働関係のみでなく、民法上の債務・

取引関係全般において、障害を理由とする

不利益取扱いを禁じる規定を盛り込んでい

る。両者共に、保護対象となる障害者の定

義は、上述した社会法典第９編第２条のそ

れと変わらないが（障害者同権法第３条、

一般平等取扱法には直接的な定義規定は存

しない）、先述した通り、一般平等取扱法上

の不利益取扱禁止の対象は、重度障害者の

みではなく、定義規定に適う障害者全般に

及ぶ。 

 このうち一般平等取扱法において禁止さ

れる不利益取扱いの内容は、募集・採用、

配置・昇進にかかる選択基準や雇用条件、

賃金や解雇事由を含む労働条件、職業教育、

社会保障その他社会的給付、教育、住宅を

含む福利サービスなどの労働関係全般にわ

たる（一般平等取扱法第２条第１項）。禁止

される態様は、直接的不利益取扱い（いわ

ゆる直接差別）、間接的不利益取扱い（いわ

ゆる間接差別）のほか、ハラスメント、セ

クシュアルハラスメント、不利益取扱いの

指示である（同法第３条）。ただし、異別取

扱いの正当化事由として、職務の性格や職

務遂行上の条件に基づく実質的な要請があ

り、目的の正当性と要請の適正さが担保さ

れる場合が規定されている（同法第８条第

１項）。また、積極的差別是正措置（Positive 

massnahmen）も規定されている（同法第

５条）。 

なお、ドイツでは、従前、障害者の雇用

促進や雇用の安定化策が中心的課題とされ

て来た中、この法律がＥＵの雇用平等指令

の国内法化の要請を受けて制定された経緯
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からも、アメリカの ADAに定められた合理

的配慮義務やイギリスの平等法に定められ

た調整義務のように、障害者保護独自の規

定は設けられておらず、それらは別途、社

会法典第９編に規定されている。 

 一般平等取扱法は、イギリスの平等法と

同様に、行政の専門機関の関与を規定しつ

つも（主に同法第６章）、最終的には民事的

解決を予定した法律であり、罰則は設けら

れていない。違法な不利益取扱いに該当す

る約定を無効としたり（同法第７条第２項）、

労使いずれが主体となる場合にも、違法な

不利益取扱いを契約上の義務違反とみなし

たり（同条第３項）、違法な不利益取扱いを

犯した使用者に損害賠償責任を負わせる

（同法第１５条第１項）旨の規定もある。 

 

ウ 効果 

不明 

 

エ 図られている対応 

不明。但し、前掲の IGメタルによるアン

チストレス規則の提案が、それに該当する

と思われる。 

 

 

（５）フランス 

ア 背景 

・フランスの作業関連ストレス対策に関

する法政策は、ほぼ一貫して EU の法政策

（とりわけ EC 指令）の影響を強く受けて

来た。 

・国内法では、当初は身体的健康と精神

的健康を明確に区分し、労働安全衛生関係

法は、前者のみを対象とする考え方が支配

的であったが（＊その意味では、日本の安

衛法の方が（過労による脳心臓疾患対策の

必要性認識もあり、）従前より心身双方の健

康を一体的に取り扱って来たと解される）、

特に２００２年の法改正により、セクハ

ラ・モラハラなどのハラスメントを中心に、

心身の健康双方を射程に収めるようになり、

中でもハラスメントに関する解釈・運用論

上の議論が盛んに行われて来た。 

しかし、近年に至り、EC指令のリスク管

理の対象が心身の両面に及ぶこと、作業関

連ストレス対策にかかる EU レベルでの施

策やソーシャル・ダイアログ（労使間の社

会的対話）の展開も影響し、専門家の関与

と労使対話、早期予防を重視したリスク管

理による精神的健康全般の確保に射程が及

ぶようになってきている。また、２００８

年のフランス・テレコムでの従業員連続自

殺の社会問題化も、自殺対策を含めた幅広

いメンタルヘルス対策のための施策の展開

を後押ししている。 

 より具体的な経過は以下の通り。 

 ①８９年６月１２日（＊笠木・鈴木報告

書では９１年）：EC の８９年「安全衛生の

改善に関する基本指令（枠組み指令）

（89/391/EEC）」の国内法化 

②９２年７月２２日：セクハラ罪を新設

し、職務権限濫用を他の性犯罪の刑の加重

事由とする規定を含む新刑法典（人に対す

る重罪及び軽罪の禁止に関する刑法典の規

定を改正する１９９２年６月２２日法

（n.92-6））の制定 

③９２年１１月２日：②を受けて雇用の

枠内においてセクハラの被害者保護及び防

止を図った９２年１１月２日法（労使関係

における性的権限濫用に関し労働法典及び

刑事訴訟法典を改正する１９９２年１１月
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２日の法律（n.92-11））の制定 

④０１年１１月５日：後述する DUERに

関するデクレの制定（＊枠組み指令の国内

法化が不充分との認識に基づく） 

⑤０２年１月１７日：先行するセクハラ

防止規定や、雇用平等原則の進展を受けて

モラルハラスメント防止規定（後掲）を設

けた、「社会的近代化法」の公布（２００２

年１月１７日）と、それに伴う労働法典、

刑事法典の改正（労働法典 L.1152-1条、刑

事法典 L.222-33-2 条の新設）。その後の、

(1)ハラスメントを根拠として民事過失責任

を認定する判例の増加→(2)職場における

「モラル・ハラスメント」概念の一人歩き

現象（：労働者が、些細なトラブルを容易

にモラル・ハラスメントとして使用者等を

問責する現象。Wording とその一般化によ

るラベル効果との指摘もなされている）と

使用者側の過剰防衛現象による膠着状態の

出現→(3)ほんらい労働組織の問題として捉

えられるべきモラル・ハラスメントの個人

間問題への矮小化→(4)事後的な責任追及よ

り事前予防を重視する傾向の拡大（＊ただ

し、これには、心身双方の健康を対象とし

たリスク管理を求める EC 指令の国内法化

の要請も背景にある）→(5)事前予防の取組

を通じて労使対話を活性化しようとの議論

の出現（＊その後、１０００人以上の労働

者を使用する私企業において、この問題に

関する労使交渉が義務づけられた） 

 ⑥０８年７月２日：０４年１０月８日欧

州枠組協定を国内規範化し、使用者による

ストレス評価の取り組みの促進等を図った

全国職際協定（＊全国職際協定とは、フラ

ンスにおける３大使用者団体（MEDEF=フ

ランス企業運動、UPA=手工業者連盟、

CGPME=中小企業経営者総連盟）と、５大

労組（CFDT=フランス民主労働同盟、

CGT-FO=フランス労働総同盟・労働者の力、

CFTC=フランス・キリスト教労働者同盟、

CFE-CGC=管理職組合総同盟、CGT=フラ

ンス労働総同盟）によって締結される労使

協定のこと（細川良：日本労働研究雑誌, 

580: 89, 2008））の成立 

 ⑦０８年２月～０９年９月頃：フラン

ス・テレコム従業員連続自殺事件→同事件

等を受けた労働大臣による緊急計画の発表 

 ⑧１０年５月２６日：０７年４月２６日

の欧州枠組み協定を国内規範化した、労働

におけるハラスメントと暴力に関する全国

職際協定の成立 

 ・なお、フランス・テレコム従業員連続

自殺の前後にわたる政府による自殺対策に

は、(1)「労働における健康計画（Plan Santé 

au Travail）」（2005）、(2)「Plan National 

Santé Environnement」 (2004～2008)、

(3)2008年 11 月 25 日デクレ 2008-1217 号

による「労働条件における方向性協議会

（Conseil d’orientation sur les conditons 

du travail）」での心理社会的ストレスに関

する分科会設置、(4)「労働における健康計

画Ⅱ（Plan Santé au TravailⅡ）」（2010）

などの施策がある。 

 

イ 特徴 

 ・端的に言えば、上述したように、人権

思想に裏付けられたモラル・ハラスメント

防止のための独自の国内法整備の流れと、

EU におけるリスクマネジメント手法をベ

ースとするストレス対策の国内法化の流れ

があり、近年、後者にハラスメントの要素

が盛り込まれるなどして、両者が統合され
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る傾向にある。 

 ・労働安全衛生の関係者としては、使用

者、労働者、安全衛生労働条件委員会、従

業員代表、労働組合や組合代表、労働医等

の医療サービス、国の労働監督や社会保障

機関などが存在するが、使用者に対しては、

労働法典に基づき、労働者の「心身の健康」

を維持するための措置が一般的に「義務づ

けられている」。 

すなわち、労働法典 L.4121-1 条は、「使

用者は、労働者の安全を確保し、身体的及

び精神的健康を維持するために必要な措置

をとらなければならない」とし、その具体

的内容として、①「職業上のリスク及び労

働の苦痛を予防する行動」、②「情報伝達及

び研修のための行動」、③「組織体制と調整

手段の設置」を列挙している。 

 また、労働法典 L.4121-2条は、L4121-1

条の履行に際して使用者が遵守すべき以下

のような一般原則を示している。 

①もとより「リスクを避けること」、②「不

可避なリスクについて評価すること」、③

「根源的なリスクに対処すること」、④「労

働を人間に適応させること」（≠人間を労働

に適応させること）、⑤「技術の発展状況を

考慮すること」、⑥「危険のある状態を、危

険がないか、より危険が少ない状態に転換

すること」、⑦「技術、労働の組織編成、作

業条件、社会関係及び特に L1142-1条に定

められた精神的ハラスメントに関わるリス

クを含む作業環境に影響する要因を統合的

に考察した、全般的な予防計画を策定し実

行すること」、⑧「個人レベルの保護措置よ

りも集団レベルの保護措置を優先して実施

すること」、⑨「労働者に適切な指示を与え

ること」。 

これらは EC の８９年「安全衛生の改善

に 関 す る 基 本 指 令 （ 枠 組 み 指 令 ）

（89/391/EEC）」第６条をほぼそのまま継

受したものであり、ドイツの労働保護法な

どにも同様の規定をみることができるが、

L1142-1 条にリンクする⑦が特徴的である。 

 ・さらに、L4121 条（使用者の一般的義

務）関係では、L4121-3 条で、事業活動の

性格に応じたリスク評価を含め、リスク管

理のための PDCAサイクルの構築と、それ

を通じた安全衛生条件のスパイラルアップ

について定めているほか、L4121-1 条、同

-2 条がその取り組み状況の文書化と公表の

義務を定め、さらに L4121-4条が、その文

書の労働者、安全衛生労働条件委員会ない

しその職務を担当する機関、従業員代表、

労働医、労働監督官その他の機関への提出

義務を定めており、個々の事業の性格に応

じた安全衛生のリスク管理について、労働

者（組織）の関与と専門家や外部の者によ

る評価が担保ないし促される仕組みとなっ

ている。 

 これも、前掲の EC 基本指令から継受し

た規定である。 

 ・２００１年１１月５日デクレは、

L4121-1条（当該デクレ制定当時の L.320-1

条）等を具体化し、罰則を伴う公法上の義

務を課す趣旨で、「労働者の安全衛生上のリ

スク評価に関する文書（document relatif à 

l'évaluation des risques pour la santé et 

la sécurité des travailleurs」（DUERと略

されることがある。一般に「統一文書

（document unique）と俗に呼ばれること

もある）について規定し、その作成と定期

的な及び安全衛生面での条件変更がある場

合等における更新を義務づけた（労働法典 
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R.230-1条）。特に２００２年の労働法典の

改正後、その対象には、精神的健康の保護

が明確に含まれることとなった。実務上は、

そうした問題を一切記載しなかったり、形

式的記載にとどめる文書も多く、にもかか

わらず刑事罰の適用はなされていないよう

だが、民事上、使用者の労災にかかる完全

賠償責任を導く「許し難い過失（ faute 

inexcusable：重過失の中でも高度なものと

解されてきた）」の評価等の要素となるとす

る議論もある。 

 ・２００２年の労働法典の改正により設

けられた L1142-1条は、「いかなる労働者も、

その諸権利・尊厳を害する、もしくは、心

身の健康を損ね、またはその職業生活上の

将来を危険にさらし得る労働条件の劣悪化

をもたらす目的で、ないしそのような効果

を伴う形で、繰り返されるモラル・ハラス

メントの行為に曝されることがあってはな

らない」として、精神的なハラスメントの

防止を明定し、その違反は、雇用平等原則

違反として、１年の拘禁刑および／あるい

は３７５０ユーロの罰金の対象となること

が明記されている（L1152-1条）。 

 また、「ア 背景」に掲げた刑法典におい

て、「他人の権利もしくは尊厳を侵害し、そ

の身体的もしくは精神的健康を害し、また

は職業生活に影響を及ぼすおそれのある労

働条件の劣化を目的とするかその効果を有

する反復した精神的な嫌がらせ行為」が禁

止され、その違反につき１年の懲役および

１５０００ユーロの罰金が定められている

（L222-33-2条）。 

 したがって、セクシュアル・ハラスメン

トやモラル・ハラスメントの加害者は、刑

法典と労働法典の両罪によって刑事訴追さ

れ得る（大和田敢太: 労働関係における『精

神的ハラスメント』の法理：その比較法的

検討. 彦根論叢, 360: 79, 2006）。また、こ

れらの規定は、使用者が労働契約ないし法

律上負う安全保持義務（ obligation de 

sécurité）を広く解釈させる旨を破棄院が示

しているため、私法上の効果・意義も有す

ると解される。 

 これらの規定に代表されるように、フラ

ンスの法的なメンタルヘルス対策では、先

ず精神的なハラスメントについての防止規

定が整備され、その後、より広い範囲の対

策に「解釈」ないし（特に労使間の）ルー

ル形成上の焦点が拡充されていった経緯が

ある。こうしたハラスメント規定の拡張的

解釈については、彼国の法律家内外から一

定の評価を得ているが、それが罰則の裏付

けを得ていることもあり、批判も示されて

いる。 

・使用者は、労働契約ないし法律上、安

全保持義務を負う。安全保持義務違反は、

労災被害者に使用者に対して完全賠償を求

める権利を導く「許し難い過失」を直ちに

構成する。司法では、２００２年２月２８

日のアスベスト判決を端緒として、結果責

任的解釈が採られるようになり、２００６

年６月２４日の大法廷判決がそうした解釈

を確認した。同判決は、①損害（被害）の

発生、②使用者の予見可能性、回避可能性

を充たせば、同義務違反が成立する旨を述

べている。また、２００６年６月２１日の

破棄院判決は、その射程が精神的健康にも

及ぶと解し、かつ労働法典上のモラル・ハ

ラスメント概念を極めて広く解釈して来た。

純粋な経営判断に起因するストレスについ

てもモラル・ハラスメントの存在を認める
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破棄院判決も散見される。 

・こうした使用者の義務の履行に深く関

わる存在として、労働医（日本の産業医と

類似の職）、安全衛生労働条件委員会、従業

員代表制度などが重要な役割を果たしてい

る。 

 ・労使は、「ソーシャル・パートナー」と

して、（協定の締結を含めた）立法から現場

運用に至るまで、法政策に深く関与してい

る。 

 ・法律上、従業員数５０人以上の企業に

設置が義務づけられている安全衛生労働条

件委員会（CHSCT）に労働安全衛生面での

強い介入権限が保障されており、実際上も、

この組織がメンタルヘルス対策に果たして

いる機能が大きいと察せられる。 

 すなわち、L.4612-1条は、安全衛生労働

条件委員会が、以下の基本的職務（権限）

を有することを定めている。 

①当該事業場の労働者や外部企業から配

置された労働者（＊派遣労働者等のことと

解される）の「心身」の健康や安全の保護

への貢献（＊２００２年改正により、精神

的健康の保護が対象に含められた） 

②女性の労働条件を含めた労働条件一般

の向上 

③①②に関わる法規の遵守状況の監視 

さらに、同-2 条以下が、上記の基本的権

限を展開し、以下のような個別的職務（権

限）について規定している。 

①労働者のばく露するリスクの評価分析

（同-2条） 

②リスク軽減に関する勧告（同-3条） 

③事業場の巡視権限（同-4条） 

④アンケートの実施権限（同-5条） 

⑤監督官の臨検について使用者から伝達

され、同人（監督官）にリスク分析の結果

を伝えること（同-6条） 

また、同-8 条には、工場設備の改変、製

品の変更、労働組織のあり方の変更から生

じる職務上の重要な変更など、労働安全衛

生その他の「労働条件（＊この概念の射程

は法典上具体化されていないが、司法は、

職務、報酬決定システム、休憩時間、食堂

に関する事柄なども含まれると解して来

た）」を変更し得る重要な決定について意見

を述べる権限（＝企業側の諮問義務）が規

定されている。なお、いわゆる賃金連動型

MOB（目標管理制度）導入計画につき、安

全衛生労働条件委員会への諮問を果たして

いないとして、使用者が当該計画実施の差

止めを求めた事件において、２００７年１

１月２８日の破棄院社会部判決は、年１回

の目標管理面談は、被用者の行動に影響を

及ぼし得るもので、労働条件に影響する精

神的圧力をもたらすため、諮問の対象とな

る旨判示している。しかし、２００６年１

１月２１日の TGI 判決のように、「あらゆ

る計画が被用者に必ず不安を引き起こすと

いう理由によって、全ての組織再編計画に

ついて」委員会が諮問を求めることはでき

ないなどとして、対象の過度な拡大に歯止

めをかけようとするものもある。 

その他、同-12条には、事業場に深刻なリ

スクが確認された場合や、同-8 条にいう変

更をもたらす重要な計画が存在する場合、

企業外の専門家に査定を依頼し得る権限

（専門的査定権限）が規定されている。大

臣策定リストに掲載された有資格者による

査定が開始されると、最大１か月間（４５

日間まで延長可能）の調査期間が設定され、

使用者は、調査に当たる専門家の立入・情
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報提供依頼を拒否できず、その間に対象と

なった計画が実施されると、罰則の適用を

受ける。また、有資格者による調査につい

ては、使用者が費用を負担せねばならない。

また、査定の終了後、その結果に反する決

定もなし得るが、司法により当該査定を根

拠に当該決定を覆される（：差止め判決等

を受ける）こともある。 

 事業者の諮問機関と位置づけられている

日本の安全・衛生委員会とは、かなり性格

が異なることがうかがわれる。 

 フランスの安全衛生労働条件委員会は、

１９８２年に安全衛生委員会と労働条件改

善委員会を統一・再編して導入された企業

委員会制度だが、安全衛生委員会が、技術

的事項の審議を目的とするものだったのに

対し、労働者が企業内市民ないし企業内の

変化をもたらすアクターとなって、労災や

職業性疾病の予防や労働条件の改善に重要

な影響力を及ぼすことを目的に創設された

経緯がある。その構成も、基本的には事業

場長と一定数の幹部職員を含む労働者代表

団から成り、労働医や安全衛生・労働条件

部門の責任者等は、諮問的立場で会議に出

席し得るにとどまる。 

 ・従業員代表委員会についても、L2313

条が、雇い入れ、職業訓練、給与体系、配

置、格付け、昇進、配置換え、契約更新、

制裁、解雇に至る幅広い場面における人権

侵害、身体・精神の侵害、職務の性格上正

当化し得ず、達すべき目的と整合しない個

人の自由の侵害について、確認次第、使用

者に通告する権限を規定し、また、通告を

受けた使用者側がしかるべき対応をしなか

った場合、対応が不充分な場合等には、労

働審判所に急速審理命令の申し立てを行う

権限を規定しているなど、労働者のメンタ

ルヘルスの保持増進に関わる活動について

多くの法的保障がある（ただし、やはり精

神的なハラスメントが主として念頭に置か

れているように思われる）。 

 ・事業主の諮問機関である企業委員会

（L.2323-1条）も、企業の運営全般に関す

る事項が諮問事項とされている関係上、メ

ンタルヘルス対策（作業関連ストレス対策）

も、審議の対象とすることができる。 

 ・（少なくとも法制度上は）労働医の権限

も大きく、労使双方に対する勧告者として

強い独立性と職場の監視権限や労働者の就

業に関する措置の勧告権限を含めた産業保

健に関わる広い権限を持ち、企業に対する

指示・助言には、直接・間接に一定の法的

な拘束力ないし意義を伴う場合が多い。安

全衛生労働条件委員会とも協働して職務を

遂行する。 

 フランスの労働医は、一般医となるため

の６年間の養成課程を修了した後、選抜試

験を受け、更に４年間の専門的な教育を受

けてようやく就業できる職種であり、他の

医療活動との兼業のみならず、労働医の独

立性や尊厳を侵す他の職業活動との兼業も

禁じられている（医師倫理法典第２６条）。 

 フランスでは、全ての企業が、労働医の

属する労働保健機関（service santé au 

travail）の設置を義務づけられており、こ

れは主に大企業向けの単一企業労働保健機

関と、主に中小企業向けの企業共同労働保

健機関に分かれる。メンタルヘルスに関わ

る労働医の職務は、集団的性格を持つもの

（集団的業務）と個別的性格を持つもの（個

別的業務）に分かれ、前者は、労働者の健

康リスクに関わる労働条件や職務等につい
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て、使用者に改善提案をなすものであり（労

働法典 L.4624-3 条）、後者は、労働者の健

診等を契機として、個々の労働者の特性（年

齢、体力、健康状態等）に応じ、使用者に

配転や職務内容の変更等の個別的措置を提

案するものである（労働法典 L.4624-1条）。

使用者は、いずれの提案についても充分に

考慮せねばならず、それを実施しない場合

には、労働者及び労働医に理由を示さねば

ならない。 

 かように強力な権限と責務を課された存

在ではあるが、にもかかわらず、実態とし

ては、使用者に嫌悪感をもたれないため、

労働環境整備のための助言を避けたり、労

働者がメンタルヘルス不調に陥った場合に

も、一律的に個人の職務適性の問題等に帰

せしめてしまう労働医も少なくないという。 

 ・以上のうち労働法典の合法性監督の役

割は、労働監督官が担っており、使用者に

課せられた一般的義務の履行や個別労働者

の権利保護の場面で、罰則（の威迫）をも

って一定の作為や不作為を命じる権限を有

している。 

 ・その他、ARACT（地方労働条件改善所：

１９７３年に設立され、労働者の年齢や性

別、健康状態、スキル、地域的なデータに

基づく企業の行動計画の作成支援や診断等

を行う雇用・職業訓練・労使対話省に属す

る国立機関で、全国労働条件改善局

（ ANACT ： Agence Nationale pour 

l'amélioration des conditions de travail）

を構成する２６の地方支部のこと。作業関

連ストレス対策を含めた種々の調査研究を

実施しており、企業等への直接的なサービ

スを実施しているほか、国の政策へも大き

な影響を与えている）や CARSAT（退職

者・健康保険基金・旧 CRAM<地方健康保

険基金>）が、労使、従業員代表への情報提

供やコンサルティングサービスを実施して

いる。このうち ANACT 及び ARACT は、

１９７０年代のフランスでの労使対立の激

化、特にテイラー主義への労働者の反発等

を背景に、労使関係の安定化を図る目的で

創設された経緯があり、労働条件改善と生

産性向上は両立する、との考え方を基本と

している。具体的な活動内容は、国と締結

する契約により定まり、２００９～２０１

２年度の契約では、現代における仕事のあ

り方の変容によって生じて来た産業精神上

のリスクが、重要な課題として挙げられて

いる。日本で言えば、全国労働基準関係団

体連合会や労働基準協会など、民間の生産

性本部などに近い役割を負っているように

思われ、欧州レベルでの情報交換、調査や

中小企業向けのサポートも積極的に実施し

ている。 

 ・また、上掲の２００８年７月２日の全

国職際協定に、職業上のリスク評価と予防

義務（モラル・ハラスメント行為の防止義

務や労働者の「身体的・精神的健康」の保

護義務など）の一環として、職場における

暴力及びハラスメントに併せ、作業上のス

トレスに対して使用者が必要な措置を講ず

べき旨が定められた。これを受けて、

ARACTと CARSATは、使用者による措置

を支援するための評価シートを作成し、提

供している。 

 ・フランスでは、ドイツと同様、労働に

起因する障害疾病については、原則として

公的補償給付で補償され、それが使用者の

faute inéxcusable（許し難い過失）による

場合に限り、付加的な給付の請求ができる
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こととされて来ていたが、近年の破棄院判

決が、使用者にその予見可能性が認められ

る場合一般に faute inéxcusable の存在を

認めるかのような解釈を示したこと、また、

労働者の自殺やその未遂による後遺症につ

いて使用者の民事責任を認める判決も出て

来ていることなどから、使用者の予防への

取り組みに間接的な圧力がかかっている可

能性も否定できない。 

なお、フランスでは、やはりドイツと同

様に、労災保険給付の類型は、労働災害と

職業性疾病に区分され、前者については何

らかの事故（出来事）の発生、後者につい

ては法令に定める職業性疾病リストに掲載

のない疾病については、専門家委員会の判

断を経て初めて認定を受ける仕組みとなっ

ており、職場外での自殺や恒常的な負荷に

よる精神的健康の悪化等、事故性のない事

案において補償を受けることは困難とされ

ている。 

 ・その他、日本におけると同様に、メン

タルヘルス対策の重要性認識を背景に、大

企業を中心として、民間のコンサルタント

会社の助言を受けて対応を行うところも増

加傾向にあるが、そうした業者の質に関わ

る問題も生じて来ており、良質な業者に対

する雇用省によるラベリング制度の創設が

検討されている。 

 

ウ 効果 

 ・保健省管轄下の国立公衆衛生監視研究

所（L'Institut de veille sanitaire (InVS)）

による調査が行われているとの情報がある

が、調査未了。 

 

エ 図られている対応 

 不明 

 

 

（６）アメリカ 

ア 背景 

・１９６０年代後半、アメリカでは、

deinstitutionalization（施設に収容された

精神障害者を社会的に包摂すること）が開

始され、以後、メンタルヘルスのためのス

トレス・ケアは、主にコミュニティ・レベ

ルで行われるようになった。 

・昨今は、アメリカでも、メンタルヘル

スという用語は、単なる精神疾患対策の枠

を超え、自己効力感、行動、社会生活、職

業生活などに関わる幅広い意味で理解され

るようになって来ており、行動科学の一環

との理解も進んでいる。その意味で良好な

メンタルヘルス状態にある国民は約１７％

に過ぎず、うつ（depression＊「うつ状態」

か「うつ病」か判然としないが、前者を指

すものと察せられる）が拡大し、全国民の

約２６％に何らかの影響を及ぼしていると

試算されている。 

 ・アメリカの職場のメンタル・ストレス

にかかる主要な問題は、①職場暴力の顕在

化、②欠勤の急増、③雇用不安である。ス

トレスにより欠勤する労働者数は毎日 100

万人に及び、約 50％以上の労働者が雇用に

関して不安を覚えている、とのデータがあ

る。 

 ・NIOSH（国立労働安全衛生研究所）は、

１９８３年に、リスクの重大性や予防の可

能性などの観点から労災・職業病のランク

付けを行ったが、精神障害はその１０位に

ランクされていた。その典型は、ノイロー
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ゼ、パーソナリティ障害、アルコール中毒、

薬物依存などであったが、業務上のメンタ

ル・ストレスは、労働安全衛生上の重要な

取組課題と位置づけられた。 

 ・また、１９８０年にアメリカ労働省が

議会に提出した報告書では、精神障害を含

めた職業病は、労災補償給付の受給による

逸失利益の回復が困難で、それが故に損害

賠償請求訴訟が生じたり、その他の社会保

障給付等でカバーされる（かそれすら困難

な）場合が多く、重要な取組課題であると

の認識が示されていた。 

 ・アメリカでは、８０年代、ホワイトカ

ラー労働者の増加と共に、精神障害による

労災補償請求件数が増え、メディアの報道

もあって、メンタル・ストレスに関心が集

まるようになった。労災補償では、民間の

団体医療保険のような支給制限や一部負担

金がないこと、労災保険のプロバイダー自

身が請求を奨励したこと、労災補償法をリ

ベラルに解釈し、作業関連ストレスによる

疾患を対象に含める司法判断が出て来たこ

となども、請求件数の増加を後押しした。 

 これに対して、州の中には、立法措置に

より、差別的、精神的な害意を持つ等に該

当しない真正な人事上の措置（配転、昇進、

降格、解雇など）については、補償対象か

ら外すところが出て来た。その背景には、

①国際競争や経済的低迷によるレイオフや

工場閉鎖はやむを得ない、②ベビーブーマ

ー世代は、その前の世代と異なる期待をし、

結果的にストレス脆弱性が高くなっている、

③組合の機能低下により、職場でメンタル

ストレスを抱える者への適切な対応ができ

なくなって来ている、等の認識があった。 

 その結果、労働者は、使用者を相手方と

する労災民事損害賠償請求や、違法解雇を

理由とする損害賠償請求を提起するように

なった。他方で、労災補償請求も増加し続

けており、こうした状況は、現在の日本の

状況によく似ている。 

 ・９０年代後半には、ダウンサイジング、

レイオフ等により大量の人員削減が行われ、

雇用不安から多くの労働者がストレスを感

じるようになり、特に白人男性の自殺率が

上昇した。また、ベトナム・シンドローム

やイラク解放作戦に参加した兵士の精神疾

患や自殺の問題も継続していたが、空軍の

自殺予防対策（コミュニティ・アプローチ）

により、多くの者が救済された。 

 ・１９９９年には、ゴア副大統領夫人

（Tipper Gore）が、アメリカ史上初めて、

ホワイトハウスでメンタルヘルス会議

（White House Conference on Mental 

Health）を開催した。 

 ・２００２年、ジョージ・Ｗ・ブッシュ

大統領がメンタルヘルス委員会（The New 

Freedom Commission on Mental Health）

を設立した。翌年、同委員会より大統領宛

に提出された報告書で、メンタルヘルスの

目的は、疾病障害の治癒ではなく、会社や

社会への復帰であり、その実現のため、政

府機関は省庁・自治体の壁を越えて連携し、

また、さまざまな専門分野の医師、精神科

医、心理職、ソーシャル・ワーカー、ＥＡ

Ｐなどのメンタルヘルス・プロバイダーも、

連携を深め、個々人に合わせたプランを作

成して対応する必要がある旨が示された。 

 この報告書をもとに、様々なメンタルヘ

ルス関連団体が「メンタルヘルス改革キャ

ンペーン」を実施し、２００４年若者の自

殺を防止するための法律（the Garrett Lee 
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Smith Memorial Act（GLSMA））、２００

７年退役軍人の自殺を防止するための法律

（ the Joshua Omvig Veterans Suicide 

Prevention Act（JOVSPA））など、複数の

メンタルヘルス対策法の制定に至った。 

 ・アメリカでは、２００７年段階で、自

殺者は年間３４，０００人以上にのぼり、

人口１０万人当たり１１．３人に達してい

た。中でも若年者の自殺が多く、１５～２

４歳の若者の死亡理由の３番目、大学生の

２番目に位置していた。 

 ・アメリカでも、メンタルヘルス問題に

関するスティグマ意識は強く、精神科医や

セラピストへの受診には抵抗感を持つ者が

多かったが、対策の一環として、２００８

年にセキュリティ・クリアランスに関する

法規定が改定され、心神喪失者でも原則と

して国家の重要機密にアクセスすることが

認められるようになった。 

 ・前述したように、アメリカに特徴的な

現象として、労災死亡事故に占める職場暴

力、とりわけ殺人件数の多さが挙げられる。

労働統計局（BLS）の致死的業務上傷病セ

ンサス（Census of Fatal Occupational 

Injuries（CFOI））によれば、２０００～２

００９年にかけて毎年平均５９０人の殺人

が発生し、業務関連死亡災害の４位、２０

０９年の女性の職場での死亡災害の１位は

殺人であった。また、毎年平均１５，００

０件以上の非致死的な傷害が報告されてお

り、被害者の１９％が法執行官、１３％が

小売業、１０％が医療関係労働者であった。 

 

イ 特徴 

・アメリカには OSHA（アメリカ労働安

全衛生法）があり、その中に一般的義務条

項も規定されているが、同条項を含め、全

条項が、基本的に職場における身体的なリ

スクを射程としており、メンタルヘルスへ

の適用は予定されていない（ただし、２０

１１年９月８日には、同国において深刻な

職場暴力の問題について、一般的義務条項

の下での執行を前提に、「職場暴力の調査ま

たは監督の執行手順（OSHA Directive CPL 

02-01-052(2011,September 8). 

Enforcement Procedures for 

Investigating or Inspecting Workplace 

Violence Incidents）」が発令されている）。 

・OSHA では、日本でいう一般健診の定

めはなく、特殊健診の一部に相当する制度

が定められているに過ぎない。また、産業

医の選任を義務づける規定もない。その理

由の１つは、同法の規制行政的性格にあり、

基本的に各州で設定された安全衛生基準を

監督官による臨検と罰則により履行確保を

図る仕組みを採っている。それゆえに、産

業医制度はもとより、自主的な安全衛生の

確保を求める内容に乏しい。また、同法に

基づく私訴権（private cause of action）も

認められていないため、民事の領域で同法

の規定を緩やかに解釈するような司法判断

も下され得ない。 

・他方、OSHA を離れた一般的な

negligence（過失の不法行為）による訴訟

等でも、精神的苦痛を導く職場のいじめ等

についてさえ、使用者責任が殆ど認められ

ていない。２００３年以降、いじめに対す

る使用者責任を強化する法案（the Healthy 

Workplace Bill）が２４の州で提出されて

いるが、立法化された例はない。 
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＜労災補償法関係＞ 

 ・労災補償は、あくまで事後的な措置な

ので、予防に直接的には関わらない。また、

アメリカでは、日本のように、精神障害で

労災認定が下りると、企業のブランド・イ

メージが毀損されるといった事情は殆どな

い。州により異なるが、彼国の労災補償制

度は、州法によりその枠組みを決定される

一方、その財政と運用は、①州基金、②使

用者の加入する私保険、③（災害リスクが

少ない事業など例外的な場合に限り）労働

者自身が加入する自己保険（self-insurance）

に委ねられ、基本的に民間ベースで運営さ

れているからである。また、彼国の労災補

償制度は、州により千差万別であり、一概

に論じられない。 

 それでも、メリット制が前提となってい

る場合が多く、精神障害の労災認定は、使

用者にも一定の不利益をもたらすため、そ

の認定基準は、予防にも間接的な関わりを

持つ。 

 ・各州のメンタルに関する労災補償申請

は、次の３種類に大別される。 

 ① フ ィ ジ カ ル － メ ン タ ル 請 求

（physical-mental claims）：いわゆる外因

性精神障害についての労災補償請求。身体

的外傷による精神症状による労働不能等を

請求原因とするもの。 

 ② メ ン タ ル － フ ィ ジ カ ル 請 求

（mental-physical claims）：メンタルな刺

激によって身体的疾患が惹起されたことを

原因とする労災補償請求。長時間労働によ

る心筋梗塞などが該当する。 

 ③ メ ン タ ル － メ ン タ ル 請 求

（mental-mental claims）：メンタルな刺激

によって精神的な障害が惹起されたことを

原因とする労災補償請求。業務上のプレッ

シャーによる慢性的なうつ症状などが該当

する。 

 このうち①②は、全ての州で補償対象と

しているが、③を対象とする州は２０１２

年１月時点で１８州にとどまる。その１８

州の中にも、（ア）短時間内の突然の出来事、

（イ）同等の職場で働く労働者と比較して

甚大で異常なストレス、（ウ）職場のストレ

スが精神障害の主たる原因であること、（エ）

仕事のストレスが真正な人事上の措置（訓

練、職務評価、配転、レイオフ、降格、解

雇など）により引き起こされたものでない

こと、（オ）医師免許を持った精神科医か心

理学者の証明があること、（カ）身体的症状

を伴うこと、等を認定の要件とするところ

がある。 

 また、原則として③を補償対象としない

州の中にも、業務遂行中に生じたレイプ、

暴力的な犯罪被害などを例外的に補償対象

とする州もある。 

 

＜ADAと労災補償法の関係＞ 

 ・ADAの詳細は、次項（６）に記載の通

りだが、労災補償法との関係について、以

下の点が特筆される。 

 ・労災補償法上の労働不能給付

（disability benefit）を受ける者は、合理

的配慮があれば、あるいはなくても、原則

として、職務の本質的機能を遂行できる個

人（適格性を持つ障害者）（ADA 第１０１

条(8)）の条件を充たさないと解され、ADA

の適用を受けない。 

 ・ただし、ADAの前身であるリハビリテ

ーション法については、たとえ労災補償が

認められても、同法所定の障害者差別に基
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づく損害賠償請求は可能とする判例がある

（ Johnson v. Sullivan,764 

F.Supp.1053(D.Md.1991)）。また、労災に

よって障害者となった労働者は、労災補償

を得られるだけでなく、ADAの適用条件を

充たせば、合理的配慮として、職場復帰措

置を請求することもできるが、仮に使用者

が正当な理由なく当該措置を拒めば、同法

に基づく損害賠償を請求できることになる。 

 

＜FMLAと ADAの関係＞ 

 ・FMLA（家族・医療休暇法）は、日本

でいう育児・介護休業法と組織が任意に設

ける疾病休職制度の内容を併せ持った法律

である。具体的には、①出産・育児、養子

の養育、②重度の（：３日以上の休暇取得

により認められる）傷病を被った配偶者、

近親者の世話、③労働者自身の深刻な健康

状態（：入院治療または医療介護機関によ

る継続的治療が必要な状態）により、労働

不能に至った場合に、１２か月以上の雇用

期間、前年に１２５０時間以上の就労の条

件を充たす労働者に、最長１２週／年の無

給休暇を保障する規定を置いている。労働

者が休暇開始前から団体保険に加入してい

れば、使用者は、当該休暇期間中の保険金

（＊保険料の趣旨か要確認）負担を維持せ

ねばならないが、労働者が職場復帰しない

ことが明らかになった時点で、保険給付が

停止される。休暇の取得方法は、連続的取

得、断続的取得、軽減労働日程に合わせた

取得のいずれも可能である。 

 休暇を経て、労働者の職場復帰が可能に

なれば、原則として、休暇前に就いていた

ポストに復職できるが、それが廃止又は改

変された場合、それと同様のポストか、そ

れと同等（：同じ賃金・手当、その他の労

働条件）のポストに復職できる。 

 ・FMLAと ADA の関係は以下の通り。 

 ア ADAでは、使用者は、たとえ労働者

が同法の定める合理的配慮等を求める場合

にも、職務に関連し、業務上の必要性に合

致することが立証される場合でなければ同

人の障害を調査することはできないが、

FMLAでは、労働者が同法に基づく休暇を

取得しようとする場合、その必要性を証す

るヘルスケア・プロバイダーの診断書の提

出を求めることができる。 

 イ ADAでは、使用者に過度の負担を強

いるものでない限り、合理的配慮の一環と

して、労使間で決められた期間、休暇の取

得が認められるが（いったん決定した期間

の満了後の延長も可能）、FMLA では、任

意の１２か月間に最長１２週間の無給休暇

を、連続的、断続的または軽減労働日程で

取得する権利が付与される一方、追加給付

は認められない。他方、FMLAでは、家族

等の看護・介護のための休暇取得を認めら

れるが、ADAでは認められない。 

 ウ 休暇後の復職については、ADAでも、

合理的配慮の一環として、従前のポストの

確保が過度の負担に当たらない限り、当該

ポストかそれと同様ないし同等のポストに

復帰する権利が付与されるが、あくまで使

用者側の過度の負担がかからない範囲に限

られる。 

 

＜メンタルヘルス・パリティ法＞ 

 ・アメリカには、高齢者医療保険として

のメディケア（Medicare）、低所得者層向

け医療保険としてのメディケイド

（Medicaid）などはあるが、全国民を対象
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とする社会保険としての医療保険制度がな

く、各企業が従業員福利厚生施策の一環と

して、労働者とその家族を対象に民間保険

会社と団体保険契約を締結し、医療保障サ

ービスを提供する例が殆どである。 

 ・１９９６年には、精神疾患罹患者に対

して身体疾患罹患者等と同様の医療保険給

付の保障を図るため、９６年メンタルヘル

ス・パリティ法（MHPA : the Mental 

Health Parity Act of 1996）が制定され、

１９９８年に発効したが、以下の通り、そ

の内容は、必ずしもその目的に沿うもので

はなかった。 

 ア メンタルヘルス・プログラムを一般

的なヘルス・プランの一環として取扱い、

団体医療保険の給付パッケージにメンタル

ヘルスを含める必要も規定していなかった。 

 イ 団体医療保険につき、従業員数５０

人未満の企業への適用を免除していた。 

 ウ 同じく、精神疾患罹患者への給付に

特別な制限を設けることを禁止していなか

った。 

 エ 同じく、精神疾患罹患者のみを対象

に、医療受診の回数、年間給付金額、生涯

給付金額に制限を設けていた（精神疾患に

対する典型的な年間給付限度額は 5,000 ド

ル、生涯給付限度額は 50,000ドルだったが、

身体疾患の場合、年間給付に上限はなく、

生涯給付でも 100 万ドルまで許容されてい

た）。 

 ・９６年MHPA は、サンセット条項（＊

当該法律について、一定期間ごとに適否を

審査し、廃止か続行かを決する旨の条項）

により６回延長された後、２００１年９月

３０日に廃止された。 

 ・しかし、２００８年になって、ジョー

ジ・Ｗ・ブッシュの尽力により、MHPAよ

り保障内容を拡大するメンタルヘルス・パ

リティ・依存症衡平法（the Paul Wellstone 

and Pete Domenici Mental Health Parity 

and Addiction Equity Act（MHPAEA））が

制定された。同法は、リーマン・ショック

を契機とする金融危機対策のために制定さ

れた「金融安定化法（ the Emergency 

Economic Stimulus Act）」の一部であり、

従来、上掲のようにさまざまな制限が付さ

れていた精神疾患対象の保険の保障レベル

を、控除、自己負担、私費負担、自己保険、

適用される入院、外来受診など、まさにさ

まざまな面で身体疾患と同レベルに引き上

げさせると共に、メンタルヘルス（不調者）

に対する偏見と差別の抑制に国家として取

り組むことを宣言した点に意義がある。 

 

＜医療費負担適正化法＞ 

 ・オバマ政権下の２０１０年３月に、患

者保護および医療費負担適正化法（the 

Patient Protection and Affordable Care 

Act（PL 111-148））にヘルスケア及び教育

負担抑制調整法（the Health Care and 

Education Reconciliation Act of 2010（PL 

111-152））を上乗せして成立した法律であ

り、一般にヘルスケア改革法と呼ばれてい

る。 

 ・同法は、国民の大半に医療保険への加

入を義務づけると共に、 

 ①零細企業の労働者や自営業者など企業

保険に加入できない者も、新設される保険

市場（Exchange）から加入できる体制をつ

くること、 

 ②持病や重病、性別等を理由に保険加入

や契約更新を拒否されないようにすること、 
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 ③医療業界が医療の質の向上とコスト削

減のための措置を講じるようにさせること、 

 等を定めている。 

 ・同法制定の背景には、 

 ア 医療費高騰と景気後退を背景とする

企業の保険離れと約５０００万人にのぼる

保険未加入者の発生、保険加入者の負担増

加（「隠れた税金（Hidden Tax）」問題の深

刻化）、 

 イ 予防医療を軽視する傾向の拡大、 

 等の事情があった。 

 ・この法律の制定に際しては、２６の州

や、個人企業全国連合等が違憲訴訟を提起

し、２つの州連邦地裁が違憲判決をだした

が、２０１２年６月１８日の連邦最高裁判

決は、裁判官５対４の僅差で合憲とした。

４名の裁判官は、医療保険に加入しない者

への罰則について、州際通商条項違反とし

たが、長官を含む５名は、税負担とみなし、

合憲とした。 

 

＜民間の制度～EAP～＞ 

 ・アメリカでは、労災補償制度を筆頭に、

他国では公的制度となっているものも、民

間に委ねられていることが多い。日本でも

その役割と存在感を増しつつある EAP が、

アメリカ発祥であることはよく知られてい

るが、現在のアメリカの EAPは、日本であ

れば精神保健福祉センター、保健所、独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

傘下の都道府県障害者職業支援センター、

イギリスであれば Jobcentre Plusなどが果

たしている役割の多くを担っている。 

 ・アメリカの EAP は、１９４０年代に、

労働者のアルコール問題への対応のニーズ

から生まれ、アルコール中毒や薬物依存問

題への対応を主な業務として拡大して来た。

６０年代には、職務のパフォーマンス障害

全般に焦点が移り、８０年代中頃から、諸

障害発生の前段階での予防を図るウェルネ

ス・プログラムの策定と実施にも取り組む

ようになった。現在の EAPは、通例、フル

タイムの従業員を対象に、職務に関連する

諸種の支援を行っており、その範囲は、抑

うつ、ストレス、不安、摂食障害から、キ

ャリアに関する困難、結婚・家族、家計、

エイズ・がんなどの医療、その他の法律関

連問題など多岐にわたる。ただし、セクシ

ュアル・ハラスメントの問題は、一般に、

EAP ではなく、HR（人事労務）が対応す

べき課題と捉えられている。うつ

（depression）については、EAPが直接診

断する場合もあるし、医師の診断を前提に

個人・グループでのカウンセリングを施す

場合もあるが、基本的には、原則として本

人の健康保険プランに従い、医療受診を勧

める。特に自殺念慮がうかがわれる場合に

は、直ちに医療機関にリファーする。 

 ・一例として、ボストンのパートナー・

ヘルス・ケアは、身体障害、家族の介護資

源、家庭内暴力、性的暴行、高齢者介護、

母乳サポート、子育て、一般的な人間関係

なども業務範囲に含めている。 

 ・EAP の主なスタッフは、Ph.D 等の学

位を有する心理学の専門家だが、産業医が

そのサービスに関与する例も多い。 

 ・なお、EAPの品質保証を図る動きもあ

る。たとえば、 Journal of Workplace 

Behavioral Health : Employee assistance 

practice and research を刊行している従業

員支援サービス協会（ the Employee 

Assistance Trade Association）は、１９８
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５年に EAP プロバイダー基準を策定する

ために設立された団体である。また、北ア

メリカ EAP 事業者協会（the Employee 

Assistance Society of North America

（EASNA））は、２００１年に、認定基準

協会（the Council on Accreditation）と協

力し、基準による認定を開始し、現在まで

に６０近い EAP プログラムを認定してい

る。 

 ・２０１１年段階での北アメリカ EAP事

業所協会の調査によれば、同協会傘下に８

００のグループ会員があり、アメリカ国内

で３１４０万人、国外を併せると計４６１

０万人の労働者をカバーしているという。 

 

ウ 効果 

・不明 

 

エ 図られている対応 

・イで示したもの。 

 

 

（７）アメリカ（障害者差別禁止法関

係） 

ア 背景 

・（６）で述べたように、アメリカでは、

デンマークやイギリスのように、作業関連

ストレス対策のための法に基づく体系的な

制度は存しない。 

・しかし、世界で初めて包括的な障害者

差別禁止法を制定した国として、その領域

での法規定や法理を大きく発展させて来て

おり、メンタルヘルス不調者対策の一部（主

として２次・３次予防面）をカバーするま

でに至っている。 

 すなわち、同国の障害者差別禁止法は、

１９１８年のスミス・シアーズ法

（Seare-Smith Veterans’ Rehabilitation 

Act）に淵源を持ち、当時は傷痍軍人を対象

に職業訓練や教育を提供することを主な目

的としていたが、１９２０年のスミスフェ

ス法（Smith-Fess Act）により、身体障害

を持つ全てのアメリカ人に対象が拡大され、

４３年の改正で精神障害者・知的障害者に

も拡大された。しかし、障害者の職業訓練

とカウンセリングを主な目的としていたた

め、むしろ社会的分離に繋がり易い面があ

った。 

 その後、公民権運動とそれを経て制定さ

れた１９６４年公民権法は、障害者の自立

運動の拡大にも影響を及ぼし、１９７３年

リハビリテーション法（Rehabilitation Act 

of 1973）や、その後の１９９０年障害を持

つアメリカ人法（ADA）の制定にも一定の

影響を及ぼした。 

 うち１９７３年リハビリテーション法は、

連邦政府と同政府から財政補助を受ける計

画や事業につき、適格性を持つ障害者の参

加の自由の剥奪、利益の享受の否定、差別

を禁止したほか（同法第５０４条）、連邦政

府に対し、適格性を持つ障害者の採用、配

置、昇進などにつき積極的差別是正措置

（Affirmative Action）を義務づけ（第５０

１条）、さらに、連邦政府と１万ドルを超え

る契約を締結する民間企業に、適格性を持

つ障害者の採用、昇進について積極的差別

是正措置を義務づけた（第５０３条(a)）が、

その射程は非常に狭かった。 

そこで、全米障害者評議会（NCH（現在

は NCD））は、１９８６年に「自立に向け

て」と題するレポートにより、包括的な障

害者差別禁止法の制定に向けた提言を行い、
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１９８８年には、「自立の入口」と題するレ

ポートにより、障害を理由とする差別の禁

止 と 合 理 的 配 慮 （ reasonable 

accommodation）の義務づけ等の提言を行

い、これらが草案となって１９９０年 ADA

が制定された。 

 また、ADAの制定過程では、障害者の隔

離・差別の実態が再確認され、それらが、

①数十億ドルの不要な国家的コスト負担、

②貴重な労働力の喪失、等に繋がっている

ことと、それらへの対策の必要性が強調さ

れた経緯がある。 

 ・メンタルヘルス対策に関連するその他

の差別禁止立法として、２００８年に、使

用者が従業員・応募者の遺伝子情報を得る

ことを原則として禁止し、遺伝子情報に基

づく差別を雇用の全局面において禁止する

遺 伝 子 情 報 差 別 禁 止 法 （ Genetic 

Information Nondiscrimination Act of 

2008）が制定されている。 

 ・同じ２００８年に ADAが改正され、現

在の ADAは、２００８年 ADAとなってい

る。この改正は、１９９０年 ADAの制定以

後、裁判所が同法における障害者の範囲を

狭く解釈する傾向に対して寄せられていた

批判に対応することを主な目的としていた。 

 

イ 特徴 

・上記の経緯から、ADAの下では、メン

タルヘルス不調者も、①労働力として活躍

することが期待され、②その障害ゆえに職

務遂行上支障がある場合には、その障害を

取り除くための「合理的配慮」の提供が使

用者に求められる。 

 ・ADAおよび遺伝子情報差別禁止法の施

行規則やガイドラインを策定し、差別の救

済窓口となって実際に救済にあたるのは、

雇用機会均等委員会（EEOC：Equal 

Employment Opportunity Committee）で

あり、議会上院の助言と承認を得て大統領

の任命を受けた、各種の差別問題について

専門的な知識経験を持つ５名の委員から構

成されている。スタッフ数は約２４００名

で、ワシントン DC の本部のほか全米に５

３の支部を持つ。 

 ADA を含め、EEOC が取り扱う連邦法

（リハビリテーション法、１９６３年同一

賃金法、１９６４年公民権法第７編、１９

６７年雇用における年齢差別禁止法、１９

９１年公民権法第７編及び GINA）につい

ては、EEOC による調整前置主義が採られ

ており、訴訟の前に EEOC への申立

（charge）がなされなければならない。こ

こで調整が成立すれば、申立人・被申立人・

EEOC の三者間で拘束力を持つ書面が締結

されるが、成立しない場合、EEOC が自ら

原告となって訴訟を提起することができる。

申立人は、①EEOC が訴訟を提起しない場

合、②EEOC が申立を却下した場合、③申

立後１８０日を経過した場合、EEOC から

訴権付与通知（notice of rights to sue）を

受け取り、裁判所に訴訟を提起することが

できる。 

 ・ADAの適用対象となる障害者の範囲に

ついて、同法は、９０年法、０８年法共に、

第３条(1)において、(A)その人の１つ以上の

主要な生活活動を実質的に制限する身体的

又は精神的機能障害があること、(B)そのよ

うな機能障害の記録があること、(C)そのよ

うな機能障害をもつとみなされること、の

「いずれか」を障害と定義して来た。 

 (C)から明らかなように、ここでは、実際
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の機能障害の有無にかかわらず、機能障害

と認識された者も障害者と解され、したが

って差別を禁止される。 

 ・現行の０８年法は、９０年法とは異な

り、「読むこと、集中すること、考えること、

コミュニケーションをとること」などを主

要な生活活動の一環と規定し（第３条

(2)(A)）、実質的にその範囲を拡大した。０

８年の法改正後に策定された ADA 施行規

則§1630.2(1)(i)も、「座ること、手を伸ば

すこと」と共に、「他者と交流すること」が

主要な生活活動に含まれると規定した。ま

た、法でも規則でも、これらはあくまで例

示列挙に過ぎないと強調されている。 

 精神障害との関係では、これらの活動の

ほか、９０年法時代から規定されていた「自

分自身の世話をすること」、「話すこと」、「手

作業をすること」のほか、０８年法で加え

られた「眠ること」などが実質的に制限さ

れる主要な生活活動に該当する可能性が高

い。 

 ・０８年法は、９０年法とは異なり、障

害の定義について、第３条(4)で以下の解釈

ルールを規定した。(A)障害の定義は広範囲

の個人に有利となるよう、ADAの文言上許

される最大限になされるべきこと、(B)「実

質的に制限する」の解釈は、国家が差別を

なくすための明確で包括的な命令を発する

等の目的に沿うよう解釈されるべきこと、

(C)（省略）、(D)時々生じるか寛解期にある

機能障害でも、発症時に主要な生活活動を

制限する以上、障害に該当すること（＊こ

れにより、フラッシュバック等により主要

な生活活動に相当程度制限を受けることが

ある PTSDのほか、うつ病・てんかん等の

罹患者が障害認定を受ける可能性が拡大す

ると解される）、(E)軽減措置による改善効

果（※精神障害の場合、服薬による（一時

的な）症状緩和等の改善効果等が該当する

と解される）を考慮しないこと。 

また、新たな ADA 施行規則§1630.2(j)

は、すべての機能障害が本法にいう障害に

当たるわけではないが、一般人口の殆どの

人びとの能力と対象者の能力を比較する際、

科学的、医学的又は統計的な証拠を用いる

必要はないことなどを規定している。 

・EEOCの「精神障害ガイドライン」は、

ADA 第３条(1)(A)における精神的機能障害

に該当する例として、以下のものを挙げて

いる。 

①うつ（major depression）、②躁うつ

（bipolar disorder）、③不安障害（anxiety 

disorder）：パニック障害、強迫神経症、

PTSD を 含 む 、 ④ 統 合 失 調 症

（schizophrenia）、⑤パーソナリティ障害

（personality disorder） 

ただし、違法な薬物使用による精神的な

機能障害は、ADAの保護する障害の定義か

ら除外されると解されていることから、文

言解釈に法理論的な価値判断（＊この場合

は刑事法上の「原因において自由な行為」

に類似する考え方）が介在することを看取

できる。 

また、これらの疾病類型に該当しても、

それ（ら）によって１つ以上の主要な生活

活動が実質的に制限されなければ同法にい

う障害には該当しない。 

「実質的な制限」の有無は、０８年法と

施行規則上、①制限の程度と②期間の長さ

を参考に判断されるとされており、EEOC

のガイドラインでは、生活活動の制限が数

ヶ月以上継続することが必要とされている。
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しかし、前掲の第３条(4)(D)との関係上、問

われるのは症状の継続期間自体の長短では

なく、あくまで生活活動の制限の長短であ

ることに留意する必要がある。 

 ・EEOCのガイドライン（「精神障害ガイ

ドライン」）に掲載されている精神障害に関

わる生活活動ごとの判断規準は以下の通り。 

 ①他者との交流：同僚や上司と仲が悪い

のみでなく、常に敵対的関係にある、社会

的引きこもりである、必要なコミュニケー

ションがとれない等の深刻な問題が必要。 

 ②集中すること：長時間会議での疲労に

よる一時的なものではなく、不安障害によ

り集中できず、細かいミスを繰り返し、注

意を受けても改まらない等の状況が該当す

る。 

③睡眠：精神的機能障害による場合にも、

寝付きが悪い、時々充分な睡眠がとれない

だけでは不充分であり、PTSD により数ヶ

月にわたり睡眠薬なしではわずかしか寝ら

れない場合や、うつ病により数か月間１日

に２、３時間しか寝られない場合等が該当

する。 

④自分自身の世話：平均人と比較して、

起床、入浴、着替え、食事の用意と摂取な

どの基本的活動が困難な場合が該当し、う

つ病により睡眠過多となり、基本的行動が

取りにくくなる場合も含まれ得る。 

 ・ADAにおいて差別禁止対象となるのは、

合理的配慮があれば、あるいはなくても、

職務の本質的機能を遂行できる個人（適格

性を持つ障害者）（第１０１条(8)）に限られ

る。使用者が、学歴、熟練、経験等の職務

に関連する基準を設定している場合、障害

の有無にかかわらず、その基準を充たさな

ければ、適格性を欠くことになる。 

 ・ADA 第１０２条(a)は、「いかなる適用

対象事業体も、応募手続き、労働者の採用、

昇進、解雇、報酬、職業訓練、並びにその

他の雇用上の規定、条件及び特典に関して、

適格性を有する人を障害を理由として差別

してはならない」と定め、雇用の全局面に

おける差別を禁止している。ADA施行規則

§1630.2(1)も、同法により禁止される行為

には、「採用拒否、降格、休職命令、解雇、

ハラスメント、その他の労働条件に関する

不利益取扱い等」が含まれるとしている。 

 ・ADA 第１０２条(b)は、同条(a)が規定

する差別に該当する例として、以下の７例

（要約）を列挙している。 

 (1)障害を理由として、応募者や労働者の

地位や機会に不利となる方法で制限、分離

又は分類すること。 

 (2)適格性を持つ障害者を差別するような

契約その他の取り決めや関係に参加するこ

と。 

 (3)障害者等の差別につながったり固定化

させる管理上の基準、判断規準、方法を用

いること。 

 (4)適格性を持つ個人が関わっている個人

が障害を持っていること（の認識）を理由

に、その者（適格性を持つ個人）に均等な

職務や特典（付加給付等）を付与しないこ

と。 

 (5)(A)労働者または応募者であって、（そ

うした制約がなければ適正に業務を遂行で

きるという意味で）適格性を持つ、認識さ

れた（known）障害者の身体的または精神

的制約に対して合理的配慮を行わないこと、

ただし、その配慮の提供が、使用者の事業

の運営にとって過度の負担を課すことを使

用者が証明できる場合はこの限りではない。
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(B)合理的配慮を提供する必要があること

を理由に、適格性を持つ障害者である応募

者や労働者の雇用機会を否定すること。 

 (6)障害者やその集団を排除するような適

格性審査基準、試験等の選考基準を用いる

こと。ただし、業務上の必要に基づくこと

等を事業側が証明できる場合は該当しない。 

 (7)感覚、手作業、発話機能等の障害を持

つ労働者などを対象とする試験の実施に際

して、測定を目的とする技能、適性などの

要素が最も効果的に測定されるような方法

を用いないこと。 

 ・以上の第１０２条(b)(1)～(7)のうち、(1)

～(4)と(7)がいわゆる直接差別（≒差別的取

扱い（disparate treatment））、(6)がいわゆ

る間接差別（≒差別的インパクト

（disparate impact））に関する規定と解さ

れている。また、以上のうち(5)が、（実質的

に）使用者に合理的配慮の提供を義務づけ

ると共に、過度な負担による免責を認める

規定と解されている。 

 ・ADA 施行規則§1630.4(b)は、障害の

ない人による逆差別の申し立てを認めない

旨規定している。 

 ・ADAの定める合理的配慮は、もとは１

９７２年の公民権法第７編改定時に、従業

員の宗教上の行為に安息日を付与するなど、

積極的な配慮をなすべき定めが設けられた

ところに法律上の起源があるが、そこでは

最小限のコストの範囲内を超えるものは過

度な負担と解されていた。しかし、ADAの

下では、最小限以上のコストを課す概念と

して再構成された。 

 ・ADA 第１０１条(9)では、(A)にバリア

フリー等の施設上の物的な配慮が規定され、

(B)に「職務の再構成、労働時間の短縮、勤

務割の変更、空席の職位への配置転換、機

器や装置の購入・改良、試験・訓練材料・

方針の適切な調整・変更、資格をもつ朗読

者や通訳の提供、および個々の障害者に応

じた他の類似の配慮」が例示列挙として規

定されている。 

 ・合理的配慮の要請は、原則として応募

者や労働者側からなされねばならないが、

根拠法や意味づけ（＊合理的配慮として）

を伝える必要はなく、理由と要望事項を端

的に伝えることで足りる。ただし、精神障

害者の場合、自身の障害について認識がな

かったり、合理的配慮の必要性や如何を使

用者に伝達することが困難な場合もあるの

で、使用者側に精神障害罹患に関する認識

がある場合、使用者側に「相互関与プロセ

ス（interactive process）」の中で措置内容

を特定するなどの積極的な働きかけを求め

る判例もある。 

 ・合理的配慮は、現実に障害を持つ人

（ADA 第３条(1)(A)）と、障害の記録を持

つ人（ADA 第３条(1)(B)）であって、適格

性を持つ人に対して求められるが、障害を

持つとみなされた人（ADA 第３条(1)(C)）

に対しては求められない（＊実質的に不要

の故と解される）。 

 ・使用者が指定医への受診を求めること

は、職務関連性と業務上の必要性がある場

合にのみ許される。 

 ・ADA の定める過度な負担は、「著しい

困難又は費用を要する行為」を指し、配慮

の性質及び費用、使用者の財政状況、従業

員数、使用者の事業の種類等、多様な基準

により判断される（ADA第１０１条(10)）。 

 ・合理的配慮のコストに対する直接的な

公的援助の制度はないが、企業規模により、
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年間５０００ドル以内の税額控除などの優

遇措置制度がある。 

 ・精神障害者に対する典型的な合理的配

慮について、EEOC の精神障害ガイドライ

ンには、以下のような例が記載されている。 

 ①労働時間の短縮、勤務スケジュールの

変更、休暇の付与 

 有給休暇や追加的な無給休暇の付与、服

薬等で午前中の集中力が低下する場合の出

勤時間の遅めの時間への変更など。 

 ②職場環境・設備の変更 

 個室やパーテーションの付与、ヘッドフ

ォンの着用を認めること、集中力を欠く者

には会議の際に録音を認めることなど。 

 ③職場のルールの修正 

 水分補給のための短時間の休憩を１時間

に１回認めることなど。 

 ④ジョブコーチの提供 

 一時的にジョブコーチを障害者に付ける

ことなど。 

 ⑤配置転換 

 配置転換が合理的配慮となるのは、現職

での合理的配慮が使用者にとって過度の負

担となるか不可能な場合に限られる。また、

使用者が配転義務を負うのは、配転先が空

席の場合に限られる。 

 ・精神障害者の服薬管理は職場特有のバ

リアを取り除くことに当たらず、合理的配

慮とはいえない。 

 ・ADAに関する従前の判例は、障害者認

定に関するもので、かつ原告敗訴となるも

のが多かったが（＊２００９年に各巡回区

控訴裁判所に提訴された ADA に関する訴

訟４５４件（ただし、障害者認定に関する

ものに限られない）のうち、障害者側が勝

訴した件数は９件。精神障害者に限ってみ

ると、同年の訴訟７９件のうち障害者側勝

訴は０件であった）、合理的配慮に関するも

のも一定数存在する（＊林弘子報告Ⅳでは、

ADA施行後１０年間は、障害の定義の範囲

に争点が集中していたが、最高裁（U.S.Air 

Ways,Inc.v.Barnett,535 U.S.391(2002)が、

その点を明確化して以後は、合理的配慮の

内容に争点が移行していると指摘されてい

る ）。 例 え ば 、 Ralph v. Licent 

Technologies,Inc.,135 F.3d 166(1st 

Cir.1998)は、同僚からのセクハラにより精

神疾患に罹患して休職した原告が、合理的

配慮として復職後の短時間勤務を求めた事

案で、当該措置を合理的配慮として認めた。

他方、Mobley v. Allstate Ins.Co.,531 F.3d 

539(7th Cir.2008)は、睡眠障害を伴う神経

性疾患に罹患した原告が、個室での勤務や

始業時間の遅延等を認められた他に、在宅

勤務等の配慮を求めた事案で、そこまでの

措置を講じる必要はないとした。過度な負

担について定める ADA 第１０１条(10)と

の関係からか、一般に、低コストで済む措

置は認められ易い傾向があるようだが、疾

病罹患の背景（業務上外）などが考慮され

ている可能性もある。 

 ・ADAと予防理論（１次予防から３次予

防）の関係を整理すると、以下のように言

える。 

 ①１次予防との関係：障害者の有無にか

かわらず、従業員や職場全体に対して講じ

られるものである限り、ADAと直接的な関

係はない（合理的配慮にも当たらない）。 

 ②２次予防との関係：たとえ使用者が従

業員の利益のために不調（者）ないし障害

（者）の有無を調査し、発症を予防しよう

とする場合にも、そのような調査は、業務
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上の必要性や職務遂行上の必要性がない限

り、ADAの禁止する差別に該当する可能性

がある。 

 ③３次予防との関係：ADAが予定する障

害を持つと判明した者に対して当該障害に

応じた合理的配慮を尽くす枠組みは、３次

予防と親和的である。ADAでは、発症（事

由）の業務上外を問わず、障害を持つと判

明した者に対して、差別とみなされること

を避けるために３次予防的措置として合理

的配慮の提供を求められるが、たとえ本人

の健康に資する場合でも、配転による降格

や、労働時間短縮による賃金減額などは、

逆に差別的取扱いに当たる可能性もあるた

め、労使間の協議が求められることになる。 

 ・情報の取扱いについて、ADAは、基本

的に、医学的検査や障害に関する調査につ

いて規制を加え、職務の本質的機能のみを

調査の対象とすることを促して来た。具体

的には、①採用前、②採用後・配置（就労）

前、③雇用期間中、の三段階に分けて規制

しており、①では、応募者に対する医学的

検査や障害に関する調査（質問を含む）を

差別として禁止する一方、②では、一定の

条件（全応募者に同じ検査を受けさせるこ

と、検査結果情報の適正管理が行われるこ

と等）の下に、採用者への医学的検査の義

務づけ又は医学的検査の結果をもって（遡

って）採用の条件とすることを認め（調査

や検査後に採用を取り消した場合、障害者

差別に当たるかが改めて審査されるが、職

務に関連し業務上の必要性に合致すること

が立証されれば、許容される）、③では、や

はり、職務に関連し業務上の必要性に合致

することを立証できる限り、障害に関する

質問や医学的検査を実施できる（以上、ADA

第１０２条(d)）。 

 ・EEOC は、情報取扱いについて、採用

前調査ガイドラインと採用後調査ガイドラ

インを公表しており、そこには、「障害に関

する調査に該当する質問例」、「使用者が自

由に労働者に問える質問例」、「医学的検査

に該当する例」「・・・しない例」などが詳

細に記載されている。この中で、MRIや病

気・遺伝情報を明らかにするための血液・

尿・唾液・毛髪検査はむろん、精神的不調

や精神的機能障害を確認するために作成さ

れた心理テストも、医学的検査に該当する

例に含められている。しかし、職務能力を

測るための身体的な敏捷さの検査、同じく

読解力や認識力の能力検査、正直さ・好み・

癖などの個性を図る心理テスト、うそ発見

器による検査等は、医学的検査には該当し

ないとされている。 

 

ウ 効果 

 ・障害者の就業率についての調査では、

ADA制定前後で、悪化したか変化なしとす

る結果が出されている。 

 ・ADA制定前後で、賃金水準に変化はな

かったが、雇用水準については、２１～３

９歳範囲で障害者の水準が低下したとする

研究が発表されている。 

 ・以上のように、雇用率の改善には必ず

しも貢献しなかったものの、特に賃金、職

責、昇格、合理的配慮等の面では差別状態

の解消に一定程度貢献したことをうかがわ

せるデータがある（National Council on 

Disability(NCD), The Impact of the 

Americans with Disabilities Act: 

Assessing the Progress Toward Achieving 

the Goals of the ADA, July 26 2007）。ただ
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し、このデータでも、採用（面接）面の拒

否については、大きな変化はみられない。 

 ・なお、以上は身体・精神障害者の双方

を含む調査結果であり、アメリカでは、制

度や統計上、障害の種別や程度による分類

が存しないため、精神障害者に特徴的な結

果が生じているかの確認には極めて困難を

伴う。 

 ・他方、EEOC での紛争解決状況につい

ては、障害類型別の詳細なデータがある。 

 ２０１２年に EEOC で解決に至った

ADA に基づく申立２８，７９９件のうち、

申立人に有利な解決（和解、取下げ、差別

の合理的根拠ありとする調整を含む）は、

約２割の５，９０７件となる。その解決済

件数２８，７９９件のうち、精神障害関連

事案は約３割の約６，４８２件を占め、う

ち約２割（１９．６％）が申立人に有利な

形で解決している。その６，４８２件のう

ち、疾病類型として最も多いのはうつ病（解

決件数２，００８件）で、申立人に有利な

形で解決した割合が最も高いのもうつ病

（４０２件：６．８％）であった。その他、

不安障害（解決件数１６１３件のうち申立

人に有利な解決２９９件）、躁うつ病（解決

件数９２２件のうち申立人に有利な解決１

９５件）、PTSD（解決件数６８４件のうち

申立人に有利な解決１４４件）などがこれ

に続く。PTSD はもちろん、うつ病の中に

も心因性のものが含まれている可能性はあ

るので、特に申立人に有利な解決を得たも

のの中には、作業関連ストレスによるもの

が多く含まれていると察せられる。 

 このように、EEOC による調整は、障害

をめぐる紛争に一定の役割を果たしている

ことがうかがえ、個別事情に応じた ADA

の遵守を確保することで、結果的にメンタ

ルヘルスの３次予防、ひいては２次予防や

１次予防にも一定の貢献をしている可能性

がある。 

 

 

２．関連領域の調査結果（法制度調査

への示唆） 

（１）精神医学 

ア 精神疾患における病態およびそ

の発症要因の科学的な解明の度合い

と今後の解明の可能性について 

 ・精神疾患は、疾患単位としての要件（同

一の原因、症状、経過、転帰、病理組織変

化を持つもの）を充たしていないことが多

く、そのほとんどは、個人の準備性と環境

要因との相互関係によって発症すると考え

られている以上に（科学的）解明は行われ

ておらず、現時点では今後も解明される可

能性は低い。 

 

イ わが国の職域において多くみら

れる精神疾患の類型および様相につ

いて 

 ・大企業での調査データに基づくと、外

因性精神疾患の中の中毒性精神病に含まれ

る①アルコール症のほか、②いわゆる神経

症（不安障害や身体表現性障害が含まれる）

やパーソナリティ障害との鑑別が困難な軽

症のうつ病、③不安障害、④身体表現性障

害、⑤パーソナリティ障害などが多くみら

れる。 

 ②～⑤は、環境と個人の不適合により生

じる心因性精神疾患と言える。 

 ・非定型のうつ病では、病気と性格の区

別をつけにくい例が多い。他方、中村と行
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正（２００７）（中村純、行正徹: 気分障害. 

日本産業精神保健学会（編）: 産業精神保

健マニュアル: 307-311. 中山書店）は、こ

うした典型的でないうつ病は、ストレス関

連疾患としての職場不適応症に代表される

としている。 

 

ウ 職域における精神疾患の発症予

防の効果について 

 ・現在行われている従業員全体への一次

予防策の試みについて、ハイリスク群への

介入を除き、うつ病の発症防止の効果は確

認されていない。他方、二次予防、三次予

防に当たる介入では、職域内外で治療効果、

再発防止効果が数多く認められている。 

 

エ 適応論的観点に基づく措置（介入）

の可能性について 

 ・職域でストレス関連疾患が多いことを

踏まえると、人と環境の関係性を「適応」

の観点で捉える適応論的観点に基づく措置

（介入）が有効に働く可能性があり、それ

は、場合によっては環境への働きかけ（＊

職場の管理監督者への指導や職場異動など）

となる（ことが適当な）場合もあれば、罹

患者自身の振り帰りを通じた成長課題の発

見と課題達成への介入となる（ことが適当

な）場合もある。いずれにせよ、この観点

を採ると、発症要因は労働者の成長を促す

機会となり得る。 

 ・ただし、適応論的介入は企業（組織論）

的な価値基準に干渉ないし支配されること

とイコールではないので、精神保健活動に

は（一定の）独立性が求められる。しかし、

人事労務管理と産業保健活動の相互交流は

必要であり、その実現のためには、相互に

尊重し合う姿勢が求められる。 

 

オ 臨床精神医学と産業精神健康の

違いについて 

 ・小比木（１９８５）（小比木啓吾: 精神

健康と適応・不適応. 小比木啓吾他（編）：

産業精神医学 臨床産業医学全書 7:27-33. 

医歯薬出版株式会社）が言うように、「産業

医学の実践では、患者または症例としての

個々人を扱うだけでなく、その個々人が適

応すべき環境側とその相互関係をも診断し、

治療するという方法論が特徴的である」。 

 ・産業精神医学の出自の１つに軍隊精神

医学があり、特にイギリスのビオン（Bion, 

WR（１９６１））らの精神分析医のグルー

プがノースフィールドのホリームア病院で、

精神疾患のために前線から本国に後送され

た兵士の治療にあたり実施した取り組み

（ノースフィールド実験）が有名である。

ここでは、戦闘という過酷なストレス状況

による有害な影響に対する兵士の耐性を高

めることが目的とされていた。視点を変え

れば、有害な影響のもとで兵士が酷使され

続けるのに手を貸すことになる危険性を孕

んでいた。 

 ・この流れを汲む産業精神医学は、１９

６０年代から１９７０年代にかけて現れた

反精神医学の立場からの以下のような批判

に晒された。 

 「精神衛生の名のもとに差別を合理化す

る動きさえでています。大企業で注目して

きている産業精神衛生がそれです。そこで

なされていることは、精神衛生的な職業環

境の整備などよりは、精神障害者を企業か

ら排除しようということで、そのためにあ

やしげなチェック・リストがいくつもつく
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られています。職場に不満をもつことも、

精神障害と見なすような項目をそれは含ん

でいます。さらには、組合活動家に精神障

害のレッテルを貼って追い出すようなこと

も、産業精神衛生の名で行われています」

（岡田靖雄, 小坂英世 : 市民の精神衛生 . 

勁草書房, 1970）。 

 ・現状でも、（既に多くの論者から指摘さ

れている通り、）臨床精神医学では精神医学

的判断を通じて患者の利益（病状の快復等）

を実現することを最優先にするが、産業精

神健康ではその判断が相対化され、企業利

益等も勘案したうえで、「落としどころ」が

模索される傾向がある。その結果、疾病休

業者の職場復帰等の際、同人の職務上の生

産性を考慮する必要が生じたりする。また、

未だに診断名のみで処遇を決めたり、採用

時にパーソナリティ障害や発達障害を見分

け、それらを排除するための方法を精神科

専門医に求めたりする企業が存在するとの

情報も側聞する。そして、企業の精神科医

がいかに良心的に、精力的に活動しても、

その企業のポリシーの限界を超えることは

極めて困難との現実はある。 

しかし、「精神科医が企業に関与しないよ

りはしている方が、精神障害者の利益に叶

っている（小西輝夫: 企業のなかの精神衛

生. 精神医学, 13(12): 1163-1167）」との考

えをもとに、ベターな方策を懸命に模索し

ていくのが産業精神医学の本来的な営みで

はなかろうか。 

 

カ 「育て鍛える」という視点の妥当

性について 

 ・適応論的観点に基づいた措置（介入）

は、労働者を取り巻く環境の調整と共に、

労働者の適応能力の成長を図ることを重視

するが、企業が配慮できる限界と労働者が

発揮し得る生産性に乖離があるような場合

には、解雇や退職措置を含めた不利益措置

を排除しないため、批判を受けることがあ

る。しかし、労働者保護を強調する方策の

みでは、労使双方にとってベターな結果に

至り難い。近年、うつ病が市民権を得たと

いう状況がある反面、保護を強調する考え

方の蔓延もあり、実は本当の意味では多く

の者がその問題に触れがたい状況が生まれ

ている。結局、精神疾患を持つ労働者に対

応する人びとは、それに伴う痛みを重く受

け止めたうえで、固定観念によって決定的

なルールや立場に拠る姿勢を排し（：力動

的視点に立ち）、個人と個人をとりまく環境

の双方を対象として、「悩みながら」、適応

論的観点に基づく措置（介入）の整備改良

に努めていく必要がある。 

・その際、ビオン（Bion, WR: Experiences 

in group and other papers. Routledge, 

1961）の説く集団力動的な集団分析理論（全

ての集団には生産的に実働を果たす作業集

団（work group）と何らかの幻想（非合理

的発想）に囚われて生産的実働に至らない

基底的想定集団（basic assumption group）

の両面があり、心理的重圧に曝されると後

者の面が活性化するとして、後者をさらに

①依存集団、②逃走逃避集団、③つがい集

団に分類して説明する考え方）などを参考

にして、①基底的想定集団という現象の普

遍性に関する認識の集団内での共有、②集

団での話し合い、③心理的重圧感などの情

緒の開示と共有などの手段を通じ、集団的

に対策を練り上げることや、心理的重圧に

よる基底的想定集団的側面の活性化と対策
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の立案・実践による課題集団的側面の回復

というプロセスを経ることが、個人と集団

双方の成長にとって有効に働くことも多い

と解される。 

 

キ 「育て鍛える」視点に基づく休復

職保障と支援のあり方 

 ・育て鍛える視点に基づく介入では、ス

トレス関連疾患の罹患者が、休養と治療に

よって健康回復に専念できる条件整備が不

可欠の前提となる。よって、法的な発症増

悪事由の業務上外等を問わず、全ての労働

者に充分な休養を保障する法整備が必要で

ある。その際、適当な保障期間について、

医学的側面からも検討する必要がある。ま

た、疾病休職者に対して、適当な時期に、

休養可能な期間やその他の条件について説

明する必要がある。 

 ・そのうえで、目的意識を持った休養を

実践させる必要がある。具体的には、①治

療に専念すべき時期、②生活リズムの調整

や、活動性及び作業能力の向上に努める時

期、③労働能力を高める時期に加え、各時

期の到達目標を明確化し、支援のプロセス

を可視化する必要がある。 

 

 

（２）産業医学 

１）昨年度の調査結果 

 ・本研究では、法制度調査グループとの

連携の下、産業保健専門職として、それら

の効果指標を同定し、必要に応じて新たな

指標の開発を行うことを目的としている。 

 

ア 政府による公的な職域メンタル

ヘルス対策の効果について 

・わが国において、政府による関係法整

備を含めた公的な職域メンタルヘルス対策

の効果を直接的かつ客観的に評価できる指

標は存しないが、政府が主導ないし支援す

る公的サービス事業では、受益者の満足度

等を指標とする調査が行われ、その点では

比較的高い値を示して来た。 

なお、労働者健康福祉機構のメンタルヘ

ルス対策支援センター事業では、受動的な

相談・情報提供サービスと能動的な訪問支

援サービスの双方で、比較的中小規模事業

所の利用件数が多いこと、両サービス共に

満足度調査の値が高いことは特筆されるべ

きであろう。 

また、中央労働災害防止協会のメンタル

ヘルス関連セミナーのアンケートでも、参

加者の５割以上が中小規模事業所に所属し

ていたことは注視されるべきであろう。 

 

イ 民間の EAP 機関の活動の効果に

ついて 

・WEB 調査等による限り、民間の EAP

機関の効果に関する公的な調査結果等は現

段階で存在せず、それらが開設している

WEBページ上、客観的に検証可能な効果を

明示した例も見あたらず、おおむねサービ

ス内容の概要を示すにとどまっていた。 

 

ウ 個々の事業所で実際に実施され

ているメンタルヘルス対策とその効

果について 

・実際に事業所が取り組んでいるメンタ

ルヘルス対策に関する労働者健康状況調査

によれば、労働者からの相談対応体制の整
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備や、労働者や管理監督者への教育研修等

を実施したり、産業医、衛生管理者・衛生

推進者、カウンセラー、保健師・看護師等

の専門スタッフを配置している事業所が一

定割合あり、そうした取り組みにつき、「効

果があると思う」と回答した事業所の割合

は７割近くにのぼっている。他方、労働者

対象の調査によれば、「健康管理やストレス

解消のために会社に期待することがある」

とする労働者の割合も７割近くに達してお

り、回答された具体的な措置の中には、「休

養施設・スポーツ施設の整備、利用の拡充」

（特に若年層）や「健康診断の結果に応じ

た健康指導の実施」（特に中高年層）のほか、

「施設整備等の職場環境の改善」も含まれ

ていた。 

同じく独立行政法人・労働政策研究・研

修機構が平成 23年 6月 23日に結果報告を

行った「職場におけるメンタルヘルスケア

対策に関する調査」によれば、メンタルヘ

ルス対策への取り組みとメンタルヘルス不

調者の復職状況との関係について、前者が

あると後者における完全復帰の割合が高か

った。また、メンタルヘルス不調による休

職・退職者がいる事業所の方が、いない事

業所よりも、復職に関する手続ルールが整

備されている割合が多かった。 

 

エ 諸外国の関連法制度調査等を行

う際に注視すべき事項等 

 （略） 

 

２）今年度の調査結果 

・今年度の調査では、先ず、昨年度の調

査結果の総括が行われた。結果、国内外で

採用されている指標は、いずれも関係法令

等が意図した労働者のメンタルヘルスに関

する重要な指標ではあるが、メンタルヘル

スという多因子的（multifactorial）かつ

種々の媒体を通じて初めて実現され得る複

雑多様・多層的な概念を考えたとき、充分

とはいえないとの評価が導かれた。 

・この結果を踏まえ、産業医科大学産業

医実務研修センター及び同大学産業保健経

営学研究室に在籍する医師２０名によるグ

ループワークにより、メンタルヘルスに関

する過去及び将来実施が予想される関係法

令等を基礎として、労働者の健康に影響が

及ぶまでのプロセスを整理し、社会、企業、

労働者への法令等の影響の浸透度を捕捉で

きる指標（案）ならびに指標（案）の策定

手順について検討した。 

・その結果、法令等の制定から労働者個

人の健康度に変化が起こるまでの有効な中

間プロセス指標（案）として、 

①社会全体の指標：EAP（Employee 

Assistance Program）機関数、 

②企業・事業場に関する指標：メンタル

ヘルスに関する管理職研修の実施数、衛生

委員会での議題出現数、産業医等によるメ

ンタルヘルス関連面談数、産業医意見書の

発行枚数、産業医の関連業務時間、メンタ

ルヘルス不調者の職場復帰者数、人事部門

がこの問題に調整的に関与する機会の回数、

メンタルヘルス対策担当者の役割の明確化

数、メンタルヘルスに関する個人情報管理

の強化数、 

③労働者に関する指標：メンタルヘルス

対策の重要性などに関連する理解度 

等が抽出された（詳細は、梶木報告書の

添付資料を参照されたい）。 

 ・これらの指標案は、法令等の社会、企



71 

 

業、労働者への浸透度を捕捉するものとし

て活用が期待されるが、やや産業保健専門

職の視点に偏ったものとなっている可能性

がある。メンタルヘルス関連の法令等は多

くの利害関係者に影響を与え、それらが複

雑に関与しあい労働者の健康に影響を与え

ると考えられるため、様々な利害関係者の

協力のもと、多様な視点から法令等の影響

を測るための指標を検討する必要がある。

たとえば、法令等の変更時に利害関係者の

将来にわたる健康影響を予測するツールと

し て 健 康 影 響 評 価 （ Health Impact 

Assessment）があり、有効に活用すること

で、効果的な指標（の素材）となる可能性

があることが認識された。 

 

 

（３）経営学 

ア 日本企業によるメンタルヘルス

対策の実状 

・独自に何らかのメンタルヘルス対策を

講じている企業は、大企業を中心に増加傾

向にあり、EAP の導入、相談窓口の設置、

一般職や管理職に対するメンタルヘルス教

育などが多く実施されている（最近、セル

フケアよりラインケアが重視される傾向を

示唆する調査結果もあり、個々人の問題と

いうより職場組織全体の問題と捉える傾向

とも解され得る）。また、やはり大企業を中

心に、不調者の復職後の支援を担う専門担

当者を置いている企業もある。 

・ただし、中小企業での対策は、全体に

不充分である（たとえば、「職場におけるメ

ンタルヘルスケア対策に関する調査」結果 

独立行政法人  労働政策研究・研修機構 

Press Release （平成２３年６月２３日）

では、従業員規模１０００人以上の事業所

では、７５．４％が何らかのメンタルヘル

スケアに取り組んでいたが、３０人未満か

ら９９人以下規模では、約３割しか当該取

組を実施していなかった）。 

 

イ 日本企業がメンタルヘルス対策

の必要性を感じるようになった主な

理由 

 ・人事管理論でメンタルヘルス問題が注

目されるようになったのは、ごく最近のこ

とである。 

 ・企業などがメンタルヘルス対策の必要

性を感じるようになった主な理由と解され

るものは、以下の通り。 

 ①CSRとの関係 

 正社員を中心とした長期雇用慣行が実質

的に残存する中で、経営環境の変化を背景

とする長時間労働や賃金低下等が生じ、か

つ自発的労働力移動も困難なため、企業が

雇用者として社会的責任を自覚して対応す

べきとの考え方が広まったこと。 

 ②リスクマネジメントとの関係 

 労災訴訟、従業員の離職、パフォーマン

ス低下などのリスクがあること。 

 ③人事管理上のメリットとの関係 

 従業員の新規採用、新規育成より、休業

者を復職させた方がコストがかからないな

ど、人事管理上のメリットがあること（た

だし、企業は、もとより利益の増大ではな

く減少を防ぐ趣旨を持ち、効果が短期に現

れ難い課題には充分な経費をかけない傾向

にある中、メンタルヘルス対策については、

それに加えて職域での対策のみでは奏功し

難いものと認識し、尚更に経費をかけない

傾向にある）。 
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 ④企業イメージとの関係 

 CSRとも関連するが、企業が適切なメン

タルヘルス対策を怠れば、「人材の使い捨て」

というイメージが社会的に定着し、優れた

人材の採用、労働者の帰属意識、取引先の

信用などさまざまな面で中長期的にマイナ

ス影響を与える可能性があると解する企業

もあること。 

 ⑤職場組織の風土・快適性との関係 

 メンタルヘルス不調者の増加を背景に、

職場でのコミュニケーション機会や助け合

いの減少、個人作業の増加などを挙げる人

事担当者が増えており、有効なメンタルヘ

ルス対策は、職場組織の風土・快適性に貢

献する可能性があると解されていること。 

 ただし、いずれも具体的かつ明確なデー

タに基づいた説ではない。組織風土とメン

タルヘルスの関係については、主に海外で

一定の研究の蓄積があるが、日本での適応

可能性については、未だ充分に検証されて

いない。 

 

ウ 経営学的観点から考えられるメ

ンタルヘルス不調者増加の普遍的背

景 

 ・企業活動のグローバル化や IT（情報技

術）を中心とした技術の高度化により、予

測困難な変化にさらされている現代の組織

は、コストを削減し効率性を高めるために、

柔軟性を重視した戦略を実施するようにな

った。このことは従業員にとっては、安心

して働く基盤を提供する雇用の不安定化を

もたらした。 

 

エ 経営学的観点から考えられるメ

ンタルヘルス不調者増加の日本的背

景 

 ・以下のような指摘がなされてきた。 

 ①日本的雇用慣行がもたらす曖昧な職務

構造（：分担範囲の不明確性）により、柔

軟な職務編成と多能化が叶い、日本企業に

多くのメリットがもたらされたが、以下の

ような問題も指摘されて来た。 

 ア 柔軟な職務編成と労働者の多能化→

法的・倫理的な解雇制限ルール→一時的な

職務の増加に際して現有勢力での残業、と

いう経路を辿りやすく、特に現在のような

景気低迷の条件下では、企業側の求める時

間軸と労働者側の求める時間軸にギャップ

が生じ、結果的に個々の労働者の作業負荷

の増大を招き易い。 

イ 欠勤が周囲に直接迷惑をかけるなど、

個々のメンバーの働きぶりが相互に影響し

合うこととなるため、同僚間の相互監視状

況が生じ易くなり、日常的にも休職者の復

職時にも、勤務軽減の具体的条件（職務の

質量や目標、労働時間限界など）を決めに

くいなどの問題が生じ易くなる。かつ、個々

人のキャパシティーなどによる職務配分の

偏りが他のメンバーのモチベーションに直

接影響し易くなる。 

ウ 最近では、管理職にもプレイング・

マネージャーとしての役割が求められるよ

うになって来たため、管理職自身が管理業

務に専念できなくなり、部下をケアできず、

結果として人材育成が困難になる、等の問

題も生じている。 

 ②同様に、人事考課において情意考課を

重視する傾向から、労働者がメンタルヘル

ス不調を上司に知らせることに不安を感じ

やすい。 

 ③他方、９０年代に広まった成果主義的
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人事管理は、個人の職務の切り分けに貢献

したが、逆に孤立感の深まりなど新たな問

題を生んだ（コミュニケーション（多）＋

周囲からのプレッシャー（多）→コミュニ

ケーション（少）＋孤立感（多）へ）。こう

した急激な変化に労働者の適応が追いつい

ていない。 

 ④①～③に共通する背景として、自発的

な労働力移動の困難がある。「転職しにくい

こと＝自身の就労環境を変えにくいこと」

との事情が作用している可能性がある（も

っとも、世代ごとに転職のしやすさ等が異

なることから問題状況や背景が異なる可能

性もある）。また、その背景に、労働者自身

がいわゆる定年雇用（：長期雇用）を支持

しているというデータもあり、外部労働市

場へ参入するリスクを感じる労働者が多い

ことをうかがわせる。 

 ・もっとも、近年、人事管理の特徴は、

企業が活動している国や社会に規定される

のではなく、産業（業種）や職種に規定さ

れるものとの主張もなされている。例えば、

コールセンターでの顧客対応や営業職など

の感情労働のほか、逆に仕事上他者との接

触が少ない職種や、職務上自律性を発揮し

ずらい職場で問題が多いと指摘もある。 

 しかし、現段階では、看護職や教育職な

どの専門職以外の職種についてのストレス

研究の蓄積が少なく、今後の取り組みが求

められる。 

 

オ 対策の効果及び考えられる理由 

・上掲のような、これまで実施されて来

た対策に著しい効果が見られたとする調査

結果は、現段階では見あたらない。 

 ・その理由の１つとして、対策の中身よ

りも対策を実施しているという形式が重視

されている可能性も否めない。また、EAP

を利用している組織には、対策を丸投げし

てしまっていたり、必要な連携、EAPによ

るサービスから判明した事柄の社内へのフ

ィードバック等を充分に行い得ていないと

ころも少なくない。組織がセルフケア教育

を重視することで、却って利用率の向上を

妨げている可能性もある。 

 ・メンタルヘルス対策が本来的に個別的

性格を持つが故の問題もある。策定した制

度を一律に適用するのみでは実効的対策に

なり難い反面、運用を個別化すれば処遇の

不公平に繋がりかねない。 

 

カ 現在よく行われている新たな取

り組み 

 ・先進事例から学ぼうとの機運は見られ

る。そうした事例からは、①継続的支援の

実施が復職率の向上に貢献する可能性があ

ること、②トップの理解と関与が実効的対

策にとって重要であること、③管理者同士

の意見交換等により個々の管理者の孤立化

を避ける必要があることなどが示されてい

る。 

 ただし、客観的な分析をするには、未だ

事例の集積が不足している。 

 

キ 経営学的観点からの提言～求め

られる対応～ 

 ・経済主体たる企業は効率性の原理を重

視せざるを得ず、なおかつ労働者に対して

強い立場に立ち易い構造があるため、その

抑制手段ないし望ましい方向性へ向けた対

策の促進手段が必要である。考えられるも

のとして、以下のものが挙げられる。 
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 ①経営戦略の一環としての位置づけを基

本とした経営者による積極的取り組み 

 ア ワークライフバランスの視点に立っ

た企業活動 

 出産・育児などと比較して、休復職の過

程を経る場合が多いこと、その失敗、成功

が労働者の離職やモチベーションに影響す

る可能性がある点などで共通項が多い。 

よって、たとえばアメリカでは、ワークラ

イフバランスを経営戦略の一環とする考え

方が拡大しているとの情報があるが、日本

では短期的な経営効率優先の考え方が支配

的なため、この点で確たる効用を示さなけ

れば積極的取り組みの一般化は見込まれ難

い。 

 打開策の１つとして、比較的効果を測定

しやすい３次予防面、とりわけ休職者の復

職支援に着眼し、発症・増悪事由を踏まえ、

適宜職場環境の調整を含めた積極的介入を

行った場合の職務定着率や雇用維持割合等

を測定することで、効用を顕在化させる方

法が考えられる。 

 イ サポーティブな組織風土の醸成 

 有効なメンタルヘルス対策を実施するた

めには、個人、職場、全社の各レベルが連

携しつつ、各々必要な取り組みを図る必要

がある。 

 その際、以下の事項が要目となる。 

 ア）管理職の役割 

 ソーシャル・サポート研究では、メンタ

ルヘルスの専門家ではない、職場の上司や

同僚等による有形無形のサポートが、労働

者のストレス軽減に結び付く可能性が示唆

されており、とりわけ上司には、職場運営

上の日常的なストレス予防と改善努力、部

下への適切なサポート、部下のストレスへ

の気付きと専門家への相談の勧奨など、さ

まざまな役割が期待されている。 

 その延長線上で、問題上司の早期発見や

チェック体制の確立、管理職の評価項目に

ソーシャル・サポートを採り入れる等の人

事管理施策も模索されている。 

 しかし、結果的に管理職層にも不調者が

生じている実態があり、こうした問題には、

一般的な管理職教育や彼らへの情報提供の

みでは対応できないので、上述したトップ

の理解と関与、管理者同士の意見交換等に

より個々の管理者の孤立化を避ける必要が

ある。 

 イ）組織内の情報共有 

 １次予防から３次予防、とりわけ２次予

防や３次予防では、組織内の各レベルの連

携的取り組みが必要となり、そのためには

労働者のメンタルヘルス情報の共有が不可

欠の前提となる。しかし、たとえばメンタ

ルヘルス不調者への対応に際してその担当

部署に強い権限が委ねられているような場

合には、関連情報の独占等のリスクが生じ

易い。こうした問題への対応に際しては、

各部署間の力学の検討等が求められる。 

 ウ）働き易い組織風土づくり 

 組織風土の測定尺度は、日本でも開発が

進められており、その１つに社会心理的安

全風土（PSC：「労働者の健康と安全の保護

のための政策、施策、手続」）がある。これ

は、心の健康とワークストレスの抑制のた

め、経営者に求められるサポートとコミッ

トメントを詳述するものであり、組織の財

産であると説明されている。具体的には、

経営者の関与と注力によるストレス防止へ

のサポート、組織内コミュニケーション（：

ストレス防止策が組織内の全ての階層レベ
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ルで講じられていること）、組織的な参加

（：労働安全衛生上の課題を解決するため

の意見の具申と経営者による聞き入れ）、関

与（個々の労働者、労働組合、企業内の安

全衛生担当者の取り組みへの参加）等の尺

度が設定されている。 

 PSCを用いた実証研究では、組織風土は

心理的消耗感や精神的苦痛に影響し、その

メカニズムは労働環境の媒体効果により説

明されること、PSCにはトップダウン効果

があること、PSCは労働者の心の健康とワ

ーク・エンゲージメントに関係する基本的

な組織環境と位置づけ得ることなどが明ら

かにされている。また、そこから、PSCへ

の取り組みによる経営者の行動変容や労働

者へのケアの実践が、１次予防に繋がる可

能性があること、組織においていったん強

固な PSCが形成されれば、持続的な生産性

に繋がる可能性が高いことなどが示唆され

る。加えて、経営者の関連情報の共有によ

るコミットメントの重要性も示唆される。 

 エ）労働者のストレス耐性の強化 

 近年、心の健康のポジティブな側面に注

目し、従業員にストレス耐性を強化しても

らうことで、メンタルヘルス問題に対応し

ていこうとする考え方が発展して来ている。

そうした実務上の動きに関連して、心の活

力に注目するポジティブ心理学の知見に関

連する議論が展開して来ている。その一例

として、労働者の長所を伸ばし、いきいき

と働ける状況を形成しようとするワーク・

エンゲージメントの考え方が注目を集めて

おり、実際に、これが実現している労働者

や組織では、好業績、高い収益性が図られ

る傾向が、実証研究から明らかにされてい

る。 

 また、メンタルヘルス対策の一環として

組織活性化策を講じる企業も出て来ている

が、ワーク・エンゲージメントとの関係は

充分に整理されていない。 

 ②法規制 

 現実に、CSRの視点ばかりでは拡がりに

限界があることもあり、企業行動により直

接的な影響力を持つ法規制が求められるが、

企業の自律性を奪うような規制は望ましく

なく、他国の法制度も参考に、受益者視点

で規制のあり方等を検討する必要がある。 

 ③労働組合による対応 

 労働組合は、ほんらい従業員の細かなニ

ーズを汲み取ることができ、必要に応じて

使用者と交渉できる存在であり、この問題

への対策に際しても果たし得る役割は多い。

現に、労働組合のこの問題への関心は高ま

っており、先進事例の中には、経営者と管

理者に加え、労働組合にもストレス調査の

結果を積極的に開示している例があった。

しかし、現段階で労働組合自身による積極

的な取り組み例は稀少であり、また一般化

していく保障もない。 

 ④労働者のエンプロイアビリティの向上 

その他、労使双方が、労働者のエンプロ

イアビリティ（：雇用される能力）を高め

ることにより、移動可能性を高めると共に、

結果的に内部労働市場で通用する実力も育

成され、結果的に企業の内部外部双方での

雇用保障が高まる可能性が生じる。 

エンプロイアビリティに関する研究は、

当初、ヨーロッパで盛んに行われ、日本で

も日経連などが注目し、報告書を公表する

などしたが、その後、注目度が低下した。

しかし、グローバル競争の激化等に伴い、

再度その重要性が増している。特に日本で
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は、（従前に比べて瓦解状況にあるとはい

え、）比較的手厚い雇用保障が確保されてき

た反面、いったん失業すると、再就職が困

難となり易い傾向があるため、エンプロイ

アビリティ育成の重要性が高い。この課題

に関する最近の研究は、その要素となる能

力やスキルのリスト化の作業をおおむね終

え、臨床（実践）も進み、雇用可能性を実

現するための具体的方策の調査研究にステ

ージを移しているので、近い将来これらの

成果を活用できるようになるかもしれない。 

なお、エンプロイアビリティの認識は、

雇用不安（「脅かされた雇用状況における望

ましい継続雇用維持の知覚された無力感」

と定義される）によるマイナス影響を緩和

する有力なストレス・コーピング資源とな

り得るとする研究もある。たとえば、雇用

不安やエンプロイアビリティの認識が労働

者のストレスや職務態度に与える影響に関

する研究から、以下の事柄が明らかにされ

ている。 

ア 雇用不安は、職務満足、組織コミッ

トメント、キャリア意識にマイナス影響を

及ぼし、労働者の退職意思を促進している。 

イ エンプロイアビリティの認識は、雇

用不安と職務態度等に一定の影響を及ぼし

ている。 

ウ エンプロイアビリティの認識は、雇

用不安がキャリア意識に及ぼすマイナス影

響を緩和する効果を持つ。 

ただし、エンプロイアビリティを人事管

理施策に反映させる具体的なプロセスや、

その向上がもたらす効果等は、未だ明らか

にされていない。たとえば日本では、中途

採用に積極的な企業は未だ少なく、外部労

働市場が未整備なこともあり、個々の労働

者のエンプロイアビリティの向上が転職に

繋がるとは限らない。よって、その効用は、

万一雇用機会を喪失した際の備えになると

いう心理面での安心や、企業内部での労働

能力の向上による企業業績の向上にとどま

る可能性が高い。 

 従って、当面は、企業内部での公正評価、

職務へ目標の明確化、企業側が求める時間

軸と労働者が求める時間軸のマッチング等

に焦点を当て、企業自身が人事管理・職業

能力開発施策の改善を図る必要がある。 

 ⑤「心理的契約」の履行確保等 

心理的契約とは、法的ルールと社会的関

係の総体をもって履行を担保された約束全

体を指し、職域メンタルヘルス問題と有意

な関係を持つと解される。 

この概念に関する研究は、当該契約の内

容に着眼するものと、その履行・不履行が

招く結果に着眼するものに大別され、うち

後者によれば、昨今、多くの企業において

組織側による契約不履行が生じ、それが従

業員の情緒的コミットメントを低下させ、

職務態度の質の低下や離職意図を高めてい

る。 

しかし、それでも日本の労働者の多くは

当該企業にとどまって契約関係を維持し、

(a)期待水準を下げる、(b)履行水準を下げる、

(c)離職する、等の自己調整を迫られている

が、多くは(a)で対応し、それも不可能な場

面でメンタルヘルス不調の問題が発生して

いる可能性がある。 

 よって、先ずは心理的契約の履行確保が

求められるが、それが不可能ならば、やは

り、個々の労働者のエンプロイアビリティ

の向上等により対応を図る他はない。 
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Ｄ．考察 

＜求められる実体的理念＞ 

 ・以上の調査結果から示唆される確保す

べき実体的理念を端的にキーワードで示せ

ば、①個別性、②（連携的）専門性、③多

面性、④柔軟性、⑤継続性、⑥人間性（心

理的特性の考慮）、⑦客観性に加え、これら

を包括する⑧手続的理性となる。以下では、

個々のキーワードごとに、その内容を論じ

る。 

 ①個別性は、個々の労働者ないし症例の

現在の症状、パーソナリティ、志向性など

の他、先天的資質、育成環境・条件、入職

後にばく露したストレス要因などの経緯・

脈絡などを考慮した対応を意味する。また、

個人のみではなく、組織の個別性も対象に

含まれる。組織の場合には、当該組織が抱

える現在の問題、実権者の個性や経営方針、

個々の部門・職場の責任者の個性や管理方

針、創業以後の経緯などを考慮した対応が

求められることになる。 

 ②専門性は、対策ないし対策決定プロセ

スへの専門家の関与と、そうした専門家の

養成及びその前提となる専門的調査研究の

支援を意味する。基本的には、精神科臨床

と産業保健の双方に詳しい医師の関与が望

ましいが、そうした領域の学識と臨床に詳

しいコ・メディカルや心理専門職等の主体

的関与も選択肢とされる余地はあり、その

ための人材育成も求められよう。また、人

事労務管理者やライン管理者、経営者らが、

そうした領域の基本的な思考様式等を習得

する必要もある。メンタルヘルス対策では、

経営・人事労務管理、医療・心理・保健・

福祉、それらを包括する法務の観点が欠か

せない。本調査プロジェクトから、たとえ

ば休職者の復職過程についても、こうした

分野のプロフェッショナリズムの連携を求

める法制度を持つ国があることが判明し、

現に国内でも、そうした作業により、復職

後の職務定着に奏功する確率が上昇する旨

を示すデータや事例報告が散見される。よ

って、当初は専門的属性間の連携から誘い、

時間の経過と共に相互に専門性が浸透して

いくよう誘う作用が制度的に求められるこ

とが示唆される。 

 ③多面性は、主に①個別性やメンタルヘ

ルス問題の多因子的性格、複雑多様、多層

性を前提とした介入方法の多様性を意味し、

症例へのアプローチと組織へのアプローチ、

介入場面と介入方法のいずれにも妥当する。

１次予防面では、リスク・アセスメント手

法のみではなく、グッドポイント・アセス

メント手法を併せ持つ対策を講じること等

がそれに当たる。３次予防面では、何より、

雇用上の施策のみではなく、現状では一般

的に乖離状況（①人と情報の交流機会の乏

しさ、②症例が福祉制度や同施設の支援を

受けることとなった場合の一般就労機会の

乏しさ、③症例が福祉的給付を受給するこ

ととなった場合の就労意欲の低下等）にあ

る産業と福祉を連携させ、精神障害者等の

離職後の安心と再生を確保し、再度就労に

適切に復帰させるための施策が求められる。

一例として、イギリスの Jobcentre Plusの

体制と業務が挙げられる。同機関は、日本

でいうハローワーク、社会保険事務所のほ

か、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構傘下の都道府県障害者職業支援セ

ンターや、主に自治体やＮＰＯなどが運営

する障害者就業・生活支援センターとして
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の機能も兼ね備え、労働能力テストを基礎

として就労困難者を適切に「切り分け」、ま

さに多面的かつ継続的な支援を行っている。

その際、Remploy社やソーシャル・ファー

ムへの財政援助や彼らとの連携、ＮＰＯや

地方自治体との連携などが実施されていた

ことも想起されるべきであろう。デンマー

クでは、地方自治体が、症例の利害関係者

（使用者、医師、失業局、労働組合、リハ

ビリ施設、病院・診療所）と協力して、当

該症例に応じた個別的かつ柔軟な行動計画

を策定し、同人に継続的に関与することを

義務づけられている。オランダでは、労働

保険実施機関（UWV）が、使用者の復職プ

ランを審査し、労使間に労働者の労働能力

の存否、リハビリ勤務の効果、配置予定の

職務内容等について意見の対立が生じた場

合には、彼らの求めに応じて専門的意見を

発する役割を担っているほか、リハビリ勤

務 に 特 化 し た 専 門 的 受 入 事 業 所

（re-integratiebedrijf）が、企業外で遂行

される代替業務全般につき、使用者団体と

の情報共有を図りつつ、アドバイザー兼教

育訓練機関としての役割を果たしている。 

他方、主に２次・３次予防の双方に関わ

る障害者差別禁止法の設定に際しても、障

害者の定義について、心理社会的要因によ

り行為障害の常況にある者（職域では労働

能力に支障を来している者）等を中心に広

く捕捉し、（誤認も含めて）社会的に障害者

と認識され得る者なども含めること、また、

雇用者・被用者共に受入ないし実施可能な

介入・救済策を規定し、雇用上の差別禁止

が採用抑制等に繋がらないようにする工夫

が求められる。 

 加えて、経営者や人事労務管理責任者に

メンタルヘルス対策の重要性を理解させる

ための施策やコミュニケーション手法等の

開発も重要な課題である。一般に、メンタ

ルヘルスを担当することの多い保健職・心

理職等には、彼らへの説得的なコミュニケ

ーション能力が充分に備わっていない場合

もあり、他方、経営者側は、メンタルヘル

ス問題を、短期に効果があがりにくく、個

人要因の強い問題と捉えがちなため、必要

なコストを投じた専門的、継続的、多面的

対応には消極的な姿勢をとり易い。よって、

いっけん労働衛生の所掌を外れるが、場合

によっては第三者を活用した経営コンサル

ティング的要素を持つメンタルヘルス対策

も求められよう。 

 ④柔軟性は、③多面性と特に密接な関係

にある。１次予防面で、リスク・アセスメ

ント手法のみではなく、グッドポイント・

アセスメント手法を併せ持つ対策を講じる

ことも、求められる柔軟性の一環といえる。

３次予防面で、個々の症例に対して、その

症状の性質、レベル、期間、経過、症例の

個性や志向性等に応じ、本人希望も踏まえ

た適正な配置、療養等を実施したりさせた

りすることも、その一環といえる。という

より、どの次元の予防措置でも、個人の労

働能力制限の性質、レベル、期間、経過等

に応じた対応の柔軟性は求められる。たと

え障害者差別禁止法によるアプローチをと

る場合でも、障害の定義や、合理的配慮の

内容の確定を含めた差別の認定、救済方法

等の場面で、保護法益の実現を図るための

一定の柔軟性が求められざるを得ない。 

 ⑤継続性もまた、１次予防から３次予防

の全てで求められる。１次予防面では、心

理社会的側面を含めた職場環境改善や個々
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の労働者のレジリエンスの強化へ向けた継

続的取り組みが求められる。これは、個々

の組織や人間の背景・脈絡・特徴に応じた

措置でなければならないため、一定の試行

錯誤が必要となる場合が多く、仮に実効性

のある措置が発見された場合にも、一定期

間にわたる粘り強い介入が求められること

が多い。２次予防は、不調の早期発見・早

期介入ではあるが、実効的かつ妥当な措置

の如何は、たとえ専門家の所見や本人の希

望を得ても、一定の試行錯誤なしには認識

され得ないことが多いと思われる。もとよ

り、専門家の介入も、個々の人や組織につ

いての継続的な経過観察がなければ困難で

あろう。他方、３次予防こそは、もっとも

継続性が求められる場面といえる。この点

では、実質的に日本の比較的恵まれた大企

業の任意制度とほぼ同レベルの雇用・賃金

保障を労働者及び国民全体に実施している

デンマークやオランダの法制度が参考にな

る。デンマークでは、疾病手当法に基づく

休業手当の支払が、最初の３０日間は使用

者、その後は地方自治体に義務づけられ、

日本の打切補償に相当する仕組みはない。

報告書からは定かではないが、その期間途

中の解雇も原則として認められない仕組み

になっていると解される。オランダでは、

民法典に基づき、原則として、計２年間に

わたり雇用と一定割合の賃金が保障されて

いる。ただし、どちらの国でも、そうした

手厚い保障とセットで、利害関係者（使用

者、主治医、外部リハビリ施設、労働者、

労働組合等）の連携を前提とした復職支援

が規定され、特にオランダでは、労使双方

の復職へ向けた措置ないし協力義務が明文

化されている。デンマークでも、復職支援

の主体となる自治体に、当事者に復職可能

性がある限り、利害関係者と協働して早期

復職支援を果たす義務が課されている。ま

た、両国共に、こうした３次予防措置と１

次予防措置が関係者間の協議の下で一体的

になされるよう、制度が整備されている。

不調者を就労に連結するための関係者の連

携の必要性については、イギリスのキャロ

ル・ブラック卿の報告書でも示唆されてお

り、日本の場合、連携が求められる関係者

には、一次的には、産業医、主治医、人事

労務担当者、リハビリテーション機関、安

全衛生委員会、労働組合など、二次的には、

職業紹介機関、社会保険機関、障害者就労

支援機関などが該当するであろう。 

 ⑥人間性は、メンタルヘルス問題の心理

的特性を考慮した対策を意味する。それも、

個人のみでなく、組織の心理的特性も考慮

する必要がある。よって、この意味でも、

１次予防面で、リスク・アセスメント手法

のみではなく、グッドポイント・アセスメ

ント手法を併せ持つ対策を講じることは、

その代表例となる。加えて、２次・３次予

防面でも、専門家の所見を基礎としつつ、

本人希望と組織に可能な措置を調整して就

業上の配慮を講じることなどが、その要請

に応えることとなる。 

 ⑦客観性は、一義的には自然科学や疫学

的エビデンスに基づく対策の必要性を意味

するが、メンタルヘルス問題では、疫学的

エビデンスが根拠となることが多く、それ

すら不明な場合が少なくない。よって、組

織内部での利害関係者による充分な協議の

ほか、②で述べた専門家を含めた第三者（機

関）の関与が客観性を担保することになる。 

 ⑧手続的理性は、合理的な手続を設定し、
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公正な運用を図ることを意味する。メンタ

ルヘルス問題は、自然科学的な解明が進ん

でいないこともあり、民事訴訟を管掌する

司法でさえ、過失、損害、因果関係等の認

定の各場面で、基準の設定に悩みを抱える

ことが多く、人事・産業保健実務において

は、一方では使用者側の利益や意向に沿い

過ぎた解決、他方では（特に訴訟リスクを

恐れる大企業等において）本人の保護に偏

り過ぎた「抱え込み」に帰結し易い。それ

だけに、その解決に際しては、当事者や関

係者の「納得」が重要な意味を持ち、その

「納得」に貢献する手続的理性の履践が求

められる。その実現は、政府レベル、地方

自治体レベルの他、事業者と外部専門機関

との関係、事業所内では、組織全体、個々

の部門や職場、個々の労働者への対応の各

レベル・場面で求められるが、特に１次予

防での快適職場形成や、３次予防での個々

の労働者に対する休復職措置への適用の必

要性が高い。また、上記①～⑦の要素を全

て手続に盛り込む必要がある。例えば、休

職者の復職場面では、専門家である主治医

と産業医の連携を基本としつつ、労使の代

表者が参加する衛生委員会の下部組織とし

て復職判定委員会を設立し、そこに当事者

に直接関わる専門家、労使の代表、人事担

当者、直属の上司のほか、客観的観点を持

つ第三者（外部の専門家等）を参加させ、

専門的かつ民主的な審議を行わせることで、

納得性の高い結論が得られ、参加者の問題

認識も深められる可能性がある。なお、デ

ンマークにおけるように、復職支援プログ

ラムの策定と運用に地方自治体の資源を活

用する方途や、オランダにおけるように、

外部の専門的支援機関を充実化させ、たと

え雇用者に就業可能なポストがない場合に

も、当該雇用者との連携の下で本人に代替

的な就業を行わせつつ、アドバイザー兼教

育訓練機関として機能させたり、使用者が

講じた復職支援を第三者に審査させるよう

な方途も考えられる。 

 

＜各論＞ 

 １）メンタルヘルスの定義 

 ・本調査の結果を述べれば、国、関係機

関、関係部門などにより、捉え方が異なる。

個人の資質や生き方を強調するもの、伝統

的な重度精神障害者対策を基本として、軽

度精神疾患対策を含めて考えるもの、組織

の健康という概念を設定し、職務満足度を

重視するものなどが代表例と言えようが、

概ね、精神疾患や障害の存否にとらわれず、

物理的・心理的負荷等により、労働や日常

生活上の制約を招く問題への対応を、個人

と組織の両面から図ろうとする作用と解さ

れる。なお、研究代表者自身は、「『ヤドカ

リの引越』の実践と支援」という表現で、

社会・経済構造、自然環境や生活スタイル

等の大きな変化の中で、個人と組織の成長

と適応を実践、支援する作用と理解してい

る。 

 

 ２）１次予防施策のあり方 

 ・１次予防面では、デンマーク、オラン

ダ、イギリスのように、公権力の介入によ

り法的対策を講じている国もあるが、その

成果が見えにくい状態が続いている。本調

査の対象各国は、その国の個性、法制度展

開の脈絡に見合ったアプローチ、それも直

接的に１次予防策を講じる方途から２次・

３次予防に注力することで間接的に１次予
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防を推進する方途、はたまたその両者を組

み合わせる方途など、様々な方途でこの問

題に取り組んできた（＊結果的に、各国の

労働・社会保障政策、とりわけ安全衛生法

政策のノウハウのエッセンスが凝縮されて

いるような様相を呈している）が、確たる

成果を挙げているとまではいえない。正確

にいえば、国・政策レベルで講じた対策と

成果の因果関係が明らかになっていない。 

・相撲に喩えれば、①「初顔合わせの相

手に従来の成功体験を踏まえた得意の型を

大幅にアレンジし、積極的に勝負を挑んで

来た」（イギリス、デンマーク、オランダ）、

②「そもそも相手の存在を認め切れておら

ず、仮に認めるにしても従来の取り口でそ

れなりに対応できているように思えるので、

改めて正面から挑むべきか否か迷っている、

または流行の取り口の受け売りで済ませて

いる」（ドイツ）、③「従来の取り口自体が

新たな問題に対応可能なものとの確信のも

と、それを展開させる形で対応を図って来

た」（アメリカ、フランス）、のいずれかの

状態にあり、たとえ積極的な勝負をして来

た力士でも、結局、「相手に土俵を割らせて

はおらず、そもそも技がしっかりかかって

いるのか、空を切っているのか定かでない」

といったところであろう。 

 ・このうちヨーロッパの制度は、ほぼ例

外なく、心理社会的リスクを対象としたEU

の PRIMA-EF （ Psychological Risk 

Management- European Framework）の

影響を受けている。これは、WHO を中心

とする複数の国の関係機関が連携して設置

したコンソーシアムにより開発されたもの

だが（詳細は、矢倉尚典／川端勇樹「欧州

におけるメンタルヘルス対策と取り組み―

PRIMA-EF プロジェクトの成果の概要―」

損 保 ジ ャ パ ン 総 研 ク オ ー タ リ ー

52:2-32,2009等を参照されたい）、法的には、

１９８９年に EU（EC）のローマ条約第１

１８条(a)に基づき発令された「安全衛生の

改善に関する基本指令（枠組み指令）

（89/391/EEC）」及び２００２年に欧州委

員会が公表した職業性ストレスに関する欧

州 委 員 会 指 針 （ European 

Comission,”Guidance on work-related 

stress”,2002）の具体化ないし促進を図るも

のと解される。 

 ・しかし、この仕組みは、おおむね、Job-D

（Demand）C（Control）S（Support）モ

デルを活用したリスク調査・管理を中心と

しており、いわば欠点を見つけ出してバン

ソコを貼るような個別的、治療的な改善方

式といえる。しかし、昨今は、より積極的

に 理 想 的 な 職 場 環 境 が 持 つ 条 件

（competence）を類型化し、現実の条件を

それに沿わせていくことで、良好な職場環

境形成を包括的に実現していく改善方式

（proactive approach）の方が有効と考え

られるようになって来ている。また、そこ

では、必然的に「叱る」「縛る」規制から、

「褒める」「伸ばす」作用を支援する規制へ

の転換も求められる。これは、西洋医学的

アプローチから東洋医学的アプローチへ、

と形容することもできるであろう。要する

に、「～がいけない」とか「～してはいけま

せん」と叱るより、「～ができて立派だね～」

と褒めつつ、必要な要件を明示してあるべ

き方向に誘導するほうが、個人・組織を問

わず長所の伸張と欠点の改善に役立つ、と

いう組織心理学的特性を活かした発想であ

ろう。もっとも、そうした発想や方策で、
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知略を駆使して確信犯的に職場環境を悪化

させている人物やグループに対応できるか、

特に経営者自身の個性や考え方の偏りに根

ざす問題に対応できるか、等の疑問は残る。

また、そうした経営コンサルティング的側

面を持つ作用に公的支援を行ったり公権力

を介入させることの正当性も改めて問われ

よう。 

 ・また、リスク・マネジメント手法をベ

ースにした制度の下でも、積極的な取り組

みを行っている国では、既に個別的な成

功・失敗事例の集積が図られて来ており、

そのうち成功例はおおむね、一定の標準を

踏まえつつ、個々の事業の個性や脈絡を踏

まえたオーダーメードの取り組みであるこ

とがうかがわれる。 

・となれば、国の産業精神保健法政策で

も、いわば性能要件化（：一律的な規準へ

の適合性審査ではなく、現場で実効性のあ

がる方策の許容と国の法政策への積極的な

吸収）への発想の重点の移行ないし追加が

求められることになる。要件となる性能の

指標としては、現段階では、デンマークな

どが採用している、休業率、作業関連疾患

罹患率（筋骨格障害（musculoskeletal 

disorder ） や 心 臓 血 管 系 疾 患

（cardiovascular disease）など器質性疾患

の罹患率を含む）、自発的離職率、職場の問

題（：労働環境に関する問題）とこれらの

指標との因果関係、職務満足感、業務パフ

ォーマンス、守秘条件下での意見聴取の結

果などが参考になろう。もっとも、メンタ

ルヘルス問題の多因子性、多様性、多層性

などを考慮すれば、梶木報告書が示した中

間指標を重視する必要もある。 

もとより、日本の安衛法政策でも、先の

衆議院解散で審議未了廃案となった安全衛

生法案を含め、医師による個別面談や個別

的な就業上の措置の勧告など、専門性と協

議に基づくオーダーメード方策の基礎は提

供されているが、個々の労働者とその所属

組織の双方に対する、より包括的かつ継続

的な措置を基礎づけるような法政策が求め

られている可能性はある。より具体的にい

えば、現行安衛法第２８条の２を準用する

第８８条に規定するようなメリットを産業

精神保健対策にも発展的に拡充するような

施策が求められよう。 

 ・また、「欧」「米」の手法は、たとえ現

段階で予防への貢献が充分にみられないと

しても、少なくともわが国における補償・

賠償上の過失責任の切り分けに貢献する可

能性はある。すなわち、障害者差別禁止法

を含め、欧米で法政策上講じられているよ

うな合理的な対策を積極的に講じた事業主

には、科学的に原因の不分明な災害が生じ

た場合にも、手続的理性を尽くしたとみな

され、民事上の過失責任が免責ないし減責

されるケースが増加する可能性はあるよう

に思われる。そして、民事上の賠償責任ル

ールの具体化は、組織の日常的な行動を促

進する可能性が高いため、至局、予防文化

の拡大に繋がる可能性もある。 

 

３）メンタルヘルスは科学たり得るか 

 ・イギリスの調査報告が応えている通り、

公衆衛生疫学的なアプローチは可能だが、

自然科学的なアプローチは困難な課題とい

うことになる。精神障害だけをみても、精

神医学の報告が示唆する通り、そもそも疾

患単位を充たしておらず、外因性精神障害

を除き、発症要因や病態も未解明である。
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よって、どこか雲を掴むような課題となら

ざるを得ないが、イギリスでもドイツでも、

職種別では介護職や看護職などの心身のハ

ードワークにおいて作業関連ストレスにか

かる逸失労働日数や精神障害罹患率が多い

といった傾向が見られるなど、業務上の疲

労やストレスによる健康影響を含めた負の

影響を否定することもできない。そうした

中で、デンマーク、オランダ、イギリスな

どは、問題状況の深刻さ等を背景に、一定

の方法論的問題点を意識しつつも、実験室

での生物学的研究、臨床報告、一定の労働

環境条件を再現した上での行動観察、パイ

ロット事業でのチェックリスト等を用いた

調査、フィールド調査、専門家・実務家に

よるグループワーク、デルファイ調査、執

筆者の学識や権威なども踏まえた疫学的エ

ビデンスを根拠に、一定の強制性を持つ施

策を講じてきた。日本の司法も、確たる根

拠の乏しさや基準設定の困難さを意識しつ

つも、equity（狭義の「公平」の上位概念

としての「衡平」）の実現のため、「過重な

心理的負荷」を比較的積極的に認定してき

た。 

 ・結論的に、この点については、イギリ

スのノッティンガム大学の研究グループが

著した以下の論述が妥当すると思われる。 

 仮に心理社会的危険源へのばく露とスト

レス反応および健康影響の間に「因果関係

が存しない場合、心理社会的なばく露への

介入が集団の健康改善という効果をもたら

さない可能性が高いため、因果関係が不明

であることは軽視できないとの主張がある

（Macleod ら ）。しかし、この主張に充分

な根拠があるともいえない。公衆衛生的観

点（McPherson ）と組織論的観点（Griffiths、

Coxら ）の双方から、この主張を支える自

然科学的な認識体系（パラダイム）は、組

織への介入（方法）を特定し評価するうえ

で最も適切な方法ではないと示唆されてい

る。公衆衛生領域に『金科玉条的な基準

（gold standard）』がないことは、適切な

措置を講じないことの言い訳にはならない

（HM Treasury  ）。 

組織における生活の複雑さや流動的な性

格を前提にすれば、自然科学的な認識体系

に基づくデータを文字通りに受け取ること

はできず、修正も可能であろう」。 

 

４）各国の法制度が対策の射程に捉え

ているメンタルヘルス問題とは 

 ・デンマークやイギリスでは、作業関連

ストレスによる休業や業務遂行能力の低下

などを射程に捉えているので、日本でいう

メンタルヘルス不調（厚生労働省「『職場に

おけるメンタルヘルス対策検討会』報告書

（平成２２年９月７日公表）１頁）と同様

に、精神疾患・障害以外の問題が幅広く捉

えられていると解される。フランスでは、

ハラスメント対策や雇用平等対策では、精

神疾患・障害はおろか不調の存在すら問わ

れていないが、EU のリスクマネジメント

政策を継受した対策では、デンマークやイ

ギリスと同様に、広くメンタルヘルス不調

全体が捉えられていると解される。ドイツ

では、既存の法制度の枠組みでは、業務上

と捉えられる精神疾患・障害の範囲が極め

て狭いうえ、たとえ私傷病（ないし制度上

労災とは扱われないもの）として賃金継続

支払法による有給疾病休暇制度や、社会法

典所定の社会補償給付や事業所編入マネー

ジメント制度の適用を受ける場合にも、実
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質的には疾病罹患の故に労働不能である旨

の医師の診断書の提出が要件とされている

ので、その射程は医療上の疾病障害対策に

限られている。しかし、おそらくは、私傷

病でも受けられる保障が厚い（裏を返せば、

企業側の負担が大きい）ことも一助となり、

また、従業員の休業、生産性などさまざま

な人事管理上の問題への対策のため、一部

では、事業主自身または従業員代表委員会

との協議等を通じて、不調レベルの問題へ

の対策も図られるようになって来ている段

階と解される。アメリカでは、障害者差別

禁止法の枠組みの中で、雇用主が合理的な

配慮さえ提供すれば職務の本質的機能を果

たせるレベルの障害者が、救済の対象とさ

れて来た。もっとも、障害者の定義自体、

同法の性格や機能を決する大問題であり、

多くの議論を生み、法改正の契機ないし要

目ともなって来た。そして現段階では、必

ずしも医科学的裏付けがなくても、他者と

のコミュニケーションや、仕事への集中、

睡眠や自身の世話などに生活を実質的に制

限するような機能的な障害が現にあるか、

そのような記録があるか、そのように認識

される事情がある限り、同法の適用を受け

るなど、同法の趣旨目的の実現に資するよ

うな、比較的広い解釈基準が確立されてい

る。 

 ・結論的に、日本の法制度でメンタルヘ

ルス対策を強化する際には、主として心理

社会的・物理的リスク要因により長期（概

ね２週間以上）にわたり労働能力に制限を

受ける（ことが専門家や諸事情から客観的

に裏付けられる）者の発生を防止すること

を射程に捉えるべきではないかと解される。

ただし、フランスやアメリカの法制のよう

に、生じる被害（損害）の観点を離れ、不

当な差別等による人格的利益の侵害を防止

する観点も求められる。 

 

５）職域メンタルヘルス対策に相応し

い法制度 

 ・諸外国のメンタルヘルス関連法制度の

趣旨・性格は、アメリカ型とヨーロッパ型

に大別される。アメリカは、精神障害者の

雇用対策という観点で、主に差別禁止アプ

ローチを採用しているので、その延長で、

結果的にメンタルヘルス対策の実体まで規

制の具体化が図られることとなっているが

（＊もっとも、細部の細部がガイドライン

や労使間協議に委ねられざるを得ない事情

はヨーロッパ型の手続的アプローチの場合

と変わらず、その事情は、アメリカの障害

者差別禁止法（ADA）が飛び火したイギリ

ス、ドイツなどの法制でも変わりはない）、

ヨーロッパでは、フランスのハラスメント

防止規定などの基本的な人権侵害対策を別

として、EC指令の定めるリスク評価と管理

の仕組み、すなわち手続的アプローチを基

本に制度展開が図られてきたので、対策の

実体は、心理学や組織論を活用して国が示

したガイドラインを参考に各事業組織ごと

に決定されて来た（＊もっとも、ハラスメ

ント対策等でも、リスク管理的な手続的ア

プローチとの融合は進んでいる）。 

・ドイツでも、統計上、精神疾患罹患者

が増加し、産業精神保健に関する問題認識

も拡大しているが、私傷病でも最初の６週

間は事業主負担で、その後の３年間は最長

７８週まで社会保障による所得保障がなさ

れる仕組みを基本として、業務上の対策は

事業主（ないし労使）による自主的取り組
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みに委ねられ、現段階で政府による本格的

な予防対策は法制度化されていない。 

 ・しかし、いずれも明らかに奏功してい

るとは言えない。障害者差別禁止法は、差

別状況の抑制と障害者の雇用の促進を主な

目的としているが、少なくとも後者の目的

は充分に達せられていない。ドイツでは、

先述した事情から、そもそも効果を問う前

提に欠ける。デンマークやオランダは、１

次予防と３次予防の両面で、かなりラディ

カルとも言える施策を講じているが、なお

成果が明らかではない。 

 ・となると、現段階で、職域メンタルヘ

ルス対策にとってどのような法制度が最も

適当とは言い切れない。後掲の図１で示す

ように、労働安全衛生、経営、人事労務管

理、医療、福祉に関わる法制度の全てに対

応が求められていると言わざるを得ない。

ただ、職域で可能な対策に限定すれば、イ

ースト・アングリア大学ノーリッチ・ビジ

ネス・スクール行動科学教室教授 Kevin 

Daniels 氏や、日本の関連判例も示唆する

ように、結果として、①training（教育訓

練）、②motivation（動機付け）、③selection

（採用・配置等における人選、適材適所）、

④job design（職務の設計と割当）の適正化

を「促す」ような法政策の構築が望ましい

とはいえよう。 

 ・また、予防効果が直ちに確認できるか

否かにかかわらず、基本的人権の保護の観

点から、ハラスメント防止や雇用平等の充

実化を図る必要はある。たとえば、フラン

スでは、「労働における差別禁止法」の改正

（２００１年１１月１６日法）により、差

別を定義する労働法典（L１２２―４５条）

の適用範囲が拡大され、実質的に賃労働者

の訴訟上の立証責任が軽減されることとな

ったが、これは、従来の差別事由（出身、

性別、家族内の地位、民族・国民・人種へ

の所属など）に、肉体的外観（身長・体重・

美容など）、姓名、性的志向、年齢を追加す

るものであった。そして、２００５年秋に

は、青年を主とした「暴動」事件を契機に、

履歴書「匿名化」立法（２００６年３月９

日法）が制定され、従業員５０人以上の企

業では、履歴書に年齢・性別・氏名・住所・

写真を記述、記載させてはならないことと

なるなど、差別としての救済範囲の拡大に

より、精神面に関わる基本的人権の保護が

図られている（大和田敢太: 労働関係にお

ける『精神的ハラスメント』の法理：その

比較法的検討. 彦根論叢, 360: 77, 2006）。

アメリカの ADAの枠組みも、労働力の積極

活用の趣旨を基底に置きつつ、相当範囲の

差別を対象とし、実効的な救済を図ろうと

努めていることがうかがわれる。 

 この面でも、欧米のアプローチに参照価

値を見出すことはできるように思われる。 

 

６）強制的方策と誘導的方策のいずれ

が適当か 

 ・この課題への回答に際しては、強制的

方策を採る前提として科学的知見が不足し

ていることのほかに、精神障害を含めたメ

ンタルヘルス不調の特質を踏まえる必要が

ある。たとえば、精神障害者に対する合理

的配慮は、身体障害者に対するバリアフリ

ー建築などの一律的措置ではなく、相性の

良い人物との隣接配置、フレックスタイム

制など、医学等の専門所見を踏まえつつ、

本人希望と会社都合を調整する個別的な措

置が求められることは、アメリカの ADA
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からも示唆されるし、そもそも人間の心理

的反応から主観性を排除できないことから

も導かれ得る。「率直な対話の必要性」とい

う意味では、ビオンのいう基底的想定集団

の改善という観点でも同様・同類のことが

妥当する。 

 ・要するに、メンタルヘルス対策の本質

として、ヨコ（一律）からタテ（オーダー

メード）への流れを促進する必要性を説く

趣旨だが、かといって、全てを当事者の任

意に委ねる誘導的方策が適当とも言い切れ

ない。タテの対策を講じる中で、①嫌悪感

に基づく差別的取扱の禁止、②各労働時間

単位の間の休息時間の確保、③急激かつ大

幅に労働条件が変化した場合の支援体制の

構築など、一般性のある条件が判明すれば、

一律的な義務規定の設定が求められる。ま

た、タテの対策を促進するためにも、ヨコ

の権威や信用力が求められる。たとえば精

神科医などの精神問題の専門家も、個々人

の個性・背景・脈絡を組織に説くべき存在

として機能し得るが、一般的な権威や信用

力を失えば、その役割すら果たし得なくな

る危険性もある。 

 

７）心理学的アプローチの正当性・妥

当性 

 ・多くの国の公的・私的メンタルヘルス

対策で用いられている質問紙方式のストレ

ス調査測定ツールを好例として、メンタル

ヘルス対策では、人間や組織の心理（学）

的特性を考慮せざるを得ない。また、精神

医学でも、診断や投薬などの純然たる医療

行為以外に、精神療法など心理学との境界

が曖昧な作用と不可分な面はあるし、組織

の人事労務管理でも、集団統制や職場秩序

の維持増強から個別交渉の場面に至るまで、

心理的手法が用いられることが少なくない。

本研究班による調査でも、特にイギリスの

法制度調査から、心理学的アプローチにつ

いて、以下のような特徴的態度が看取され

た。 

①そもそも自然科学は、人間心理の実相

や作用を捉え切れていない。生理学的検査

なども進展しつつはあるが、心理的側面へ

のアプローチは困難で、捕捉できる事象が

あっても極めて限られている。 

②心理学的な事実は、そもそも百面相で

あり、相対的なものにとどまる。心理学的

調査研究では、介入のあり方自体の個別性

が高いことからも、確証性の高い前向き・

大規模・横断的コホート調査などは極めて

困難である。 

③たとえ同じ事象についても、捉えどこ

ろ、表現・伝達方法により、相手方への伝

わり方が変わる可能性が高い。個人や組織

の中には、事実に関する客観的な指摘や批

判に耐えられない者が多いことも、こうし

た理解を支援する。 

したがって、科学的な事実検証を多少放

棄しても、結果志向（「結果オーライ」の態

度）で臨むべきであり、組織の心理学的診

断などでも、その対象設定から診断結果の

分析・評価、伝達に至るまで、このような

姿勢が容認されるべきではないか、と。 

 ・仮にこうした理解が正しいとすれば、

その妥当性（ないし妥当する範囲）と正当

性が問われるが、現段階では、報告者が関

連知識に疎いこともあり、未だ確たる回答

を持ち得ていない。ただ、たとえ産業精神

保健に非科学的な面があるとしても、的確

で客観的な現状認識が対策の出発点になる
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こと、よって、少なくとも事業主、管理職

層、産業（精神）保健の専門家等は、上掲

した当該事業組織における休業率等のデー

タや関連情報を的確に把握することが適切

な対策の前提条件になることは、国内外の

個別組織における個別的対策の転帰からも

明らかと考えられる。 

 ・かといって、現段階では、未だ世界的

に実効的な介入方法、とりわけ組織的介入

方法について研究の蓄積が乏しく、たとえ

１次予防面でのストレス対策のため、リス

ク管理システムを導入したところで、

P(Plan)-D(Do)-C(Check)-A(Action)サイク

ルのうち、D（Do）や A（Action）の場面

で逡巡する担当者を増やす結果となりかね

ない。よって、グッドポイント・アセスメ

ントとリスク・アセスメントの併用、中間

指標の開発を含め、問題の心理的特性を捉

えた介入と効果について、引き続き調査研

究を進める必要がある。 

  

 ８）就労経験を持たないか、特別な

配慮を受けずに就労した経験を持た

ない、真正精神障害者対策と、過重な

ストレス要因へのばく露により不調

に陥った仮性精神障害者・不調者対策

の関係 

 ・イギリス、アメリカの例からは、両者

を連続的に捉える必要性がうかがわれる。

特に精神的な問題への対策では、真正精神

障害者の就労環境の改善は、仮性精神障害

者・不調者のみならず健常者の就労環境の

改善にも貢献し得るし、逆もまた然りと解

されることが理由の１つである。もっとも、

仮に対応の基本理念に通底する面があると

しても、遺伝を含めた内因的な素因や疾患

を持ち、職業・日常生活面での機能障害が

前提となる真性障害者への対策では、回復

の可能性や回復のゴール設定をはじめ、多

くの点で対応に違いが生じ得る。 

 ・そこで、イギリスの Jobcentre Plusや

Remploy社、ソーシャル・ファームのほか、

日本の先駆的企業などが果たしている役割

を参考に、産業と福祉の窓口兼バッファー

となる組織の創設について検討する必要が

生じる。その際、客観的な労働能力の審査

を前提に、障害レベルを重度と中・軽度等

に区分したうえで、発症の経緯、症状経過、

本人のパーソナリティや志向性、従前の労

働能力等に応じ、個別的、専門的、多面的、

継続的、人間的、客観的支援を行う必要が

ある。支援の内容は、社会保障給付の受給

支援から、適当な医療機関や医師の選択、

日常生活上のケア、生活上の悩みの解消、

就労能力の回復と育成、就労支援、雇用継

続支援にまで及ぶものでなければならない。

その際、窓口となり、連携の核となる人物

の存在と、彼らを孤立化に追い込まないた

めのプラットフォームの存在、使用者や使

用者団体との有機的連携が重要な意味を持

つ。公的機関が主導する場合、民間のＮＰ

Ｏなどの資源との連携も必要だが、コント

ロール・タワーとして、情報を一元的に管

理する必要があり、そのために障害となる

医療個人情報の取扱い規制などは、合理的

な範囲で排除される必要がある。 

 ・障害者差別禁止法の介入も考えられる

が、ADAの射程に鑑みても、真正精神障害

者の採用や雇用の継続は困難を極めると解

されるため、基本的には、上記の枠組で対

応すべきではないかと考えられる。 
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 ９）発症・増悪事由の業務上外によ

る対策の区別の可否と是非 

 ・この課題は、産業保健を含めた保健の

発想と法の発想の相違を浮き彫りにする。 

日本では、疾病障害の発症・増悪事由が

業務上と認められれば、少なくとも労基法

と民事法上、私傷病の場合より手厚い所得

や雇用の保障がなされる。しかし、本研究

班の調査対象国では、そもそもストレス関

連疾患を業務上疾病と認める枠組自体に乏

しく、従って、両者を区分して対応を図る

発想自体乏しいことが判明した。確かに、

アメリカの一部の州では、精神的なストレ

ス要因による精神的な疾病障害に労災補償

をするところがあるし、オランダのように、

雇用者と社会保障給付による保障とは別に、

業務上疾病にかかる使用者への民事損害賠

償請求訴訟を認めるところもあるが、そう

した枠組の存在、適用共に例外といえる。

また、デンマーク、イギリス、オランダの

ように、公権力の介入により、業務上のス

トレス対策（１次予防対策）を講じている

国もあるが、３次予防面で業務上外を区別

した対応を図っているわけではない。 

 ・そこで、改めて、疾病障害の発症・増

悪事由による対応の区別の可否と是非が問

われるが、実際問題として、日本の企業の

多くは、ストレス関連疾患を私傷病として

取り扱い、雇用条件に恵まれた大企業等で

あれば、その代わりに、（勤続年数等にもよ

るが、）概ね２～３年間程度は一定割合の賃

金と雇用が保障される仕組みを設け、適用

しており、奇しくもヨーロッパの保障制度

に概ね相当する内容となっている。要は、

日本の大企業の３次予防策は、日本の大企

業のそれと概ね一致している、ということ

になる。他方、中小零細企業の多くは、そ

の範疇から外れることとなり、ここでは業

務上外を区分した法的救済が求められざる

を得ない構造になっている。 

 ・結論的に、報告者は、発症・増悪事由

による対応の区分は、当事者や関係者の納

得性を高める効果は見込めるものの、実施

してもしなくても良いと考える。ただし、

実施する以上は、早期の適正な業務上外認

定が求められ、実施しないならば、ヨーロ

ッパのように私傷病罹患者に対する手厚い

雇用・賃金保障をなすべきと考える。また、

実施する場合、労働基準監督署のような官

公署とは別に、症例の業務上外について気

軽に判断を求められる第三者機関を設ける

必要があると考える。 

 

 １０）メンタルヘルス情報の保護の

あり方 

 ・端的に言えば、労働能力・適性に関す

る情報は使用者による取得を含めた取扱い

が可能だが、疾患名など、ダイレクトに医

療個人情報に相当する情報については、そ

れを許すべきではない、というのが本調査

の帰結である。 

 ・ただし、症例対応の窓口やコントロー

ル・タワーとなるべき機関や人物には、適

正範囲で情報の取扱いが認められなければ

ならない。また、実効的なメンタルヘルス

対策に際して、人事労務部門や直属の上司

等の関与が求められる場合も多いことは、

日本のメンタルヘルス指針でも明らかにさ

れている。よって、情報の取扱いにも手続

的理性が求められることを前提として、以

下のような対応が求められよう。 

 ・先ず、採用前のストレス脆弱性等の調
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査は原則として行われるべきではないが

（平成５年５月１０日付け事務連絡「採用

選考時の健康診断について」、平成１３年４

月２４日付け厚生労働省職業安定局雇用開

発課長補佐から都道府県労働局職業安定主

務課長宛事務連絡を参照）、労働能力・適性

に関わる調査は可能である。メンタルヘル

ス情報は、その両者に関わる点で区分が困

難だが、一応の判断規準は、アメリカの

EEOC ガイドライン等を参考に設定される

べきであろう。また、採用時に病歴等を秘

匿ないし偽って採用された後、健常者であ

れば不調を来さないレベルの業務上の負荷

により発症・増悪した場合、本人の不調を

察知しているか、すべき場合を除き、使用

者側は過失責任を免れる。ただし、使用者

側は、①取得した情報の適正管理を含めた

合理的な情報取扱規程の策定、②本人同意

を得て情報を取得する努力、③情報取得を

理由として不利益取扱いを行わないことの

宣言、④取得した生情報の専門家（産業医、

衛生管理者等）による一元的管理、⑤情報

を必要とする部署や人物に対しては、加工

情報を提供することなど、労働者側が情報

提供する前提条件を整える必要がある。 

 ・次に、採用後の雇用過程におけるメン

タルヘルス情報の取扱いについては、これ

までに労働省ないし厚生労働省から発出な

いし公表されてきた数多の指針や文書（以

下、「指針等」という）が、法的観点でも参

考にされるべきである。指針等の主旨は、

要約、①本人同意の獲得、②産業医等によ

る一元的な情報管理、③衛生委員会等での

審議に基づく各事業所での情報取扱規程の

整備、④産業医等以外に情報を流通させる

場合の加工（主に、実施されるべき就業上

の措置を想定）の４点に集約されるが、①

本人同意の獲得が困難な場合については、

直接的には触れられていない。となると、

そうした場合には、情報取扱いの客観的な

必要性が認められることを前提に、②③④

を徹底すれば、原則として手続的理性が果

たされたことになるであろう。 

 ただし、（α）使用者が業務上の過重負荷

を創出ないし放置し、労働者がそれにばく

露したため、心身の不調を生じても当然と

いえる場合、（β）定期健診、欠勤・休職時

の診断書の提出、その他自発的な申告等に

より、既に法人に必要な情報が提供されて

いる場合、（γ）「密接な接触関係」にある

上司等が、本人の不調を知っているか、当

然に知るべき場合（特に、（α）の前提があ

る場合に妥当し易い）、（δ）労働者側が情

報提供を躊躇しても当然といえる条件を使

用者側が創出していた場合には、たとえ

個々の場面で情報提供を拒否されても、使

用者側が免責されることにはならない。 

 ・残る問題は、冒頭に述べた「症例対応

の窓口やコントロール・タワーとなるべき

機関や人物」に誰が相当するか、である。

日本の指針等の立場では、産業医や衛生管

理者等のほか、中小企業者の場合、地域産

業保健センター（以下、「地産保」という）

等がそれに該当することとなろうが、産業

医には刑法第１３４条の守秘義務が課され、

地産保には概ね個人情報保護法の規律が及

び、情報管理委託契約の締結と、情報委託

元による監視がなされない限り、たとえ加

工情報といえども、個人を特定する情報を

使用者側に提供すれば、法律論的には違法

の取扱いを受けることになる。逆に、衛生

管理者は、人事労務管理者が兼務している
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場合が多いので、いかに役割を切り分ける

といっても、知り得た情報の同一人物内で

の使い分けは、実質的に困難であろう。ま

た、近時の判例の中には、直属の上司と産

業医間の情報流通を当然視し、注意義務の

一内容と解するものもある（例えば東芝事

件東京高判平成２３年２月２３日労働判例

１０２２号５頁）。従って、こうした法令上

の規律を整理し、所要の要件を規定したう

えで、「症例対応の窓口やコントロール・タ

ワーとなるべき機関や人物」について明文

の適用除外規定を設ける必要があると思わ

れる。また、現段階で、メンタルヘルス情

報の取扱いについて、最も詳細な指針を示

した公文書は、平成１８年３月中央労働災

害防止協会（厚生労働省委託）「『職場にお

けるメンタルヘルス対策のあり方検討委員

会』報告書」であるが、労働者の同意の獲

得が困難な場合の規律についても、一定の

指針を示す必要があると思われる。 

 ・メンタルヘルス情報の取扱いについて

は、その他にも言及すべき論点は多いが、

研究代表者において、別稿を期す予定であ

る。 

 

 １１）法政策は１次予防・２次予

防・３次予防のいずれに注力すべきか 

 ・３次予防が喫緊の課題であり、かつそ

の履践が１次・２次予防にも繋がることは

認められるが、本研究班による国際法制度

比較の結果からいえば、３次予防と１次予

防は「車の両輪」と考えるのが妥当と解さ

れる。 

 ・たしかに、１次予防については、実効

的な介入方策が未だ明らかでない等の問題

もあるが、繰り返すように、リスク・アセ

スメントをベースとした取り組みでも、

個々の組織ごとの個性・背景・脈絡を踏ま

えた組織的介入を行うことで奏功した事例

は数多く報告されている。よって、これに

グッドポイント・アセスメント等を併用す

ることで、より効果的な改善が図られる可

能性がある。 

 ・他方、３次予防面での所得・生活保障

と就労支援機能の充実化も喫緊の課題であ

る。特に、症例対応のコントロール・タワ

ーとなるべき多機能をもった機関の設定と、

当該機関による産業と福祉の連携は、多く

の労働者の生活と福祉に貢献すると思われ

る。ただし、この対策には、労働衛生行政

と社会・援護行政等との連携が求められる

であろう。 

 

 １２）作業関連ストレス対策と経

営・人事労務管理問題の切り分けの可

否と是非 

 ・これまで、日本の労働裁判例は、おお

むね、人事一般については使用者に広く裁

量を認め、解雇や安全衛生については厳し

い基準を課すポリシーで来たと言えようが、

著名な電通事件最高裁判決を転換点として、

「過度な心理的負荷」を積極的に認定する

ようになったことで、実質的に彼らの人事

労務管理のありように介入するかのような

判断を示すようになって来ている。また、

ここでは、研究代表者が行った体系的な判

例調査（三柴丈典『裁判所は産業ストレス

をどう考えたか』（労働調査会、２０１１年）

と、この領域では著名なイギリスの Kevin 

Daniels 教授の組織的健康に関する文献レ

ビュー等の結果が奇妙に一致した事実も指

摘できる。すなわち、職域では、①採用・
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配置等における人選、②教育訓練、③動機

付け、④職場における労働の構成に関わる

職務設計、といった人事管理の基本事項の

再構成がメンタルヘルス状況の改善に有意

に影響を与える。加えて、人事管理上のミ

ス・コミュニケーションや人間関係のあり

よう、労働条件の変化等が、過度な心理的

負荷を招き易いという示唆である。契約法

理として、これらの要素を義務化する議論

も可能だろうが、立法論としての議論も不

可能ではない。 

 ・アメリカでは、労災補償に関係して、

純然たる人事事項に介入するような判例傾

向に歯止めをかけるような立法もなされた

が、日本では未だそうした動きは見られず、

むしろ精神障害の労災認定基準の精緻化

（「心理的負荷による精神障害の認定基準

について」（平成２３年１２月２６日付け基

発１２２６第１号別添）を参照）により、

人事事項との境界線が混沌として来ている

ようにも思われる。 

 ・この点について結論を言えば、やはり、

メンタルヘルス対策の効果指標を中間指標

も重視しつつ開発し、性能要件的な規定（前

述した第８８条の発展的拡大等がそれに当

たる）の下で各組織独自の取り組みを支援

する体制を整え、結果的に上掲のような作

用が誘われる方向性が望ましいと解される。 

 

＜補論～産業精神保健法学の構想～

＞ 

 ・補論として、研究代表者が現行法を前

提に開発を進めている産業精神保健法学の

構想について述べる。その目的は、「『切り

捨て』ではなく『切り分け』により、個人

と組織の成長と適応を支援すること」にあ

る。 

 

（１）産業精神保健法学の所掌 

 ・この領域の所掌に関する理解の一助と

して、研究代表者が作成した産業精神保健

法（職場のメンタルヘルスに関する法）の

鳥瞰図を示す（図１）。ここでは、現在、国

の職域メンタルヘルス対策は、労働法体系

の「一部の一部の一部の一部」という位置

づけに留められているものの、それに実質

的に関わる法体系は幅広く、従って、その

成功がもたらす効果も極めて幅広いことを

一覧できるようにしている。このことは、

国の発出する関連指針などが、かなり幅広

い分野の法規に関連する内容となっている

ことからも、容易に看取される。 

 ・先ず、企業のガバナンスや会計等を司

る商法・会社法、税法・会計法等は、メン

タルヘルス不調の遠因となり得る。例えば、

国際会計基準や外形標準課税の導入などに

よる企業経営への圧力はもとより、商法改

正による分社化がもたらした不調者に雇用

責任等を負う主体の変容等が挙げられる。

民法は、加害者等の過失責任のみならず、

メンタルヘルスに関わる民事問題全般を取

り扱い、同法や個人情報保護法、刑法・特

別刑法等は、不調者の情報管理に関わる。

しかし、法の定め・趣旨を見誤った過剰反

応は、却って適切な健康管理のみならず、

個々人の人格的な成長の妨げとなりかねず、

他方、偏見を招き易い関連情報の不適正な

取扱いは、問題を悪化させることもあり得

る（ex.）民間保険への加入や事故発生時の

保険金受給への障害等）。医療関係法は、専

門科間の関係を含め、医療機関や医療人の

業務のありように関わり、社会保障・福祉
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関係法は、在職者、離職者の安心や再生に

深く関わる。とりわけ、産業と福祉が乖離

している（(i)人材と情報交流の断絶、(ii)福

祉対象者の一般就労機会の乏しさ、(iii)福祉

給付対象者の再生の困難さ等）現状の打開

は、これらの法にも関わる喫緊の課題であ

る。また、労働法の中でも、職場の秩序や

具体的な労働条件（や人事労務管理の基本

方針）を規定する就業規則等を司る労働契

約法は、職域メンタルヘルスと極めて深い

関係を持つ。就業規則は、悪用すれば、使

用者に過度な裁量を根拠づけ、労働者の恣

意的な排除をもたらすが、適正に活用すれ

ば、不調者への適正手続を明示したり、快

適な職場環境形成にも貢献する。労働市場

法も、労働者の横断的職務能力の形成や転

職市場の開発等を通じ、特定企業の組織風

土に適応しにくい人物のメンタルヘルス等

に貢献する可能性がある。集団的労使関係

法が司る労働組合や組合と使用者の関係は、

未だメンタルヘルス領域では存在感が薄い

と言わざるを得ないが、本来、組合が貢献

すべき余地は多くあり、その存在意義も示

し得る。 

 

（２）「切り分け」とは 

 ・端的にいえば、「法的に適正な区分け」

を意味する。ここで「法的に」という場合、

そこには、組織経営、医療、心理、福祉な

ど、さまざまな視点が含まれる。これは、

一律的な発想で組織経営を制約する、とい

うことではなく、メンタルヘルス法務とい

う観点で、個人と組織のリスク・マネジメ

ントと、成長・適応を支援する趣旨である。 

 それを具体化したものが、図２である。 

 ・図２は、横の軸と上下の軸で構成され

ている。横軸は、右が発症や増悪の事由が

業務上に当たる疑いが濃い例、左が業務外

に当たる疑いが濃い例、上下軸は、上が軽

度の例、下が重度の例を指す。もっとも、

特にメンタルヘルス不調について、業務上

外を敢然と区分することは困難なので、当

初は、あくまで蓋然性レベルでの切り分け

とならざるを得ない。また、症状の軽重も、

単なる医学的診断によるものではなく、行

動上の制約（職域においては就業上の制約）

の程度や改善・寛解までの期間等を加味し

て決定することになる。 

 ・こうした軸を立てると、①～④の４つ

のフィールドが形成される。 

 ①は、業務上の事由による発症・増悪の

疑いが濃く、軽症レベルの不調者への対応

領域なので、基本的に１次予防策（＊「風

通しの良い職場環境形成」や「個々人のレ

ジリエンスの維持増強」など、不調者を生

じさせないための本質的対策）や、２次予

防策（＊不調が生じつつあるところでの早

期発見・早期介入策）で対応することが、

（上述した意味で）「法的に」求められる。 

 ②は、業務上の事由による発症・増悪の

疑いが濃く、重症レベルの不調者への対応

領域なので、基本的に３次予防対策（＊不

調者の休職・復職管理と支援、再発防止策

など）が法的に求められる。併せて、所得

と雇用の保障も求められる。また、再発防

止策は、翻って、①の措置を要求すること

になる。 

 ③は、業務外の事由による発症・増悪の

疑いが濃く、軽症レベルの不調者への対応

領域である。業務外の事由による不調への

対応領域ではあるが、安衛法第６２条や第

６６条以下が示すように、人間を雇用して
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いる以上、所要のパフォーマンスがあがら

ないからといって、直ちに休職措置や退職

措置などの不利益措置を講じるべきではな

く、期限付きではあれ、専門医や産業医の

判断、本人希望等を踏まえ、短時間勤務、

勤務軽減、配置の変更などの就業上の措置

で対応することが、法的に求められる。 

 ④は、業務外の事由による発症・増悪の

疑いが濃く、重症レベルの不調者への対応

領域である。ここでも、解雇権濫用規制（労

働契約法第１６条）から導かれる解雇回避

努力義務や、障害者の雇用促進等の信義則

上の要請を果たすため、原則として、休職

措置や復職支援は法的に求められるが、a.

難治性、b.所定業務・職場秩序・治療への

悪影響などの要件を充たせば、解雇や自然

退職措置も正当化される。 

しかし、ただ離職させてよしとすべきで

はなく、社会保障や福祉制度にスムーズに

連結する方が、当事者や関係者の納得性を

高め、司法を含めた第三者への説得性も増

すこととなる。さらに、可能であれば、当

該症例を単に福祉に受け渡すのではなく、

「人間再生」の視点を持つべきであろう。

すなわち、先に述べた産業と福祉の乖離状

況（(i)人材と情報交流の断絶、(ii)福祉対象

者の一般就労機会の乏しさ、(iii)福祉給付対

象者の再生の困難さ等）を打開するための

バッファーとして、一定の事業性と自律性

を持ち、一般就労機会を積極的に創出する

企業合弁型授産施設などを創設し、福祉と

産業の人材・情報の交流を図るとともに、

継続雇用となる高齢者等も受け入れる、と

いった方策も考えられよう。イギリスの保

護雇用などの先駆例もあるので、日本の社

会保障や福祉制度に関する実践的な知識に

併せ、そうしたアイディアの着想や実践の

基礎となる知識も獲得する必要がある。も

とより、メンタルヘルス対策では、「道なき

ところに道をつくる」、「無いものは作れば

良い」、という発想が求められる。 

 ・次に、図３を参照されたい。 

 これは、図３を横倒しにして、高さの軸

として、いわゆるパーソナリティの偏りを

採用したものである。一般に、法律論上、

疾病障害の場合、その性質や程度により、

その影響下での非違行為は、責任能力や有

責性がないとして、免責されたり、対抗的

な不利益措置から救済されることがある。

他方、パーソナリティに起因する非違行為

が法的に救済されることは、原則としてな

い。このことは、図２の４領域のいずれに

も当てはまる。しかし、精神障害の場合、

客観的にはパーソナリティの問題にも映る

周辺症状などもあって、両者の切り分けは、

実際には非常に困難であり、現状、最終的

には、経験値の高い専門医の判断に拠る場

合が多い。特に、業務上の事由と本人のパ

ーソナリティの双方が不調に寄与した場合

などには、「どこまでが疾病障害の影響で、

どこからが（社会科学的な意味での）『わが

まま』か」を、経験豊かな専門医に切り分

けてもらう必要性が生じる。よって、法的

に適正な対応に際しても、然るべき専門医

などとのネットワーク形成が重要な意味を

持つことになる。 

 

 （３）結語 

 ・以上の通り、現行法の解釈からも、メ

ンタルヘルス問題への適正な対応は一定程

度可能だが、産業精神保健法の観点から解

釈論を整理する必要がある他、１次予防の
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促進や３次予防面での産業－福祉連携を含

め、①個別性、②（連携的）専門性、③多

面性、④柔軟性、⑤継続性、⑥人間性（心

理的特性の考慮）、⑦客観性に加え、これら

を包括する⑧手続的理性を実現するための

立法論を含めた創設的措置に関する議論が

求められる。 

 ・この点は、次年度の課題となる。 

 

Ｅ．結論 

 ・以上の考察の結果を、端的に示す。 

＜求められる実体的理念＞ 

 ・１次予防施策から３次予防施策の全て

にわたり、①個別性、②（連携的）専門性、

③多面性、④柔軟性、⑤継続性、⑥人間性

（心理的特性の考慮）、⑦客観性の７要素が

求められる。 

＜各論＞ 

 １）メンタルヘルスの定義 

 ・「精神疾患や障害の存否にとらわれず、

物理的・心理的負荷等により、労働や日常

生活上の制約を招く問題への対応を、個人

と組織の両面から図ろうとする作用」のこ

と。 

 ・研究代表者の私見は、「社会・経済構造、

自然環境や生活スタイル等の大きな変化の

中で、個人と組織の成長と適応を実践、支

援する作用」のこと。「『ヤドカリの引越』

の実践と支援」と喩えることもできる。 

 ２）１次予防施策のあり方 

 ・現行の労働安全衛生法第２８条の２を

準用する第８８条に規定されるメリットを

産業精神保健対策にも発展的に拡充するよ

うな施策により、実質的に性能要件化（：

一律的な規準への適合性審査ではなく、現

場で実効性のあがる方策の許容と国の法政

策への積極的な吸収）を図る方途が望まれ

る。 

 ・要件となる性能の指標としては、現段

階では、デンマークなどが採用している、

休業率、作業関連疾患罹患率（筋骨格障害

（musculoskeletal disorder）や心臓血管系

疾患（cardiovascular disease）など器質性

疾患の罹患率を含む）、自発的離職率、職場

の問題（：労働環境に関する問題）とこれ

らの指標との因果関係、職務満足感、業務

パフォーマンス、守秘条件下での意見聴取

の結果などが参考になるが、メンタルヘル

ス問題の多因子性、多様性、多層性などを

考慮し、梶木報告書が示した中間指標を重

視する必要がある。 

 ・また、欧米の法制が採るリスク管理手

法や、障害者差別禁止の手法の採用を促す

ことで、民事上の手続的債務の履行を誘う

ことも可能。 

 ３）メンタルヘルスは科学たり得るか 

 ・自然科学的な認識体系に基づくデータ

のみで論じることは困難だが、それ故に適

切な措置を講じないことの言い訳にはなら

ない、とするイギリスの研究者グループの

示唆が妥当であろう。至局、自然科学的な

解明が進むまでの間、公衆衛生疫学的な傾

向分析に拠らざるを得ない。 

 ４）各国の法制度が対策の射程に捉えて

いるメンタルヘルス問題とは 

 ・各国の法制度の射程はさまざまだが、

日本の法制度でメンタルヘルス対策を強化

する際には、主として心理社会的・物理的

リスク要因により長期（概ね２週間以上）

にわたり労働能力に制限を受ける（ことが

専門家や諸事情から客観的に裏付けられる）

者の発生を防止することを射程に捉えるべ
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きではないかと解される。ただし、フラン

スやアメリカの法制のように、生じる被害

（損害）の観点を離れ、不当な差別等によ

る人格的利益の侵害を防止する観点も求め

られる。 

 ５）職域メンタルヘルス対策に相応しい

法制度 

 ・諸外国のメンタルヘルス関連法制度の

趣旨・性格は、障害者差別禁止アプローチ

を主軸とするアメリカ型とリスク管理アプ

ローチを主軸とするヨーロッパ型に分かれ

るが、その効用をみる限り、現段階で、職

域メンタルヘルス対策にとってどのような

法制度が最も適当とは言い切れない。図１

で示すように、労働安全衛生、経営、人事

労務管理、医療、福祉に関わる法制度の全

てに対応が求められていると言わざるを得

ない。ただ、職域で可能な対策に限定すれ

ば、イースト・アングリア大学ノーリッチ・

ビジネス・スクール行動科学教室教授

Kevin Daniels 氏や、日本の関連判例も示

唆するように、結果として、①training（教

育訓練）、②motivation（動機付け）、③

selection（採用・配置等における人選、適

材適所）、④job design（職務の設計と割当）

の適正化を「促す」ような法政策の構築が

望ましいとはいえよう。 

 ・また、予防効果が直ちに確認できるか

否かにかかわらず、基本的人権の保護の観

点から、ハラスメント防止や雇用平等の充

実化を図る必要はある。アメリカの ADA

の枠組みも、労働力の積極活用の趣旨を基

底に置きつつ、相当範囲の差別を対象とし、

実効的な救済を図ろうと努めていることが

うかがわれる。 

 ６）強制的方策と誘導的方策のいずれが

適当か 

 ・科学的知見が不足しているほか、精神

障害を含めたメンタルヘルス不調の特質を

踏まえると、直ちに一律的な強制的方策（ヨ

コの方策）を採ることには困難が伴うが、

全てを当事者の任意に委ねる誘導的方策

（タテの方策）が適当とも言い切れない。

タテの対策を講じる中で、①嫌悪感に基づ

く差別的取扱いの禁止、②各労働時間単位

の間の休息時間の確保、③急激かつ大幅に

労働条件が変化した場合の支援体制の構築

など、一般性のある条件が判明すれば、一

律的な義務規定の設定が求められる。また、

タテの対策を促進するためにも、ヨコの権

威や信用力が求められる。たとえば精神科

医などの精神問題の専門家も、個々人の個

性・背景・脈絡を組織に説くべき存在とし

て機能し得るが、一般的な権威や信用力を

失えば、その役割すら果たし得なくなる危

険性もある。 

 ７）心理学的アプローチの正当性・妥当

性 

 ・メンタルヘルス対策では、人間や組織

の心理（学）的特性を考慮せざるを得ない

が、的確で客観的な現状認識が対策の出発

点になること、よって、少なくとも事業主、

管理職層、産業（精神）保健の専門家等は、

上掲した当該事業組織における休業率等の

データや関連情報を的確に把握することが

適切な対策の前提条件になることは、国内

外の個別組織における個別的対策の転帰か

らも明らかと考えられる。 

 ・ただし、１次予防面では、グッドポイ

ント・アセスメントとリスク・アセスメン

トの併用、中間指標の開発を含め、問題の

心理的特性を捉えた介入と効果について、
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引き続き調査研究を進める必要がある。 

 ８）就労経験を持たないか、特別な配慮

を受けずに就労した経験を持たない、真正

精神障害者対策と、過重なストレス要因へ

のばく露により不調に陥った仮性精神障害

者・不調者対策の関係 

 ・イギリス、アメリカの例からは、両者

を連続的に捉える必要性がうかがわれる。

特に精神的な問題への対策では、真正精神

障害者の就労環境の改善は、仮性精神障害

者・不調者のみならず健常者の就労環境の

改善にも貢献し得るし、逆もまた然りと解

されることが理由の１つである。ただし、

真性障害者への対策では、回復の可能性や

回復のゴール設定をはじめ、多くの点で対

応に違いが生じ得る。 

 ・そこで、イギリスの Jobcentre Plusや

Remploy社、ソーシャル・ファームのほか、

日本の先駆的企業などが果たしている役割

を参考に、産業と福祉の窓口兼バッファー

となる組織の創設について検討する必要が

生じる。その際、客観的な労働能力の審査

を前提に、障害レベルを重度と中・軽度等

に区分したうえで、発症の経緯、症状経過、

本人のパーソナリティや志向性、従前の労

働能力等に応じ、個別的、専門的、多面的、

継続的、人間的、客観的支援を行う必要が

ある。支援の内容は、社会保障給付の受給

支援から、適当な医療機関や医師の選択、

日常生活上のケア、生活上の悩みの解消、

就労能力の回復と育成、就労支援、雇用継

続支援にまで及ぶものでなければならない。

その際、窓口となり、連携の核となる人物

の存在と、彼らを孤立化に追い込まないた

めのプラットフォームの存在、使用者や使

用者団体との有機的連携が重要な意味を持

つ。公的機関が主導する場合、民間のＮＰ

Ｏなどの資源との連携も必要だが、コント

ロール・タワーとして、情報を一元的に管

理する必要があり、そのために障害となる

医療個人情報の取扱い規制などは、合理的

な範囲で排除される必要がある。 

 ９）発症・増悪事由の業務上外による対

策の区別の可否と是非 

 ・この課題は、産業保健を含めた保健の

発想と法の発想の相違を浮き彫りにする。 

・結論的に、発症・増悪事由による対応

の区分は、当事者や関係者の納得性を高め

る効果は見込めるものの、実施してもしな

くても良いと考える。ただし、実施する以

上は、早期の適正な業務上外認定が求めら

れ、実施しないならば、ヨーロッパのよう

に私傷病罹患者に対する手厚い雇用・賃金

保障をなすべきと考える。また、実施する

場合、労働基準監督署のような官公署とは

別に、症例の業務上外について気軽に判断

を求められる第三者機関を設ける必要があ

ると考える。 

１０）メンタルヘルス情報の保護のあり

方 

・労働能力・適性に関する情報は使用者

による取得を含めた取扱いが可能だが、疾

患名など、ダイレクトに医療個人情報に相

当する情報については、それを許すべきで

はない、というのが本調査の帰結だが、症

例対応の窓口やコントロール・タワーとな

るべき機関や人物には、適正範囲で情報の

取扱いが認められなければならない。また、

実効的なメンタルヘルス対策に際して、人

事労務部門や直属の上司等の関与が求めら

れる場合も多いことは、日本のメンタルヘ

ルス指針でも明らかにされている。よって、
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情報の取扱いにも手続的理性が求められる。 

・先ず、採用前のストレス脆弱性等の調

査は原則として行われるべきではないが

（平成５年５月１０日付け事務連絡「採用

選考時の健康診断について」、平成１３年４

月２４日付け厚生労働省職業安定局雇用開

発課長補佐から都道府県労働局職業安定主

務課長宛事務連絡を参照）、労働能力・適性

に関わる調査は可能である。一応の判断規

準は、アメリカの EEOCガイドライン等を

参考に設定されるべきであろう。 

・次に、採用後の雇用過程におけるメン

タルヘルス情報の取扱いについては、これ

までに労働省ないし厚生労働省から発出な

いし公表されてきた数多の指針や文書（以

下、「指針等」という）が、法的観点でも参

考にされるべきである。指針等の主旨は、

要約、①本人同意の獲得、②産業医等によ

る一元的な情報管理、③衛生委員会等での

審議に基づく各事業所での情報取扱規程の

整備、④産業医等以外に情報を流通させる

場合の加工（主に、実施されるべき就業上

の措置を想定）の４点に集約されるが、①

本人同意の獲得が困難な場合については、

直接的には触れられていない。となると、

そうした場合には、情報取扱いの客観的な

必要性が認められることを前提に、②③④

を徹底すれば、原則として手続的理性が果

たされたことになるであろう。 

ただし、（α）使用者が業務上の過重負荷

を創出ないし放置し、労働者がそれにばく

露したため、心身の不調を生じても当然と

いえる場合、（β）定期健診、欠勤・休職時

の診断書の提出、その他自発的な申告等に

より、既に法人に必要な情報が提供されて

いる場合、（γ）「密接な接触関係」にある

上司等が、本人の不調を知っているか、当

然に知るべき場合（特に、（α）の前提があ

る場合に妥当し易い）、（δ）労働者側が情

報提供を躊躇しても当然といえる条件を使

用者側が創出していた場合には、たとえ

個々の場面で情報提供を拒否されても、使

用者側が免責されることにはならない。 

・また、現行の刑法第１３４条や個人情

報保護法などの規律を整理し、所要の要件

を規定したうえで、「症例対応の窓口やコン

トロール・タワーとなるべき機関や人物」

について明文の適用除外規定を設ける必要

がある。また、現段階で、メンタルヘルス

情報の取扱いについて、最も詳細な指針を

示した公文書は、平成１８年３月中央労働

災害防止協会（厚生労働省委託）「『職場に

おけるメンタルヘルス対策のあり方検討委

員会』報告書」であるが、労働者の同意の

獲得が困難な場合の規律についても、一定

の指針を示す必要がある。 

１１）法政策は１次予防・２次予防・３

次予防のいずれに注力すべきか 

・３次予防が喫緊の課題であり、かつそ

の履践が１次・２次予防にも繋がることは

認められるが、３次予防と１次予防は「車

の両輪」と考えるのが妥当と解される。 

・他方、３次予防面での所得・生活保障

と就労支援機能の充実化も喫緊の課題であ

る。特に、症例対応のコントロール・タワ

ーとなるべき多機能をもった機関の設定と、

当該機関による産業と福祉の連携は、多く

の労働者の生活と福祉に貢献すると思われ

る。 

１２）作業関連ストレス対策と経営・人

事労務管理問題の切り分けの可否と是非 

・これまで、日本の労働裁判例は、著名
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な電通事件最高裁判決を転換点として、「過

度な心理的負荷」を積極的に認定するよう

になったことで、実質的に彼らの人事労務

管理のありように介入するかのような判断

を示すようになって来ている。 

・アメリカでは、労災補償に関係して、

純然たる人事事項に介入するような判例傾

向に歯止めをかけるような立法もなされた

が、日本では未だそうした動きは見られな

い。 

・結論的には、やはり、メンタルヘルス

対策の効果指標を中間指標も重視しつつ開

発し、性能要件的な規定（前述した第８８

条の発展的拡大等がそれに当たる）の下で

各組織独自の取り組みを支援する体制を整

え、結果的に上掲のような作用が誘われる

方向性が望ましいと解される。 
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